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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 御出席、誠に御苦労に存じ

ます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、令和２年第２回上富良野町議会定例会

を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 御報告申し上げます。 

 本定例会は６月１９日に告示され、同日、議案等

の配付を行い、その内容につきましては、お手元に

配付の議事日程のとおりであります。 

 監査委員から監査・例月現金出納検査結果報告書

の提出、町長から法人の経営状況報告書の提出があ

りました。 

 また、町長から本定例会までの主要な事項につい

て行政報告の発言の申し出があり、その資料とし

て、行政報告とともに令和２年度建設工事発注状況

を配付しましたので参考に願います。 

 また、議案第１２号から議案第２４号までの農業

委員会委員の任命について及び諮問第１号人権擁護

委員候補者の推薦については、明日、２５日に配付

の予定であります。 

 本定例会までの議会の主要な行事は、お手元に配

付の議会の動向のとおりであります。 

 最後に、本定例会の説明員につきましては、町長

以下、関係者の出席を求め、別紙配付のとおり出席

しております。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

 なお、暑い方は上着を取っていただいて結構でご

ざいますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ９番 佐 藤 大 輔 君 

    １０番 今 村 辰 義 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告 

○議長（村上和子君） 日程第２ 議会運営委員長

報告を行います。 

 本定例会の会期日程等の議事運営に関し、審議決

定した内容について、議会運営委員長の報告を求め

ます。 

 議会運営委員長、米沢義英君。 

○議会運営委員長（米沢義英君） 令和２年第２回

定例会の議事運営等について、審議決定した内容を

御報告いたします。 

 去る６月３日及び６月１７日に、議会運営委員会

を開き、付議事件、会期及び議事日程等の審議並び

に本定例会までに受理しました６件の陳情、要望の

取扱いについて審議いたしました。 

 また、本定例会に提出の案件は、町長から提出の

議案２４件、報告案件４件、諮問１件、議長からの

報告案件２件、議員からの発議案件３件でありま

す。 

 また、町の一般行政についての質問について審議

いたしました。６月１１日正午までの通告期限まで

に、荒生博一議員外６名の議員から通告がありまし

たので、本定例会の一般質問は、本日、２４日に５

人が質問を行い、明日、２５日に２人が質問を行う

ことといたしました。 

 また、質問の順序は、先例により通告書を受理し

た順となっております。質問の要旨は、本日配付の

とおりであります。 

 なお、質問の方法等は、上富良野町議会会議規則

及び上富良野町議会運営に関する先例に基づいて行

うことになりますので、活発な議論をお願いしたい

と思います。 

 これらの状況を考慮し、６月定例会の本会議の会

期については、提出案件の状況などを検討した結

果、本日から６月２５日までの２日間と決定いたし

ました。 

 以上、議会運営委員会での結果を御報告申し上げ

ましたが、本定例会の議事運営が円滑に行われます

よう、よろしく御協力のほどお願いいたします。 

 以上、報告といたします。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営委

員長報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第３ 会期の決定について 

○議長（村上和子君） 日程第３ 会期の決定につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 
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 本定例会の会期は、本日から６月２５日までの２

日間といたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から６月２５日までの２日

間と決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（村上和子君） 日程第４ 行政報告を行い

ます。 

 本定例会までの主な行政執行の経過について、町

長から報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 皆さん、おはようございま

す。 

 議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第２回定例町議会に御出席いただ

き、誠にありがとうございます。 

 さて、世界的に猛威を振るっている新型コロナウ

イルス感染症についてでありますが、この間、北海

道独自の緊急事態宣言や国による緊急事態宣言の発

出など、感染症の拡大防止に向けて、国民が一丸と

なって取り組んできたところであります。 

 町民の皆様には、公共施設の利用制限や学校の臨

時休校、こども園の登園自粛、また、ラベンダーハ

イツのショートステイ、デイサービスの利用制限な

ど、全ての方々に人との接触を極力控えるよう御協

力をいただいてきたところであり、御理解と御協力

をいただきましたことに改めて感謝申し上げる次第

であります。 

 それでは、去る３月定例町議会以降における町政

執行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症対策等につい

てでありますが、本町におきましては、２月２４日

に対策本部を設置し、同日、１回目の対策本部会議

を開催して以降、４月には町内で複数名の感染者が

発生する中で、これまで１５回の対策本部会議を開

催し、日々変化する状況に応じて対応を図ってきた

ところであります。 

 また、この間、感染リスクの高い三つの密を避け

るための行動自粛や休業要請により、町民皆様方の

日々の生活や地域経済活動などに様々な影響を及ぼ

していることから、それらに対応した施策を積極的

に講ずるとともに、必要となる補正予算について

は、３回の町議会臨時会と専決処分を１回行い、対

応してきたところであります。 

 主なものにつきましては、まず、子育て支援関係

では、認定こども園の保育料につきまして、４月１

８日から５月３１日までを期間とし、登園自粛され

た４園、８４名に対し、日割計算により７４万９,

３６０円の減免措置を行ったところであります。 

 次に、町内児童生徒に対する関係では、北海道の

休校要請を受け、２月２７日から春休みまでの間、

その後、新学期が始まる４月６日から１７日までを

登校としましたが、再び４月２０日から５月３１日

までの間を休校といたしました。 

 休校期間中は、子どもたちの学習面、生活面、健

康面でのサポートに最善を尽くすとともに、計画的

な分散登校を行い、６月１日の学校再開を迎えたと

ころであります。 

 なお、保護者の状況により、休校中における必要

な児童の見守りについては、放課後クラブにおいて

対応を図ったところであります。 

 また、長期にわたる公共施設の利用制限により、

図書館の利用についても中止しておりましたが、５

月１２日から３１日までの間、「図書の宅配サービ

ス」を実施し、６２名、５４７冊の御利用をいただ

きました。 

 次に、町税・国民健康保険等の関係では、地方税

法の改正により、新型コロナウイルス感染症の影響

により、全ての町税を対象に納期内の納税が困難で

ある事業者等に対し、１年間納税を猶予できる特例

制度が設けられたことから、６月２２日現在、件数

で８件、金額で約７６０万円の納税の猶予を実施し

たほか、国民健康保険税においては、「新型コロナ

ウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険

者等に係る国民健康保険税の減免取扱要綱」を、介

護保険料においては、「介護保険料減免取扱要綱」

を制定し、対応を図っているところであります。 

 また、国民健康保険及び後期高齢者医療に加入す

る給与等の支払いを受けている被保険者の方々につ

いても、新型コロナウイルス感染症に感染、または

感染疑いにより給与の支払いを受けられない方に対

しても、傷病手当等を支給できるよう条例改正を

行ったところであります。 

 次に、緊急経済対策関係では、この間の外出自粛

要請や休業要請などの一連の感染症予防対策によ

り、業績悪化が著しい商工事業者を中心に、事業の

継続につながるよう、町独自の対策として新たな融

資制度や経営継続奨励助成金制度をいち早く創設

し、対応を図ってきたところであります。 

 これらの制度の対応状況でありますが、６月２２

日現在、融資については、件数で３９件、融資額で

９,９７０万円、経営継続奨励助成金については、

件数で１５３件、交付額で３,２６０万円となって

おります。 
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 また、今月から展開しております「おうちでグル

メ事業」ですが、開始早々から多くの町民の皆様に

御利用いただいており、併せて、プレミアム率を３

０％とする「プレミアム商品券発行事業」も既に予

算化を終えたことから、これらの事業を通じて、地

域経済回復の下支えになることを期待しているとこ

ろであります。 

 次に、国の特別臨時給付金事業関係ですが、特別

定額給付金については、５月１１日からオンライン

申請の受付、５月２５日から郵送申請の受付を開始

し、６月２２日現在、４,９８３件、率にいたしま

して９３.８％の申請を受け付けし、４,９４６件、

９３.１％の給付決定を終えているところでありま

す。 

 また、子育て世帯への臨時特別給付金について

は、６月１０日に対象世帯３６６世帯に口座振込を

行ったところであります。 

 新型コロナウイルス感染症対策については、緊急

事態宣言が解除されたものの、根本的な対策が確立

されていない中で、終息にはまだまだ長い時間を要

するとともに、感染の第２波、第３波が懸念される

状況にあります。 

 「新しい生活様式」への変革を進めながら、町民

皆様の安心・安全な暮らしと地域活力の回復の両立

を目指し、努めてまいります。 

 次に、本年度４月からの執行体制についてであり

ますが、職員数については、昨年度中の定年退職者

など８名の欠員に対して、看護師２名、技師１名、

介護士１名、一般事務職４名の採用を行い、昨年度

当初と同じく１９３名による執行体制としたところ

であります。 

 今後とも、町民の皆様との協働のまちづくりを進

めるため、必要な組織体制の見直しを加えながら、

業務の円滑な推進と体制の強化に取り組んでまいり

ます。 

 次に、国の栄典関係についてでありますが、４月

１日発令の高齢者叙勲において、長年にわたり上富

良野町議会議員を務められた松田勝利氏が、旭日単

光章を受章され、６月５日に伝達させていただきま

した。また、４月２９日発令による危険業務従事者

叙勲においては、防衛功労として３名が瑞宝双光

章、１名の方が瑞宝単光章を受章されたところであ

ります。 

 改めて、受章された皆様のこれまでの功績に心か

ら敬意を表しますとともに、ますますの御活躍と御

健勝をお祈り申し上げるところであります。 

 次に、平成３１年度における、ふるさと応援モニ

ター事業の実績についてでありますが、件数で１万

５,７０５件、金額にして約２億３,４７１万円の御

寄附があったところであります。モニター商品代金

や配送料、取扱委託料など、必要経費の約９,３０

７万円を差し引いた金額は約１億４,１６４万円と

なり、今後の事業に備えた基金への積立てを行うと

ともに、事務事業の円滑な遂行に向け、適切に歳出

化を図ってまいります。 

 掲載するサイトにつきましても、本年度から「Ａ

ＮＡ」と「ふるなび」での取扱いも開始したところ

であり、本事業を通じまして、本町の産業振興はも

とより、「かみふらのブランド」の知名度、魅力向

上を図っていくとともに、自主財源の確保に努めて

まいります。 

 次に、町税等の徴収状況についてでありますが、

例年どおり、納税相談や滞納者に対する督促・差押

え等を行い、徴収に努めてまいりました。 

 これらにより、平成３１年度の収納率は、滞納繰

越分を含め、町税で９９.２％、国保税で９８.６％

と高い水準を確保できたところであり、滞納繰越金

は、町税で７９８万円、国保税で３９５万２,００

０円となっており、今後も納期内納税の啓発と収納

率の向上に努めてまいります。 

 次に、障がい福祉サービス等事業所設置について

でありますが、社会福祉法人富良野あさひ郷が計画

をしておりました障がい者グループホーム「共同生

活援助事業施設さくら」の設置について、町内の一

軒家を取得後、住宅改修し、本年５月に事業開始を

予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症

防止のため、開始時期を延期し、６月から開始され

たところであります。 

 今後、障がい者の福祉の充実に大いに貢献される

ことを期待しているところであります。 

 次に、農作物の生育状況についてでありますが、

今春は、例年より早く雪解けが進んだものの、５月

初旬に雨天が続き、作業の遅れが心配されたところ

でありますが、耕起作業をはじめ、播種・移植な

ど、春作業もほぼ順調に推移し、農作業、成育とも

に平年並みに進んでいるところであります。 

 引き続き、今後の生育状況を注視しつつ、農業関

係機関相互の連携を図り、農業者の皆様とともに豊

穣の秋が迎えられるよう努めてまいります。 

 次に、上富良野高校への入学状況についてであり

ますが、今春の新入学者数は、地元の中学卒業者１

６名を含む３１名となり、全校生徒数は７４名と

なったところであります。 

 また、特色ある学校づくりの一環として、本年度

から希望する生徒４４名を対象に、「学校給食」を

スタートしたところであります。 

 今後とも、地域の皆さんの御理解と御協力をいた

だきながら、魅力ある学校づくりへの支援と地元高



― 5 ―

校の存続に努めてまいります。 

 最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、本年度、入札執行した建設工事では、６月１１

日現在、件数で１１件、事業費総額で１億９,６６

５万８,０００円となっております。 

 また、本年度発注予定の建設工事は３９件で、そ

の情報については４月１日付で公表したところであ

ります。 

 なお、お手元に「令和２年度建設工事発注状況」

を配付しておりますので、後ほど御高覧いただきた

く存じます。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第１号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告について、監査委員

より報告を求めます。 

 代表監査委員、中田繁利君。 

○代表監査委員（中田繁利君） 監査及び例月現金

出納検査について御報告いたします。 

 概要のみ申し上げますので、御了承賜りたいと思

います。 

 初めに、定期監査の結果について御報告を申し上

げます。１ページをお開きください。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、定期

監査を執行したので、同条第９項の規定により、そ

の結果を御報告いたします。 

 定期監査の概要ですが、町立病院貯蔵品検査につ

いて、令和２年４月２２日に病院の棚卸しを監査の

対象とし、令和元年度末に係る貯蔵品調書等関係諸

帳簿を検閲するとともに、貯蔵品の実地検査を行い

ました。 

 検査の結果、棚卸しは、おおむね適正に執行され

ていると認められました。 

 次に、２ページをお開きください。 

 車両検査について、令和２年６月４日に公用車両

の整備及び管理状況を監査の対象として、公用車両

７７台の実地検査を行いました。 

 検査の結果、公用車両の整備及び管理の状況は、

おおむね良好であると認められました。 

 次に、３ページから１６ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を御報告いたします。 

 平成３１年度２月分から４月分及び令和２年度４

月分について、概要並びに検査結果を一括して報告

いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、平成３１年

度分を１７ページに、令和２年度分を１８ページに

添付してございますので、参考としていただきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御質疑がなければ、これを

もって報告第１号監査・例月現金出納検査結果報告

についてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第２号 

◎日程第７ 報告第３号 

○議長（村上和子君） 日程第６ 報告第２号専決

処分の報告について（上富良野町税条例の一部を改

正する条例）、日程第７ 報告第３号専決処分の報

告について（上富良野町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例）を議題といたします。 

 関連がありますので、一括して提出者から報告を

求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） ただいま上程いた

だきました報告第２号専決処分の報告について（上

富良野町税条例の一部を改正する条例）、報告第３

号専決処分の報告について（上富良野町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例）について御説明申

し上げます。 

 国の令和２年度税制改正関連法案の成立が令和２

年３月末になることから、３月定例議会におきまし

て、上富良野町税条例及び上富良野町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例につきまして、町長の

専決処分事項として議決をいただきました。 

 本年度の税制改正関連法案は、令和２年３月２７

日可決成立し、３月３０日に公布され、原則とし

て、同年４月１日から施行されることに伴いまし

て、３月３１日に上富良野町税条例の一部を改正す

る条例及び上富良野町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例について、専決処分をいたしましたの

で御報告申し上げます。 

 まず、報告第２号専決処分の報告について。 

 上富良野町税条例の一部を改正する条例について

御説明申し上げます。 
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 令和２年度の税制改正におきましては、所有者不

明土地等に係る固定資産税の課題への対応、未婚の

ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控

除の見直しなど、所要の改正を行うものであり、そ

の主な改正点を御説明申し上げます。 

 １点目、個人住民税につきましては、全てのひと

ち親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観

点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり

親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消する

ために、未婚のひとり親に寡婦控除を適用し、寡婦

控除に男性のひとり親と同様に所得制限を設け、控

除額を同額とするものであります。 

 また、人的非課税措置の対象について、未婚のひ

とり親については、児童扶養手当受給者に限定しな

いこととするものであります。 

 ２点目、固定資産税につきましては、所有者不明

土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応する

ため、現に使用している者に対して、条例で定める

ところにより、氏名、住所等必要な事項を申告させ

ることを制度化するものであります。 

 また、使用者を所有者と見なして固定資産課税台

帳に登録し、固定資産税を課することができるよう

にしたところであります。 

 ３点目、地方税法等の法令の改正に伴い、その所

要の改正を行うものです。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 報告第２号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、別紙のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告

する。 

 記。 

 処分事項、上富良野町税条例の一部を改正する条

例。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議

会の議決により指定された町長の専決処分事項につ

いて、次のとおり専決処分する。 

 記。 

 上富良野町税条例の一部を改正する条例（別紙の

とおり）。 

 令和２年３月３１日。 

 上富良野町長、向山富夫。 

 １ページを御覧願います。 

 上富良野町税条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町税条例の一部改正。 

 第１条、上富良野町税条例（昭和２９年上富良野

町条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、条文をもって、その主な改正点のみ説明と

させていただきますので、御了承願います。 

 第２４条、個人の町民税の非課税の範囲につきま

しては、「寡夫」を対象から除き、「ひとり親」を

対象に追加する規定の整備であります。 

 第３４条の２、所得控除について、「ひとり親控

除」を追加するなどの改正を行うものです。 

 第３６条の２、町民税の申告は、法律改正による

項ずれに伴う改正であります。 

 第３６条の３の２、個人の町民税に係る給与所得

者の扶養親族等申告書につきましては、法律改正に

合わせて給与所得者が単身児童扶養者に該当する場

合において、その旨の記載を不要とする改正であり

ます。 

 第３６条の３の３、個人の町民税に係る公的年金

と受給者の扶養親族等申告書については、法律改正

に合わせて、公的年金等受給者が単身児童扶養者に

該当する場合において、その旨の記載を不要とする

改正であります。 

 第４８条、法人の町民税の申告納付につきまして

は、法律改正による項ずれに伴う改正であります。 

 第５４条、固定資産税の納税義務者等につきまし

ては、法律改正に合わせて規定を整備し、調査を尽

くしても所有者が一人も明らかとならない資産につ

きまして、使用者がいる場合には使用者を所有者と

見なすことができる規定を第５項として新設するも

のであります。 

 第６１条、固定資産税の課税標準につきまして

は、法律改正による項ずれに伴う改正であります。 

 第６１条の２、法第３４９条の３第２７項等の条

例で定める割合につきましては、法律の改正による

項ずれに伴う改正であります。 

 第７４条の２の次に１条加える改正につきまして

は、２ページをお開き願います。第７４条の３、現

所有者の申告として、登記または補充課税台帳に所

有者として登記または登録されている個人が死亡し

ている場合における現所有者に賦課徴収に必要な事

項を申告させることができる規定を新設するもので

あります。 

 第７５条、固定資産に係る不申告に関する過料に

つきましては、法律改正に合わせて改正するもので

あります。 

 第９４条、たばこ税の課税標準につきましては、

第２項につきましては、軽微な葉巻たばこ係る紙巻

きたばこへの本数への換算方法について、令和２年

１０月１日から２段階で見直しする改正であり、第

４項につきましては、政令改正に合わせた規定の整

備であります。 
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 第９６条、たばこ税の課税免除につきましては、

課税免除の適用に当たって必要な手続の簡素化に関

する改正となっております。 

 第９８条、たばこ税の申告納付の手続につきまし

ては、条例の項ずれによる改正となっております。 

 附則第３条の２、延滞金の割合等の特例及び附則

第４条、納期限の延長に係る延滞金の特例につきま

しては、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改

正に伴う規定の整備であります。 

 ３ページを御覧願います。 

 附則第６条、附則第７条の３の２、特定一般用医

療品等購入費を支払った場合の医療費控除等の特例

につきましては、皆減対応による改正であります。 

 附則第８条、肉用牛の売却による事業所得に係る

町民税の課税の特例につきましては、肉用牛の売却

による事業所得に係る課税の特例の適用期限を３年

間延長する法律改正に伴う改正であります。 

 附則第１０条は、規定の整備であります。 

 附則第１０条の２、法附則第１５条第２項第１号

等の条例で定める割合につきましては、法律改正に

合わせて改正するものであります。 

 附則第１１条、附則第１１条の２、附則第１２

条、４ページをお開き願います。附則第１３条、附

則第１５条、特別土地保有税の課税の特例、附則第

１５条の２、軽自動車税の環境性能割の非課税、附

則第１条、軽自動車税の種別割の税率の特例につき

ましては、皆減対応による改正となっております。 

 附則第１７条、長期譲渡所得に係る個人の町民税

の課税の特例につきましては、低未利用土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設

による改正であります。 

 附則第１７条の２につきましては、皆減対応、法

律改正による項ずれに伴う改正であります。 

 附則第２２条、個人の町民税の税率の特例等につ

きましては、皆減対応による改正であります。 

 続きまして、第２条による改正につきましては、

第１９条、納期限後に納付し、または納入する税

金、または納入期に係る延滞金につきましては、法

律改正に合わせて規定の整備、項ずれに伴う改正で

あります。 

 第２０条、年当たりの割合の基礎となる日数につ

きましては、規定の整備であります。 

 第２３条、町民税の納税義務者等につきまして

は、法律改正に合わせて規定を整備するものであり

ます。 

 第３１条、均等割の税率につきましては、法人税

法において通算法人ごとに申告等を行うこととする

規定の整理であります。 

 第４８条、法人の町民税の申告納付につきまして

は、法律改正に合わせた規定の整備であります。 

 ５ページを御覧願います。 

 第５０条、法人の町民税に係る不足税額の納付の

手続につきましては、法人税において通算法人ごと

に申告等を行うこととすることに伴う規定の整備で

あります。 

 第５２条、法人の町民税に係る納期限の延長の場

合の延滞金につきましては、法人税において通算法

人ごとに申告等を行うこととすることに伴う規定の

削除であります。 

 第９４条、たばこ税の課税標準につきましては、

法律改正に合わせた規定の整備であります。 

 附則第３条の２、延滞金の割合等の特例につきま

しては、条例改正による規定の整備であります。 

 続きまして、第３条による改正につきましては、

平成３１年改正条例、第３条のうち、第２４条の改

正規定について、単身児童扶養者を個人の町民税の

非課税措置の対象に加える改正規定を削るなどの所

要の措置を法律改正に合わせて改正するものでござ

います。 

 附則第１６条に１項を加える改正規定、６ページ

をお開き願います。附則第１条から第８条につきま

しては、皆減対応による改正であります。 

 附則第１条は、施行日について定めるものであ

り、令和２年４月１日から施行するものです。ただ

し、施行期日を別に定めている項目につきまして

は、当該各号に定める日から施行するよう定める規

定となっております。 

 ７ページを御覧願います。 

 第２条は、延滞金に関する経過措置について定め

るものです。 

 第３条、第４条は、町民税に関する経過措置につ

いて定めるものです。 

 ８ページをお開き願います。 

 第５条は、固定資産税に関する経過措置について

定めるものです。 

 第６条、第７条は、町たばこ税に関する経過措置

について定めるものです。 

 第８条、第９条、９ページを御覧願います。第１

０条、第１１条につきましては、皆減対応による改

正であります。 

 第１２条、第１３条につきましては、法律改正に

伴う改正あります。 

 次に、報告第３号専決処分の報告について。 

 上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例につきまして御説明申し上げます。 

 令和２年度の税制改正において、課税限度額を、

基礎課税額は、現行「６１万円」を「６３万円」

に、介護納付金課税額は、現行「１６万円」を「１
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７万円」に引上げるものです。 

 また、軽減判定所得に算定について、５割軽減と

２割軽減の対象となる世帯及び基礎控除額相当分の

基準額の見直しを行うものでございます。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 報告第３号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、別紙のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告

する。 

 記。 

 処分事項、上富良野町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議

会の議決により指定された町長の専決処分事項につ

いて、次のとおり専決処分する。 

 記。 

 上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例（別紙のとおり）。 

 令和２年３月３１日。 

 上富良野町長、向山富夫。 

 次のページを御覧願います。 

 上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例。 

 上富良野町国民健康保険税条例（昭和３１年上富

良野町条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項ただし書中「６１万円」を「６３万

円」に改め、同条第４項ただし書中「１６万円」を

「１７万円」に改める。 

 第２３条第１項中「６１万円」を「６３万円」

に、「１６万円」を「１７万円」に改め、同項第２

号中「２８万円」を「２８５,０００円」に改め、

同項第３号中「５１万円」を「５２万円」に改め

る。 

 附則。 

 施行期日。 

 １、この条例は、令和２年４月１日から施行す

る。 

 適用区分。 

 ２、この条例により改正後の上富良野町国民健康

保険税条例の規定は、令和２年度以降の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和元年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 以上をもちまして、報告第２号専決処分の報告に

ついて（上富良野町税条例の一部を改正する条

例）、報告第３号専決処分の報告について（上富良

野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて）の報告といたします。 

 御承認いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（村上和子君） これより、報告第２号及び

報告第３号について、一括して御質疑があれば賜り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第２号専決処分の報告について（上富

良野町税条例の一部を改正する条例）及び報告第３

号専決処分の報告について（上富良野町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例）の報告を終わりま

す。 

────────────────── 

◎日程第８ 報告第４号 

○議長（村上和子君） 日程第８ 報告第４号専決

処分の報告について（上富良野町介護保険条例の一

部を改正する条例）の報告を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました報告第４号専決処分の報告について（上

富良野町介護保険条例の一部を改正する条例）につ

きまして御説明申し上げます。 

 本条例の一部改正につきましては、地方における

医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正

により、消費税の公費投入による低所得者の介護保

険料の軽減強化を図るため、令和元年度に引き続

き、令和２年度においてもさらなる軽減強化を図る

ものであります。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 報告第４号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、別紙のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告

する。 

 記。 

 処分事項、上富良野町介護保険条例の一部を改正

する条例。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議

会の議決により指定された町長の専決処分事項につ

いて、次のとおり専決処分する。 

 記。 

 上富良野町介護保険条例の一部を改正する条例

（別紙のとおり）。 

 令和２年３月３１日。 

 上富良野町長、向山富夫。 
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 次のページを御覧願います。 

 上富良野町介護保険条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町介護保険条例（平成１２年上富良野町

条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「２２,０００円」を「１７,６０

０円」に改め、同条第３項中「２２,０００円」を

「１７,６００円」に、「３６,７００円」を「２

９,４００円」に改め、同条第４項中「２２,０００

円」を「１７,６００円」に、「４２,６００円」を

「４１,１００円」に改める。 

 附則。 

 施行期日。 

 １、この条例は、令和２年４月１日から施行す

る。 

 経過措置。 

 ２、改正後の上富良野町介護保険条例第３条の規

定は、令和２年度分の保険料から適用し、令和元年

度以前の年度分の保険料については、なお従前の例

による。 

 以上をもちまして、報告第４号専決処分の報告に

ついて（上富良野町介護保険条例の一部を改正する

条例）の報告といたします。 

 御承認いただきますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第４号専決処分の報告について（上富

良野町介護保険条例の一部を改正する条例）を終わ

ります。 

────────────────── 

◎日程第９ 報告第５号 

○議長（村上和子君） 日程第９ 報告第５号専決

処分の報告について（交通事故に係る和解及び損害

賠償の額を定めることについて）の報告を求めま

す。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ただいま上程いた

だきました報告第５号専決処分の報告について（交

通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて）につきまして御説明申し上げます。 

 本件の発生状況につきましては、令和２年１月６

日、午前１１時頃、公共土木施設維持管理業務の委

託業者であります、株式会社アラタ工業の従業員

が、官貸車１１トンショベルで道道美沢線を時速３

０キロ程度でしろがね方面から市街に向けて走行

中、路肩に寄り過ぎていたため右にハンドルを切っ

たところ、後輪がスリップして横滑りし、反対車線

に車体の半分が滑落いたしました。そのとき、後方

から追越しをかけていた男性の運転する車両が追突

を避けるために右にハンドルを切り、進行方向右の

路外に滑落したときに、官貸車の前輪タイヤに接触

し、相手車両が破損したものであります。 

 なお、官貸車運転手、同乗者及び相手車両の運転

手ともにけがはありませんでした。 

 原因といたしましては、路面が凍結した状況で

あったことによるものと思われますが、官貸車の過

失により相手方の車両を破損させたことから、当方

の過失割合を５割、賠償金額４万９,３１３円と

し、示談が成立したことから、令和２年４月７日付

で専決処分を行ったところであります。 

 委託業者に対しましては、運転について注意喚起

したところであり、今後は、道路の路面状況に応じ

たさらなる安全運転を心がけ、再発防止に努めてま

いります。 

 このたびの交通事故を発生したことにつきまし

て、深くおわびを申し上げます。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 報告第５号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項、交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定めることについて。 

 次のページをお開きください。 

 専決処分書。 

 町が運行する車両の事故に係る和解及び損害賠償

の額を定めることについて、地方自治法第１８０条

第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和２年４月７日。 

 以下、損害賠償の相手方及び和解の内容について

は、記載のとおりであります。 

 以上で、報告第５号専決処分の報告についての説

明といたします。 

 御了承賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第５号専決処分の報告について（交通

事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることにつ

いて）を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１０ 報告第６号 

○議長（村上和子君） 日程第１０ 報告第６号平
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成３１年度上富良野町一般会計繰越明許費繰越計算

書の報告について、報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました報告第６号平成３１年度上富良野町一般会計

繰越明許費繰越計算書の報告について、その概要を

御説明申し上げます。 

 それでは、次のページの計算書を御覧ください。 

 まず、１行目の防災用自家発電設備設置整備事業

については、平成３１年度当初予算に計上しており

ました社会教育総合センター防災用自家発電設備整

備について、年度内完了を予定しておりましたが、

昨今の大規模災害等による発電設備の需要増嵩等に

より、事業の年度内完了が見込めないこととなった

ことから、予定工期を延長するとともに、それに伴

う事業費の追加が必要となったことから、昨年１１

月２９日開催の臨時会において、事業費の増額補正

及び繰越明許費の議決をいただいたところでありま

す。 

 平成３１年度の決算期を迎え、限度額を設定した

６,８００万円を令和２年度へ繰越したものであり

ます。 

 次に、２行目の障害者福祉費一般管理費について

は、昨年１２月２７日開催の町議会臨時会で可決い

ただいた、平成３１年度上富良野町一般会計補正予

算（第９号）に計上しておりました障害福祉サービ

ス事業所設置補助について、当時、補助対象となる

知的障がい者グループホームについては、本年４月

１日からの開設を予定していたところであります

が、その施設の改修等に時間を要し、当該補助事業

の完了が年度を超えることとなったことから、本年

３月第１回定例会において繰越明許費の議決をいた

だいたところであります。 

 平成３１年度の決算期を迎え、限度額を設定した

１００万円のうち、事業完了が翌年度となる５０万

円を令和２年度会計へ繰越したものであります。 

 次に、３行目の保育環境改善等事業については、

国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応に

おける保育対策総合支援事業補助において、町内認

定こども園４施設での感染症予防用資機材の確保等

に向けた支援策が行われることとなり、また、当該

補助事業の一部については、その完了が年度を超え

ることが見込まれたことから、本年３月第１回定例

会において、所要の補正及び繰越明許費の議決をい

ただいたところであります。 

 平成３１年度の決算期を迎え、限度額を設定した

２００万円のうち、事業完了が翌年度となる１６９

万円を令和２年度会計へ繰越したものであります。 

 次に、４行目の道営草地畜産基盤整備事業、５行

目の畑作構造転換事業、６行目の島津第２地区道営

農業水利施設保全合理化事業、７行目の上富良野地

区道営農村地域防災減災事業、８行目の経営体育成

基盤整備事業及び９行目の学校情報通信ネットワー

ク整備事業については、国の補正予算に伴い、本年

３月第１回定例会において、所要の補正及び繰越明

許費の議決をいただいたところであります。 

 平成３１年度の決算期を迎え、限度額を設定した

当該６事業の総額２億２,８２２万６,０００円を令

和２年度会計へ繰越したものであります。 

 次に、１０行目の放課後児童健全育成事業につい

ては、３行目で御説明いたしました保育環境改善等

事業と同様に、国の新型コロナウイルス感染症に関

する緊急対応策における子ども・子育て支援交付金

において、放課後クラブでの感染症予防用資機材の

確保等に向けた支援策が行われることとなり、ま

た、当該補助事業の一部については、その完了が年

度を超えることが見込まれたことから、本年３月第

１回定例会において、所要の補正及び繰越明許費の

議決をいただいたところであります。 

 平成３１年度の決算期を迎え、限度額を設定した

１５０万円を令和２年度会計へ繰越したものであり

ます。 

 次に、１１行目の富原運動公園テニスコート改修

事業については、本年度、特定防衛施設周辺整備調

整交付金を活用して実施する富原運動公園テニス

コート整備に関し、その手続及び整備スケジュール

の関係上、早期の実施設計の着手が必要となること

から、本年３月第１回定例会において、所要の補正

及び繰越明許費の議決をいただいたところでありま

す。 

 平成３１年度の決算期を迎え、限度額を設定した

４００万円を令和２年度会計へ繰越したものであり

ます。 

 以上、１１事業の合計で３億３９１万６,０００

円を地方自治法第２１３条第１項の規定により、令

和２年度会計に繰越しましたので、地方自治法施行

令第１４６条第２項の規定により、その内容を報告

するものであります。 

 なお、事業ごとの財源内訳で、国庫支出金など未

収入特定財源については、事業完了時期に応じて受

入れ手続を行ってまいります。 

 以上をもちまして、報告第６号平成３１年度上富

良野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

ての御説明といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって、
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報告第６号平成３１年度上富良野町一般会計繰越明

許費繰越計算書の報告についてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第１１ 報告第７号 

○議長（村上和子君） 日程第１１ 報告第７号法

人の経営状況の報告について、報告を求めます。 

 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻剛君） ただいま上程いた

だきました報告第７号法人の経営状況報告につきま

して、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基

づき、提出させていただいた株式会社上富良野振興

公社の経営状況に関する書類に沿いまして、その概

要を御説明申し上げます。 

 それでは、経営状況に関する書類を御覧くださ

い。 

 １ページをお開きください。 

 まず初めに、令和元年度の事業報告書であります

が、ここには、株主総会、取締役会、監査役会の開

催状況及び審議項目等について記載をしておりま

す。 

 ２ページをお開きください。 

 ２ページと３ページにつきましては、令和元年度

における部門別報告書となっており、振興公社が指

定管理者として町から受託し、管理運営しておりま

す４施設について、それぞれの実績概要を記載して

おります。 

 最初に、２ページの吹上温泉保養センター白銀荘

についてでありますが、入館者数は７万９,２２６

人で、前年度対比１０７.２％、利用収益は７,１９

３万７,４８６円で、前年対比１１２.３％の実績と

なりました。 

 年度末を迎えました３月には、新型コロナウイル

スの影響から売上げが落ち込みましたが、売上高が

１０年ぶりに７,０００万円を超えるなど、年間を

通じて堅調な売上げを維持できたため、計画を上回

る実績となったところであります。 

 次に、日の出公園オートキャンプ場であります

が、総入場者数は１万９,８２４人で、前年対比１

０８.８％、有料入場者数では１万５,７２７人で、

前年対比１１１.４％、利用収益では２,１８８万

８,１８６円で、前年対比１１７.６％の実績となり

ました。 

 バンガロー５棟の新設やシーズンを通じて天候に

恵まれたため、国内利用者の来場が伸びたことか

ら、入場者の増加及び収益の増につながったもので

あり、キャンプ場開設以来、最高の売上げとなった

ところでございます。 

 ３ページを御覧いただきたいと思います。 

 次に、町営スキー場ですが、リフト券の総売上枚

数は２,１４９枚で、前年対比６２.４％となり、利

用収益では７５万５,０６３円で、前年対比５２.１

％の実績となりました。 

 １２月の降雪量が極めて少なく、気温も高く推移

したために、十分な積雪が確保できず、営業開始が

大幅に遅れたこと、また、新型コロナウイルス感染

予防対策として、３月１日には営業を終了したこと

から、リフトの輸送人員、収益ともに大きく減少す

る実績となりました。 

 また、営業期間の大幅な短縮により、シーズン券

を購入した利用者の皆様には、券代金の半額を返金

する対応を図ったところであります。 

 最後に、日の出公園ですが、公園の使用料収入に

よる利用収益は１５万４,１７１円で、前年対比１

０６.８％の実績となりました。夏期シーズンを中

心に町内事業者の方が行っております展望台営業も

２年を終え、軽食の提供や観光案内にも一役買って

いただくなど、公園利用者の利便性の向上につな

がったものと考えております。 

 次に、４ページをお開きください。 

 令和元年度の決算報告書であります。 

 ５ページを御覧いただきたいと思います。 

 最初に、貸借対照表について申し上げます。 

 資産の部の流動資産合計は２,９９１万２,９７０

円で、現金・預金の２,８３４万２,３６５円、商品

の１５７万６０５円が主なものとなっております。 

 固定資産合計は７８万８,３６６円で、有形固定

資産７５万８,３６６円と出資金３万円であり、資

産の部の合計は３,０７０万１,３３６円となってお

ります。 

 次に、負債の部ですが、流動負債合計は６７６万

２,４７３円で、その内訳は、未払い、預かり金等

であり、資産の部から負債の部を差し引いた純資産

の部は、株主資本が２,３９３万８,８６３円で、そ

の内訳は、上富良野町、ふらの農業協同組合、旭川

信用金庫、上富良野町商工会の出資による資本金

１,０００万円と、利益剰余金の１,３９３万８,８

６３円となっております。 

 次に、６ページをお開きください。 

 損益計算書について申し上げます。 

 最初に、営業収益に当たります売上高についてで

ありますが、利用収益と売店収益を合わせた売上高

合計は９,４７３万４,９０６円となっております。 

 次に、営業費用に当たります売上原価につきまし

ては、期首商品棚卸高と当期商品仕入高を合わせた

１,１８９万７,７３８円から期末商品棚卸高１５７

万６０５円を差し引いた１,０３２万７,１３３円と

なり、売上高から売上原価を差し引いた売上総利益

金額は８,４４０万７,７７３円となりますが、販売
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費及び一般管理費合計の１億８４４万７,９５９円

を差し引いた営業損失金額は２,４０４万１８６円

となったところであります。 

 営業外収益といたしましては、町からの管理委託

料に当たる受託収入の３,１０５万１１９円をはじ

め、受取利息、受取配当金、雑収入を合わせ３,１

４０万９,３９９円となっております。 

 以上のことから、営業損失金額２,４０４万１８

６円に、営業外収益３,１４０万９,３９９円を加え

た経常利益金額は７３６万９,２１３円となり、法

人税等の１０９万７,０００円を差引きまして、当

期純利益金額は６２７万２,２１３円となったとこ

ろであります。 

 次の７ページから１９ページにかけましては、た

だいま説明いたしました部門別報告書及び貸借対照

表並びに損益計算書の作成資料として、販売費及び

一般管理費の内訳書及び施設ごとの損益計算書、販

売費及び一般管理費の内訳書、株主資本等変動計算

書のほか、各施設の月別利用集計表を掲載しており

ますので、参考として御覧いただきたいと存じま

す。 

 次に、２０ページをお開きください。 

 令和２年度の事業計画及び予算についてでありま

すが、新型コロナウイルスによる影響に懸念を抱き

ながら新年度を迎えたところであります。 

 既に、白銀荘におきましては、４月から５月にか

けまして宿泊の受入れ停止などの営業縮小を行い、

オートキャンプ場におきましても、本シーズン４月

下旬に予定をしておりましたオープンを一月ほど延

期した経過にあります。 

 今後、新型コロナウイルスの影響がどこまで及ぶ

のかが見通せない中ではありますが、運営施設等の

快適な環境づくりや親切丁寧な対応に心がけ、屋内

外のお客様をお迎えし、一方では、適正な売上げを

見込むとともに、経費の効率化や節減を図り、健全

で安定した経営に努めることを事業経営方針として

取り組んでいくこととしております。 

 特に、力点を置いた個別の取組といたしまして

は、日の出公園オートキャンプ場において、昨年新

設したバンガローを営業の目玉として集客力の向

上、売上げの確保を図ることとしているところでご

ざいます。 

 次の２１ページと２２ページにつきましては、施

設ごとの利用者見込み数並びに収入見込みを記載し

ております。 

 最初に、２１ページの白銀荘についてであります

が、計画入館者数を宿泊客６,０８０人に、回数券

利用者を含めた日帰り客５万３,１８６人を合わせ

た５万９,２６６人とし、売上高は５,２７０万７,

０００円を見込んでいるところでございます。 

 ２２ページをお開きください。 

 次に、日の出公園オートキャンプ場ですが、計画

有料入場者数を９,９００人として、売上高は１,７

８０万２,０００円を見込んでおります。 

 次に、町営スキー場ですが、利用券売上げ総枚数

を２,８５０枚として、売上高は１１９万３,０００

円を見込んでおります。 

 また、日の出公園につきましては、公園使用料と

して１５万５,０００円の売上げを見込んだところ

であります。 

 次に、２３ページを御覧ください。 

 令和２年度予定損益計算書でありますが、本年度

におきましては、新型コロナウイルスの影響を考慮

し、営業損失を４,６６８万３,７００円見込んだと

ころであります。例年、この営業損失につきまして

は、町からの施設管理に関する協定に基づく受託収

入によって賄われるところでありますが、白銀荘及

び日の出公園オートキャンプ場につきましては、本

年度予定の受託料では賄い切れないものとして、公

社全体で１,４３５万４,８００円の損失を見込んだ

ところであります。 

 新型コロナウイルスの終息と来場者等の回復に期

待をしながら収益の確保に努めていくこととしてお

りますが、最終的に損失が生じた場合、もしくは生

じることが予見された時点において、積立金の取崩

等による補塡を行い、施設運営を図っていくことと

しております。 

 以降、２４ページには、販売費及び一般管理費の

内訳書、２５ページから３２ページには、施設運営

ごとの予定損益計算書、販売費及び一般管理費の内

訳書を記載しております。 

 また、最後の３３ページには、振興公社の株主名

簿、役員名簿を掲載しておりますので、参考として

御覧いただきたいと存じます。 

 以上、報告第７号法人の経営状況報告について、

株式会社上富良野振興公社の経営状況の報告といた

します。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって報

告第７号法人の経営状況の報告についてを終わりま

す。 

 ここで、暫時休憩といたします。再開は１０時３

０分といたします。 

─────────────── 

午前１０時１３分 休憩 

午前１０時３０分 再開 
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─────────────── 

◎日程第１２ 町の一般行政について質問 

○議長（村上和子君） ここで暫時休憩を解き、日

程第１２ 町の一般行政について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 私は、さきに通告しており

ます２項目６点について、向山町長にお伺いいたし

ます。 

 まず１項目め、新型コロナウイルス感染症対策に

ついて。 

 新型コロナウイルス感染症は、今も世界各地で感

染が拡大しており、昨日、６月２３日現在、世界１

８８か国の感染者数は９００万６,０００人となっ

ており、死者数は４６万９,０００人であります。

また、日本国内では感染者数が１万７,９６８名、

そして死者数が９５５名となっており、依然として

猛威を振るっており、世界経済・日本経済の様々な

産業分野に影響を及ぼし、赤字に転落する企業が相

次ぎ、コロナ禍による未曾有の危機に陥っている。 

 この間、国においては新型コロナウイルス感染症

の影響を受けた企業や個人に対し、「持続化給付

金」や「特別定額給付金」の支給など、様々な支援

策を行ってきている。町においても、「つなぎ資

金」のあっせんや「中小企業経営継続奨励金交付事

業」として奨励助成金の給付や、外出自粛要請など

で生活のリズムが大きく変わった家庭での生活の一

助としての「おうちでグルメ上富良野」、そしてか

みふらのプレミアム付き商品券事業など緊急経済対

策を行ってきている。 

 このコロナウイルス感染症は、終息時期も不明で

あるとともに、全国的な第２波・第３波も予想され

ていることから、今後においてもさらなる新型コロ

ナウイルス感染症に係る様々な支援策や対策を講じ

る必要があると考えます。 

 そこで以下、３点について、向山町長に所信をお

伺いいたします。 

 １点目、これまで実施してきた国からの特別定額

給付金事業と町独自の緊急経済対策など、現在継続

されている事業も含め、事業実施後の効果や課題、

問題点、反省点など、町長はどのように分析してい

るか、お伺いいたします。 

 ２点目、町では、これまでの間、町民の痛みに寄

り添った中で、経営環境対応特別融資資金利子等補

給、中小企業経営継続奨励助成金の交付、おうちで

グルメ上富良野事業、かみふらのプレミアム付き商

品券事業などを実施してきている。 

 今、多くの町民の皆さんから、生活持続のため、

さらなる支援策が強く求められているが、今後、町

長はどのような具体的支援策を考えているか、その

内容をお伺いいたします。 

 ３点目、先般、上富良野町への国からの第１次新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金額

が８,９００万円と示された。町では４月から６月

までの間３回の臨時会を開会し、補正予算を組み、

地方創生臨時交付金の充当と一般財源を合わせ、事

業費総額約１億２,０００万円規模の経済支援策を

行ってきている。 

 今後においても、大胆な経済支援対策を行うため

には財源確保が課題になると考えます。 

 この非常事態に対応するため、国からの交付金頼

りだけでなく、既に議決されている令和２年度予算

の中で、後年に送っていい不要不急な予算はないか

見直し、コロナ対策の財源にすべきと考えるが、町

長の財源確保についての考えをお伺いいたします。 

 続きまして、２項目め、マイナンバーカードの申

請・取得について。 

 「マイナンバー通知カード」は、すべての国民

に、その人のマイナンバーを通知することを目的と

して、政府が送付した紙のカードであり、一方の

「マイナンバーカード」は、顔写真つき、ＩＣチッ

プ搭載のプラスティックのカードのことである。２

０１６年１月に交付がスタートした「マイナン

バーカード」は、自主的に交付の手続が必要とな

り、通常は「マイナンバー通知カード」さえあれ

ば、日常生活において困ることがほとんどないた

め、手間をかけてつくる必然性を感じていない人が

多数を占めており、交付開始後４年経過した２０２

０年４月１日時点での日本全国における交付率は僅

か１６％にとどまっております。 

 しかしながら、今般、「マイナンバー通知カー

ド」が５月に廃止となり、さらには新型コロナウイ

ルスの経済対策として、政府が全国民を対象に実施

した一律１０万円の給付「特別定額給付金」におい

ては、「マイナンバーカード」を利用し申請を行う

「オンライン申請」により、郵送より早く受け取れ

るメリットから、「マイナンバーカード」の申請件

数が急増している。 

 今後、様々な利活用で身近になるであろう「マイ

ナンバーカード」の申請・取得について、これから

の町の対応策や周知などについて、以下３点に関

し、町長にお伺いいたします。 

 １点目、当町におけるマイナンバーカードの交付

状況に関して、現在の普及率と今後の目標普及率に

ついて、町の考えをお伺いいたします。 

 ２点目、令和２年９月からマイナンバーカードを

取得し、マイキーＩＤを設定された方を対象に、
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キャッシュレス決済でチャージや買物をするとマイ

ナポイントが付与されるサービスが開始されると聞

き及んでいます。 

 総務省が行う「マイナポイントによる消費活性化

策」について、早期に町民周知が必要と考えます

が、町の対応策についてお伺いいたします。 

 ３点目、マイナポイントをもらうためには、まず

マイナンバーカードが必要であります。できるだけ

早くマイナンバーカードを取得していただいて、マ

イナポイントを有効活用していただくためには、今

後スムーズな窓口対応が求められます。現在、申請

者に対しての窓口でのサポートはどのように行われ

ているのか、具体的なサポート内容についてお伺い

いたします。 

 なお、最後に、今定例会に先立ち、村上議長か

ら、一般質問の円滑な質疑がなされるよう議員各位

にフェースシールドが１枚ずつ配られました。御配

慮に感謝し、私の一般質問とさせていただきます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の２項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの新型コロナウイルス感染症対策

に関する３点の御質問にお答えいたします。 

 先週１９日から、全国的に移動制限自粛が緩和さ

れ、徐々にではありますが「新しい生活スタイル」

基本とする日常生活や経済活動の再生が進むことを

期待するものですが、先の見通しもつかず、何とし

ても一日も早い終息を願ってやまないところであり

ます。 

 まず１点目の国の特別定額給付金事業につきまし

ては、さきの行政報告でも述べさせていただきまし

たが、６月２２日現在で４,７６９世帯、金額にい

たしまして９億７,０９０万円の振込を完了してお

ります。 

 臨時給付金事業につきましては、全ての国民が対

象であることや、金額の大きさなどについても、こ

れまでに経験のない規模であり、今後はそれぞれの

生活実態に応じ、活用されていくものと思いますの

で、生活支援や地域経済の回復につながることを期

待するものであります。 

 なお、特別定額給付金制度に関する問題について

は、国の制度でもあり、これについて私が感想を述

べる立場にないことを御理解いただきたいと思いま

す。 

 次に、町独自の緊急経済対策についてであります

が、利子及び保証料の全額を町が負担する特別融資

につきましては３９件、融資額にして９,９７０万

円、事業の継続を奨励する助成金交付事業につきま

しては１５３件、３,２６０万円の認定、あるいは

交付の決定をしたところであります。 

 このたびの新型コロナウイルス感染症対策に伴

い、国や道の緊急事態宣言によって、より高い感染

予防対策が求められ、本町の飲食、宿泊業及びサー

ビス業等を中心に大きな影響を受ける中、国の持続

化給付金や道の休業協力支援金などと併せ、町にお

いても独自の支援を行ってまいりましたが、当面の

資金繰りをはじめ、経営継続や営業再開に寄与でき

たものと思っております。 

 さらに、６月から実施しております「おうちでグ

ルメ事業」や７月から予定をしている「プレミアム

付き商品券発行事業」など、これらの消費喚起対策

も含め、一連の緊急経済対策につきましては現在進

行中であり、事業効果等は、現状においてはまだ検

証できる状況にはなく、今後、事業の進捗に併せ、

必要な検証検討を加えながら、今後想定される追加

的な対策や支援策に反映させていきたいと考えてお

ります。 

 次に、２点目の新型コロナウイルス感染症に関す

るさらなる支援策についての御質問でありますが、

現在、観光分野での支援策といたしまして、国にお

いては「ＧＯ ＴＯキャンペーン」、北海道におき

ましては「観光誘客促進道民割引事業」、いわゆる

「道民割」の実施が予定されているところでありま

す。「ＧＯ ＴＯキャンペーン」につきましては、

当初の開始時期より遅れる状況となっております

が、これらの事業と有機的に効果が得られるよう、

観光分野での町独自の支援について、関係団体と協

議を進めているところでありまして、早期に事業化

を図ってまいります。 

 また、国の２次補正による臨時交付金について

は、実施計画の策定が必要となってくるものと思わ

れ、これに併せて、新たな支援策についても検討し

てまいります。 

 次に、３点目の感染症対策の財源確保における予

算の見直しに関する御質問でありますが、議員も御

承知のとおり、予算につきましては、限られた財源

で最大限の効果が得られるよう御決定いただいたも

のでありますので、今年度に限らず、不要不急に当

たる事業はないものと理解しており、これらの予算

執行を着実に進めていくことが町の活性化につなが

るとともに、私の責務と捉えているところでありま

す。 

 しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症

により、予定していた事業が実施できないなどの事

由により予算の執行自体が見込まれないものにつき

ましては、減額補正を行い、今後の感染症対策の状

況によっては、追加対策や支援策が必要となること

も想定されますので、国・道の動向を見極め、財源
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確保に努めてまいりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

 次に、マイナンバーカードに関する３点の御質問

にお答えさせていただきます。 

 まず１点目のマイナンバーカードの普及率等につ

いての御質問でありますが、令和２年５月末現在、

交付枚数は２,４５０枚、普及率は２３.４％となっ

ております。 

 なお、申請者数では３,０２１人、申請率２８.８

％で、全道２番目の申請率となっており、今年度末

の普及率につきましては、３５％を目標としている

ところであります。 

 次に、２点目のマイナポイントによる消費活性化

策の周知に関する御質問でありますが、当該事業の

周知につきましては、窓口でマイナンバーカード交

付時にリーフレットを配付するとともに、広報誌２

月２５日号で手続方法についてお知らせしたところ

であります。 

 なお、７月からはマイナポイントの予約が開始さ

れることから、防災無線や広報誌でさらに周知を図

り、マイナンバーカードの取得及びマイナポイント

の利用促進に努めてまいります。 

 最後に、３点目のマイナンバーカードの申請に伴

う窓口サポートに関する御質問でありますが、前段

申し上げましたように、マイナンバーカードの交付

の際に、マイナポイントに関するリーフレットをお

渡しし、説明するとともに、マイナポイントの予約

についても、マイキーＩＤ設定支援実施自治体とし

て端末機も窓口に設置し、利用促進が図られるよう

対応させていただいております。 

 また、予約方法が分からないなど設定方法に不安

がある方に対しましては、職員が設定の支援を行っ

ており、これまで１７件の設定のお手伝いをさせて

いただいており、引き続きサポートの充実に努めて

まいりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） まず、これまでの間、町が

行っておりました中小企業経営継続奨励金交付事業

をはじめ、金融機関のつなぎ資金のあっせん、それ

から「おうちでグルメ」、上富良野事業に関しまし

ては、ただいま継続中の事業でありますけれども、

一定程度この間の町の施策に関しましては、スピー

ド感やタイミング等は、私も理解しているところで

は本当にすばらしいタイミングをもって、真に困っ

た事業者に対してスピード感を持った対応がなされ

ていると一定程度評価させていただきます。 

 しかしながら、非常に残念だったのは、国からの

特別定額給付金を受けての町の対応であります。 

 今回、向山町長の答弁書におきましては、「特別

定額給付金制度に関する課題などについては、国の

制度であり、それについて私が感想を述べる立場に

ないことを御理解いただきたい」と申し述べていま

すが、そもそも、この事業を振り返っていただきま

すと、今回４月２０日に閣議決定された特別定額給

付金事業はあくまでも制度設計は国であります。そ

して最後に、いわゆる経費負担が伴いますので、経

費分の支給も国です。しかしながら、この前後の間

の８割は、実施主体が自治体であり市区町村であり

ます。そこでの認識の違いからもお伺いさせていた

だきますが、今回の特別定額給付金の支給時期が適

当であったかどうか、町長にお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の国におきま

す特別定額給付金事業に対します御質問にお答えさ

せていただきます。 

 私ども町といたしましては、この事業が閣議決定

され、あるいは補正予算等の審議が国において行わ

れておりましたが、基本的には国の補正予算が成立

することを待って仕事をすることが大前提というふ

うに捉えておりまして、その間、様々情報収集もさ

せていただいております。そういった経過を取りま

して、５月１日に専決を行いまして事業に着手した

ところでございます。 

 この早い遅いについてのそれぞれ思いはございま

しょうが、私といたしましては、やはり事の性格

上、しっかりと個人情報も多く含まれておりますこ

とから、確実に町民の方に届くように、また間違い

を起こさないようにということで、郵送の方法等も

含めて検討した結果の返しとなったとことでござい

ますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ただいまの答弁ですと、支

給時期は適当であったということで理解させていた

だいてよろしいでしょうか。 

 まず、この定額給付金が閣議決定された後、総務

省では、メディアにこのように配信しております。

人口が少ない自治体であればあるほど、この支給時

期は早期に行われるであろうという文言がただいま

の総務省のホームページにも記載されておりまし

て、これを受けて、いろいろこの間、例えば４月３

０日にメディアで、最速の自治体である東川町の例

が取られますけれども、ここまでのことは望みませ

ん。行政は事務方のプロであるということを理解す

ると、２００９年に、実は麻生政権時代に一度特別

給付金事業は実施しておりますので、そのとき１１

年に遡りますと、例えば現職員の方でもそういった

経験値がある方もいらっしゃったと思います。そし
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て、先ほど町長は、事前に様々な情報をということ

においては、いわゆる町民の方に記入していただき

ますひな形というのは、おおよそこんなものであろ

うというのは、優に想像ができたはずです。 

 また、さらに追加いたしますと、何がその給付金

事業に調達すべきものかというのは、あからさまに

分かったはずです。 

 ５月連休以降、私個人の話になりますけれども、

ふじスーパーで買物をしたり、信金でお金を下ろし

たり、様々なシチュエーションでいろいろな町民の

方にお会いする機会がありました。町民の方の声を

代弁いたします。 

 まず、連休明け早々は「荒生議員、うちの町、１

０万円いつ入るのだろうね」。私にお答えは、当然

行政を信じておりますので、「きっと上富良野も、

間もなく直に入ることでしょう」というお答えしか

できませんでした。 

 しかしながら、５月１５日、先般行われました上

富良野町臨時会において、この声を代弁したつもり

として担当所管課長のほうに「なぜ当町の給付実施

時期が遅れているのか」という質問をさせていただ

きましたところ、所管課長の答弁は、「郵送に必要

な窓空き封筒の調達が遅れたため、支給実施が遅れ

ている」という答弁でしたけれども、もう一度この

窓空き封筒の調達に時間がかかった流れといいます

か、その辺のほうを担当所管課長に確認させていた

だいていいですか。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ８番荒生委員からあり

ました特別定額給付金に関します申請の物品の発注

の流れということでございますが、基本的には専決

処分をしていただいた以降に発注をしております。

ただ、準備自体は、既に予算つく前から発注の準備

は進めてございましたが、契約としましては補正予

算が通ってからの契約ということでお願いをして、

結果、納入業者から納入時期のお知らせをいただい

た中でいきますと、２３日に発送をさせていただい

て、翌日に基本全世帯に郵便局のほうで配達をいた

だいたところでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） では、流れについて確認さ

せていただきます。 

 その専決の後、最終的な手配をされたということ

ですが、今回、ファーストタッチとして、担当業者

に納期が５月２３日になりますと言われたときに、

一度電話を切って、部署内でこれでは困っている町

民の方々に１日も早く給付が望まれている中、遅過

ぎるという判断は下さなかったのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ８番荒生議員の再質問に

お答えさせていただきますが、今、総務課長がお答

えしたように、私どもも定額給付金を一日も早く町

民の皆さんにお届けできる方法はいいことでありま

すので、そういう形で対応していきたいということ

でありまして、議員もおっしゃったように、閣議決

定されたのは４月２０日であります。総務課長のほ

うからは私のほうにも４月２３日の時点で国のほう

については一日も早い給付を望んでいるので、窓空

き封筒と、前回の麻生政権のときも同様であります

けれども、交付等の間違いが起きないように窓空き

封筒をしっかり確保して、それで対応していきたい

ということで、予算についてはまだ国も確定してい

ないし、うちの予算も確定できていないけれども、

事前にお声かけさせてもらってよろしいかというよ

うな説明があって、私のほうもそういう消耗品等に

ついては、規定の予算もあることだから、それは振

替もできるので、そういうことで声をかけておこう

と。 

 正式な発注については、当然予算が確保されてか

らということになりますので、国の予算が４月３０

日に通って、私どもは５月１日に専決処分を経て予

算決定したということでありまして、今、議員が

おっしゃったように、４月２０日前後の時点であれ

ば、５月の後半には小さな自治体では給付が始めら

れるように、５月中には何とか給付を始めたいとい

うふうな国の報道もありましたので、私どもは５月

２０日以降に、それらを用意するのに１か月ぐらい

の時間が必要だということで業者に言われておりま

したので、５月の後半には何とかそういうことにつ

なげられるのではないのかなということで思ってい

たところであります。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 副町長に、それではお伺い

いたします。 

 今回、納期が５月２３日になることをよしとした

のは、副町長ですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 荒生議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 そういう経過報告を私は常に受けておりまして、

最終的に了と決定をしたのは私でございまして、私

の責任として、そういった運びになるということを

了承したところでございます。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 真に町民の傷みに寄り添う

ということは、一日も早期な支給を待って、この１

０万円という案が国において定められたとき、例え
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ばこういった方もいたでしょう。 

 その１０万円の給付を待ち、初めて家賃が払える

方もいたかもしれません。また、その１０万円が

入ったら、お米を買おうとか、様々な予定というも

のをされた中で、町民の方は一日も早い給付を願っ

ていたはずです。 

 沿線の自治体の例を挙げます。富良野市は５月１

５日通知、２２日に振込完了、封筒においてはＡ４

の大の封筒でございます。隣町の中富良野町、これ

も一切窓空き封筒ではなく、中の窓なし封筒です。

なぜ窓空き封筒にこだわったのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 これまでの答弁で申し上げておりますが、まず、

こういった個人情報が中に書き込まれております類

いの書類につきましては、まず間違いを起こすこと

は取り返しのつかないことになるということを非常

に私といたしましては重要視いたしました。そう

いった観点から、窓空き封筒による配送がそういっ

た誤りを防ぐ非常に有効な手段だというような説明

を受けまして、私も納得したところでございまし

て、５月２３日に発送させていただくようなことと

なった次第でございます。 

 なお、一方、ネットによります申請は既に５月１

１日から開始をしておりますので、そういった対応

も同時に進めているということで御理解賜りたいと

存じます。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 確かにオンライン申請は１

１日に申請を受付を開始し、２０日前後に支給され

ていることは十分承知しております。 

 しかしながら、当町、先月末現在５,３１１世帯

ありますけれども、そのオンラインの申請というの

は、たった数割にすぎないです。ほとんどの方が郵

送の申請で今回の給付金を受けていらっしゃるのは

事実です。 

 まず、本当に残念なのは、町長の判断により、実

際に町民の方が支給時期が遅れたというのは、もう

町民に対しては不利益を及ぼしたということ、いわ

ゆる迷惑をかけたということになりますので、私で

したら、今回の経緯を優に反省をいただいて、皆様

に遅れたことを申し訳ないという思いでしっかりと

した説明責任が必要だと思うのですけれども、この

件に関してはいかがですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 支給時期の申請受付の早い遅いについては、給付

を待たれている町民の皆様方からすれば、一日も早

い給付を望まれることは、これは重々承知もしてお

りますし理解もできます。一方、私ども行政の手続

を預かる側といたしましては、やはり確実性、ある

いは先ほどから申し上げております間違いを起こさ

ないような、あるいは一方、課長からもお答えさせ

ていただいておりますが、物理的に私どもが求めて

おります封筒等の調達に一定程度時間を要するとい

うような様々な要点が絡み合っての今回の申請受付

となったところでございまして、さらに、早めるよ

うな手法を講じる要素がゼロだったかと申します

と、それは可能性を探り、反省する必要はあると思

いますが、いずれにいたしましても、私といたしま

しては経験のないことでございまして、そういった

ことを総合的に勘案いたしまして今回の経過に至っ

たということでございまして、生かせることについ

ては、今後の行政運営の中でしっかりと生かしてま

いりたいと考えておりますので、それが町民に対し

まして期待に応えていくことというふうに理解して

おりますので、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 早期支給は、可能性はあっ

たということをおっしゃいますね。上富良野町職員

１００名、今日、事務方がおります。世帯数５,３

１１人においては、１人の職員が５０件の宛名を手

書きで書いたとしても、多分３日間ほどで優にこの

郵送手続というのは賄えると思います。可能性が

あったとかではなくて、やればよかったのです。 

 一切、町長からは反省、それから町民の皆様に対

しての謝罪の気持ち等が感じられないのですけれど

も、本当に反省していらっしゃいますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 私どもといたしましては、最善を尽くしたという

ふうに理解をしておりまして、早い遅いの判断はそ

れぞれ感ずるところは多少違いもあろうかと思いま

すが、私どもといたしましては、繰り返しますが、

最善を尽くして手続をさせていただいたということ

でございまして、それを、仮に今後こういうような

状況があるとすれば、今回の経験をしっかりと生か

した対応というものを次に生かしていくことは必要

であろうということで、それは反省点として謙虚に

受け止めたいというふうに理解をしているところで

ございます。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 本当に、富良野市よりも人

口がないうちの町が、富良野よりも２週間遅れたと

いう事実をしっかりと受け止めていただき、次にも
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しこのような事業があった場合、今度はぜひ逆転し

てみせてください。 

 続きまして、次の質問に入らせていただきます。 

 今回、令和２年度の議決予算に関して、一度立ち

止まり、不要不急な事業がないか検証する必要があ

るかという質問に対しての御答弁が、「予算につき

ましては、限られた財源で最大限の効果が得られる

ように御決定いただいたものでありますので、今年

度に限らず、不要不急に当たる事業はないものと理

解しており、これらの予算執行を着実に進めていく

ことが町の活性化につながるとともに、私の責務と

捉えております」。 

 では、先進自治体の例を挙げます。神奈川県茅ヶ

崎市です。既に議決された予算の後、４月６日に国

が発令いたしました緊急事態宣言の後、すぐに行政

間特別プロジェクトチームを立ち上げて、このよう

な政策パッケージを制作しております。新型コロナ

ウイルス感染症対策政策パッケージ、大まかには四

つ中身があるのですけれども、一番私が取上げたい

のは、今後も市税等の減収に備え、当初予算を大胆

に見直し、不要不急な事業については予算を凍結す

る。そして凍結した予算の一部は必ずや市民の安

全・安心につながるものであり、そして緊急経済・

対策であるとか、市民のセーフティネットというと

ころに重きを置き、堅持をした上で大胆な見直しを

行っております。 

 私、正常な自治体というのは、このように一定程

度意見がまとまり、こうすべきだと考えているので

すけれども、これは私の思い違いですか。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ８番荒生議員の御質問に

お答えいたします。 

 荒生議員が正常か不正常かということについて

は、答弁は差し控えさせていただきたいと思います

が、茅ヶ崎市の事例が正しいのか正しくないか、こ

れについても、それは茅ヶ崎市の考え方でございま

しょうし、茅ヶ崎市で御議決いただいた予算の中に

不要不急の事業があったとすれば、そういう判断を

されたのだというふうに思いますが、私どもにつき

ましては、お認めいただいた予算の中に不要不急の

ものはないというふうに判断をしているところであ

ります。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） これも５月１５日に同じよ

うに、石田副町長から不要不急な事業はないと。確

かに、３月１９日の時点です。これは、私ども議会

としても、今回令和２年の予算に関しては議決して

おりますので、それはその時点では不要不急な事業

はないというのは当然のことであります。 

 しかし、今は平時だと思われているのですか。緊

急時ですよ。戦時下とも言われています。 

 まず、その辺の認識の違いをどう捉えています

か。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 現在どういうふうに捉えているかということにつ

きましては、平常時ではないというような認識でい

ることは申し上げておきたいと思いますが、予算の

捉え方につきましては、先ほど副町長からもお答え

させていただきましたが、粛々と予算を執行してい

くことが町民みんなの総意の結果だというふうに私

は理解しているところでございます。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） お認めいただいた予算を

粛々と執行する。確かに行政の仕事は執行すること

に尽きると思います。 

 でも、町長の認識は、平時ではないということで

すけれども、有事の時点では、三つのステップしか

ありませんよ。まず、何事もない平時、それから緊

急時、そして今回のコロナウイルスであれば、終息

を迎えて初めて回復時ということで、三つのステー

ジしかありません。今は平時ではないということ

は、非常時ですよね。 

 そして、それに関連してお伺いしますけれども、

御答弁の中に、「お認めいただいた予算の中に予算

執行を着実に進めていくことが町の活性化につなが

る」ということでの御答弁でしたけれども、あまり

例を挙げたくないですが、今回の議決予算の中に

は、向山町長が使用する公用車１号車の更新事業が

予算立てされておりました。確かに３月当時、乗っ

ている年数であるとか走行距離、そういったところ

を総合的に判断したら更新は必要だということで私

どもも議決しております。ただし、こういった非常

時、そして町長車の更新が町の活性化につながりま

すか。 

 非常に残念ですけれども、このコロナ禍の中、４

月１６日に予定どおり粛々と予算執行を行うための

入札行為を行っておりまして、納車時期も８月２１

日に決定をしております。残念ながら、この場でそ

れを差止めることができない無力な自分に非常に情

けない思いはありますけれども、こういったところ

は不要、もしくは不急、すなわち後年に回していい

予算かと思いますけれども、ここまで言って、町長

車の購入が町の活性化につながりますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 
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 個々の事業についてのコメントは差し控えさせて

いただきますが、いずれにいたしましても、慎重に

皆さん方と議論を重ねた中で組立てた予算編成でご

ざいまして、私どもとしては、一つ一つに意義があ

り、それなりの町民の皆さん方の行政執行に応えて

いくことに直結するというふうに考えております。 

 様々な事業が町の経済の活性化であったり、ある

いはそれらに関連いたします生活の安定だとか、そ

ういったことに広く町民生活全体に影響を大なり小

なり及ぼすものでございまして、先ほど他の自治体

の例も御紹介いただきましたけれども、国も含め

て、北海道も含めて、多くの自治体が既定予算につ

いては粛々と執行しているというふうに私どもは捉

えておりまして、私どもの選択も間違っているもの

ではないというふうに理解をしているところでござ

います。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 全国的なほかの自治体もこ

のように、冒頭、町長が町政報告をされた中で、今

般のコロナウイルス対策に関して、１５回検討会議

を行っております。その中で、不要不急事業の見直

しや、そういった事業を洗い出しましょうとか、そ

ういった声は職員内ではなかったのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきますが、予算についてそういう

捉え方で検証したというような経過はございませ

ん。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） もう本当に、平時ではない

けれども、非常時ではないという認識ですので、こ

れ以上言ってもかみ合わないと思いますので、次の

質問に移りたいと思います。 

 次に、マイナンバーカード申請・取得についての

再質問をさせていただきます。 

 昨年６月にデジタル・ガバメント閣僚会議が行わ

れ、その中の議事録を拝見させていただきますと、

令和４年度末には国民の多くがマイナンバーカード

を所有しているということを前提に諸事業であると

か各市区町村への経済的な支援等々必要なものをこ

の２年間で行うという指針が示されております。 

 現在、６月１日時点でのマイナンバーカードの交

付枚数は人口に対して１６.８％です。北海道では

１４.３％、当町では２２.７％となっており、この

間の努力は、本当に数字に表れたものとして、当町

の普及率向上には大変御努力を認めさせていただく

ところでございます。 

 先ほどの答弁書には、町の令和２年度末の目標は

普及率３５％ということで示されておりますが、さ

きに申し上げたデジタル・ガバメント閣僚会議での

国の捉え方は、後の令和４年の末までにほとんどの

国民が所有している。このほとんどというのは、数

字的に町ではどの程度と理解されていますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員のマイナン

バーカードに対します御質問にお答えさせていただ

きます。 

 マイナンバーカードの普及率の捉え方について

は、また普及の在り方については、昨日のニュース

でも報道されておりましたように、免許証に代わる

ものにしたりなど、非常に流動的に国は捉えており

ます。 

 私どもは規定の利用形態の範疇において将来の普

及率を一定程度見込んでいるところでございまし

て、このように国が日替わり的に様々な活用にマイ

ナンバーカード、あるいはこの間報道のありました

ように預貯金のひもつきに使うとかというようなこ

とは、私ども３０％少々を今後の普及率と見込んだ

ような段階には、まだ報道もされておりませんし、

こういうふうに目まぐるしく変わる中での普及率の

想定というのは非常に難しいと。今までの経過の延

長上を捉えているところでございますので、御理解

いただきたいと存じます。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 私の情報では、今後の国の

目標数値に関しましては、令和２年末には約５０％

を目指したい。そして令和３年末には７０％程度、

令和４年末にほとんどの国民がということですの

で、当然目標数値はこのようになるのが十分理解で

きます。 

 当町においては、まず、マイナンバーカードの申

請・取得は現在大変込み合っているということで、

１か月程度申請にかかるということも聞き及んでい

ます。 

 また、その次のステップであるマイキーＩＤの設

定、これはマイナポイントの予約の件ですが、この

申込み期限が８月末ということで、しっかりと期日

も決まっております。 

 このステップを確実に踏まなければ、その後、い

わゆるマイナポイントを利用してキャッシュレスで

入金や買物をすると、１人当たり最大５,０００円

分のポイントが国から付与されることを目指してい

るということもありますので、国も限られた予算の

範囲内で行う事業ということですから、過去に周知

をされた広報においては、本年度２月２５日発行の

広報に、多分スペースでいうと６分の１ぐらいの枠

の中でマイナポイントの付与に関してさらりと述べ

ておりますけれども、やはりこういった各ステップ
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にあります間、期限がそれぞれ定められております

ので、早期周知が広報等でも必要かと思いますが、

その周知方法は、何か現在お考えですか。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） ８番荒生議員の御

質問にお答えします。 

 まず、マイナポイントの申込み期限につきまして

は８月末となっておりますが、この間、２月に広報

で一度周知しております。そのほかに、あさって発

行される６月２５日の広報かみふらのにおいて、マ

イナンバーカードの取得ということで、マイナポイ

ントが５,０００ポイントもらえるということで、

マイキーＩＤの設定の方法を記載したチラシと、マ

イキーＩＤの設定をするためにはマイナンバーカー

ドがなければできませんので、そちらのほうの周知

を行うということで、一応チラシのほうをあさって

折り込むことになっていますので、御理解賜りたい

と思います。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） さらなる普及率の向上に向

けては、ただ庁舎内で申請者を待つばかりではな

く、日常時に、例えば役場の職員のほうが企業等々

に出向いてＰＲ、普及啓発を行うなどというのも、

他の自治体では先進例としてございます。 

 今後そういった出前講座ということではないです

けれども、周知に関しての説明等々、一歩、庁舎か

ら踏み出すような考えというのは検討されています

か。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ８番荒生議員の御質問に

お答えいたしますが、基本的に、マイナンバーカー

ドにつきましては、国の施策で、国においてもこれ

を国民に普及しようということで、保険証と一体化

したい、今日の新聞報道等では免許証とも一体化し

たいというような、また、先ほど町長も答弁しまし

たが、それぞれの個人の口座とひもつきにしたいと

いうようなことで、何とか普及を進めていこうとい

うことであります。 

 そのようなことで、本町においては、マイナン

バーカード取得の方はコンビニで住民票等の交付も

できるような対応もして、その普及については一定

程度制度化に努めているところでありますが、た

だ、このカードにつきましては、国において個人情

報を管理されることに対して別の思いを持っている

国民の方もたくさんいらっしゃいますので、町がぜ

ひ作りなさい、ぜひ作りなさいというようなことと

いうのは、これは一つ考え方が別にある方もたくさ

んいらっしゃいますので、制度についてはしっかり

と周知をしていくということは大切なことかなとい

うふうに理解をしております。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） では、来庁される方が申請

を希望したり、また既にカードをお持ちの方で、い

わゆるマイナポイントの予約、サポート実績も、先

ほどの答弁書では１７件ぐらいあるということで、

今後もさらなる窓口のサービス対応として、例えば

先進の自治体であれば、職員のスマートフォンを利

用して、マイナンバーの申請に関してですけれど

も、顔写真を撮ってさしあげるなどというサービス

をやっている自治体も結構あります。そのようなサ

ポートの考えというのはどうでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ８番荒生議員の御

質問にお答えします。 

 マイナンバーカードの取得につきましては、紛失

などでマイナンバーカードの再交付申請を申し出た

際には、希望する申請者に対しましては無料で写真

を撮影するなど、その場で申請できるようなサポー

トを今後進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） それでは、そのような対応

をなされるということで、国の事業であり、町が積

極的にという御答弁がありましたので、とにかく来

庁され、その意思を示された町民の方に対しては、

しっかりと今述べられました写真等のサービスも含

めて、できる限りのサポートをお願いし、質問を終

わらせていただきます。答弁は結構です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、８番荒

生博一君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１番元井晴奈君の発言を許します。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 私は、さきに通告してあり

ます２項目について、町長、教育長にお考えをお伺

いさせていただきます。 

 １項目めは、新型コロナウイルス感染症対策下に

おける各種事業の見通しについて、町長にお伺いさ

せていただきます。 

 ２月に上川管内で新型コロナウイルス感染が拡大

した経緯があり、そのとき、幸い、本町での感染者

は確認されておらず、道内の感染も一旦は落ち着い

たと思われ、３月１９日には北海道の緊急事態宣言

が解除となり、このまま終息するのではという推測

もなされていたその３月に、令和２年度一般会計予

算が６８億２,８０７万５,０００円で議決されまし

た。 

 しかしながら、４月、新年度に入り、本町でも複

数の感染者の報告がなされ、町民の安心・安全な暮
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らしが脅かされる事態となりました。町長の防災無

線での呼びかけや対応策、全町民一丸となっての感

染拡大防止策が功を奏し、それ以上の感染は現在抑

えられていますが、国も示しているように、新しい

生活様式、新北海道スタイルを実践し、ライフスタ

イルを変えざるを得なくなってきています。 

 ３月の議決時と４月以降の本町の置かれている状

況は明らかに違うものであり、状況に応じて、見直

しや変更も必要かと思われます。 

 また、本町のみならず、世界的に新型コロナウイ

ルスが猛威を振るい、極めて厳しい経済状況にあ

り、先行きの見えない経済社会情勢の中、こういっ

た予期せぬ事態下では徹底した予算の取捨選択が必

要であると思われます。 

 そこで、次の４点について、町長にお伺いいたし

ます。 

 １、緊急事態宣言が解除となった今、本町がおか

れている状況は平時なのか非常時なのか、町長はど

のように現状を認識しているのかお伺いいたしま

す。 

 ２、基金を取崩し、町独自の経済対策を行ってき

ていますが、令和２年度の事業見直しはなされてい

るのかお伺いいたします。 

 ３、町営バス十勝岳線増便を柱とした観光振興計

画推進事業、二次交通改善試行事業は、夏の十勝岳

登山客や温泉利用者等の利用ニーズを検証する本町

の観光振興のために大切な事業だと理解していま

す。 

 今年度は、登山シーズンである６月下旬から９月

末までの土・日・祝日の早朝特別便の試行運行を行

うということでしたが、７月１０日以降へ延期とな

るお話をお聞きしています。しかし、海外からの入

国制限の全面的な解除がいつになるのか判然としな

い中、また、行動制限が緩和となったとしても新型

コロナウイルス感染症に起因する観光の自粛などの

余波は必ずあると思われます。 

 その中で、時期をずらしてまで試行運行しても、

正確なデータは得られないと考えますが、町長の見

解をお伺いいたします。 

 ４、かみふらの産業賑わい協議会でのロケツーリ

ズム観光推進事業では、専門誌やメディアに広告を

掲載し、観光誘客を目的としている事業ですが、新

型コロナウイルス感染の第２波、第３波への警戒と

不安がある中での観光客誘致を町民は本当に望んで

いるのか。 

 感染不安があるため、今年は観光客に来てほしく

ないという町民の声も聞いています。一方、恵まれ

た本町の景観資源を生かした観光事業者からは、観

光客が来てくれないと死活問題になっているのが現

状ですが、双方の意見は非常に両極端あり、非常に

大変なお立場ではあると思いますが、今年度の観光

推進を町長はどのようなスタンスで臨まれるのか、

お考えをお伺いいたします。 

 次に、２項目めは、新型コロナウイルス感染症対

策下における中学生の学力水準維持に向けた取組に

ついて、教育長にお伺いいたします。 

 新型コロナウイルスの緊急事態宣言により、本町

も休校が続き、家庭での学習が余儀なくされまし

た。学校では先生方が中心となり、高い学力水準を

保とうと日々努力されていますが、学力の低下を心

配する保護者の声を聞いています。 

 そこで、次の４点、教育長にお伺いいたします。 

 １、新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う休

校により、不足しているカリキュラムの実施スケ

ジュールはどのようにお考えかお伺いいたします。 

 ２、今後、学力水準維持のためには、インター

ネットの利用も有効な手段であると思いますが、現

在、本町の中学生の家庭でのインターネット環境

（インターネット普及率、スマートフォン所持率）

についてはどの程度把握しているのかお伺いいたし

ます。 

 ３、長く続いた休校中、家庭内での自主学習とし

て学習プリントが学校より配られていましたが、親

が子どもの勉強を見てあげることができた家庭、共

働きで全く見ることができなかった家庭など、家庭

環境の相違等で個々の学習内容に差が出てしまった

のではないかと危惧しているという保護者からの声

も聞いています。さらには、新型コロナウイルス感

染の第２波、第３波により、また休校になってしま

うのではないかと不安な毎日を送っています。 

 今後の家庭学習の有効な教材として、上富良野高

校でも活用実績のある「スタディサプリ」などの通

信教育予備校や大手予備校が自治体向けにオンライ

ン教材の販売をしており、こういった民間企業が提

供する学習コンテンツを活用する自治体も出てきて

います。 

 懸念されている教育におけるコロナ格差を少しで

も低減するために、家庭学習の補助としてオンライ

ン教材などを活用する考えはあるのか教育長にお伺

いいたします。 

 ４、今後も新型コロナウイルス感染症のおそれは

十分にある中で、非接触型社会の実現にもつなが

り、ＧＩＧＡスクール構想にて整備される機材の有

効活用にもなるオンライン授業の導入や補助教材と

して、中学校の先生による録画授業映像を用意し、

いつでも視聴できる環境をつくることは学力水準維

持のために有効な手段であると思われますが、試行

的にでも行う考えはあるのかお伺いいたします。 
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○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番元井議員の２項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの新型コロナウイルス感染症対策

に関する４点の御質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、１点目の緊急事態宣言解除後の状況認識に

ついてでありますが、議員の御質問にある、平時な

のか非常時なのかについては、平時でないとの認識

は持っておりますが、全てを画一的に判断できる状

況ではないと理解しております。 

 また、今後は、今までとは違う「新しい生活スタ

イル」が求められており、これらへの取組も重要で

あると認識しているところであります。 

 次に、２点目の令和２年度の事業の見直しに関す

る御質問につきましては、さきの荒生議員の御質問

でもお答えさせていただいておりますが、新型コロ

ナウイルス感染症対策により、不要となる予算につ

きましては、今後も減額補正を行ってまいりたいと

考えております。 

 次に、３点目の十勝岳線の早朝便の増便による試

行運行に関する御質問でありますが、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、参考となるデータを得

ることができないのではないかとの御懸念かと思わ

れます。 

 当初の予定では、６月２０日から約３か月間の試

行運行を予定していたところでありますが、登山の

自粛について、関係団体から愛好者に対して呼びか

けられたこともありまして、想定していた状況と大

きく異なり、このたび予定した試行運行において

は、期待するデータを得ることが難しいと思われ、

運行開始の時期を先延ばししたところであります。

今の状況に変化がないとすれば、本年度の試行運行

見合せも選択肢となることも考えられますが、町の

観光振興において、二次交通の改善は重要な施策の

一つと考えておりますことから、今後の推移を見極

めながら判断してまいります。 

 最後に、４点目のコロナ禍における観光推進に関

する御質問でありますが、国及び道におきまして

は、緊急事態宣言の解除後、行動制限の段階的緩和

が進められてきており、先週末からは都道府県をま

たぐ移動や札幌圏との往来も緩和されたところであ

り、一方で、ワクチンや特効薬の開発には、今なお

時間を要し、感染リスクが排除されない中で、いま

しばらくは不安を抱えながらの生活が続くものと思

われます。 

 議員御発言のとおり、町内にもそれぞれの立場や

置かれている状況によって様々な思いをお持ちの方

がおられるものと思いますが、現在の状況を冷静に

判断し、何よりもお互いを理解し合うことが最も大

切と思われ、「新北海道スタイル」の実践等を通

じ、感染の拡大防止と観光振興や経済活動再生との

両立が求められているものと認識しており、町民の

心を一つにできるよう取り組んでまいりますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １番元井議員の中学生の

学習支援に係る４点についての御質問にお答えいた

します。 

 １点目の新型コロナウイルス感染症予防対策によ

る休校により、不足する授業の対応に関する御質問

についてでありますが、休校による不足授業日数は

２１日間となっているところであります。 

 補充授業につきましては、校長会とも協議の上、

まず夏休み期間を１０日間短縮することで対応する

こととしており、残る１１日間につきましては、今

後の新型コロナウイルス感染症の状況や災害及びイ

ンフルエンザ、修学旅行、運動会、学芸会などの状

況により、冬休みで調整するよう検討しているとこ

ろであります。 

 いずれにいたしましても、文部科学省で定めた

「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学

校運営のためのガイドライン」などに基づいて、子

どもたちの「学びの保障」に努めてまいります。 

 次に、２点目の中学生の「家庭におけるインター

ネット環境」についてでありますが、本年５月に

行った調査によりますと、中学生２７３名のうち２

１４名、７８％の生徒から回答を得、そのうち１７

７名、８３％の生徒の自宅にＷｉ－Ｆｉ環境が整備

されております。 

 また、ＩＣＴ機器の所有については、パソコンが

１２７名、５９％、タブレットパソコンが９２名、

４３％、スマートフォンが１１７名、５５％の生徒

が「ある」との回答でありました。 

 次に、３点目の休業中における家庭学習による生

徒の学力保障に対する「オンライン教材など」の活

用についてでありますが、国のガイドラインでは、

臨時休校期間中に児童生徒が授業を十分に受けるこ

とができないことによって学習に著しい遅れがない

よう、学校や児童生徒の実態等に応じて、可能な限

り紙の教材やテレビ放送等を活用した学習、オンラ

イン教材などを活用した学習など、必要な措置を講

じることとされています。 

 御質問にあります当町のオンライン教材の活用に

つきましては、民間事業者における有料・無料の

様々な学習支援サービスが発信されていることか

ら、まず無料の支援サービスを活用するよう情報発

信を行うとともに、北海道が取り組んでいます「e
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ラーニングシステム」を導入し、各家庭において臨

時休校中の学習に限らず、ふだんの家庭学習にも活

用できるように対応しているところであります。 

 次に、４点目のオンライン授業の試行的導入につ

いての御質問でありますが、今回の臨時休校中に東

中小学校におきまして、Ｚｏｏｍを活用したオンラ

イン授業を３回試行的に実施したところであり、長

期間の休校を余儀なくされる場合の自宅における学

びが保証される環境整備は、極めて重要な課題と受

け止めております。 

 オンライン授業の実施には、ネット環境・パソコ

ンの所有等、課題も少なくないところですが、各学

校と十分協議・検討を進めてまいりたいと考えてお

りますので、御理解をいただきたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） まず、１点目の事業の見通

しについてですが、今は平時ではないと認識されて

いるということで、今後いつ第２波、第３波が来て

もおかしくない情勢であり、それに備えたり、生活

様式も変えていかなければならない事態であること

は町長も重々承知のことと理解しました。 

 しかし、先ほどの荒生議員の答弁でもあったよう

に、予算が議決されたからにはどのような事態でも

行政執行を着実に進めていくという方針には、少々

納得いかないところがあります。 

 先ほども申し上げましたが、３月議決時には、新

型コロナウイルスの影響がまさかここまで莫大であ

るとは正直想定しておりませんでした。必要やむを

得ない理由により生じた喫緊の地域課題に向けた財

政需要の財源、新型コロナウイルス関連の緊急経済

対策の財源として財政調整基金を取崩しています

が、不要不急の事業はなく、全てが町民のために行

われる事業であったとしても、限られた財源の中で

は優先度があり、それは考慮しなければいけないと

考えます。 

 基金に頼るのではなく、必ずしも今年度に行わな

ければならない事業なのか、状況に合わせて柔軟に

優先度を考えて進めていく必要があるかと思います

が、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番元井議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 予算の考え方についてでございますが、基本的に

は荒生議員にお答えさせていただいたとおりでござ

いますが、予算そのものというのは、町の行政運

営、あるいは町民の安心・安全な生活、さらに加え

て経済に直結する予算ばかりでございまして、しっ

かりと町民と思いを共有した中で執行しているもの

と認識しているところでございまして、こういった

状況の捉え方は前段申し上げましたが、国において

も、あるいは北海道においても、既定予算の執行に

ついて言及しているところでもございませんし、ま

た何か情報が提供されている状況でもございませ

ん。 

 そういったことを考え合わせますと、これはもう

国としての非常事態というふうに押さえているのが

国民共有の捉え方だというふうに私は基本的に理解

しておりまして、そのために国においてはＧＤＰの

数十％にも匹敵するような大規模な補正予算を組ん

で、これは別途、国としてしっかりと取り組むべき

というような捉え方で今日を迎えているところでご

ざいます。 

 それぞれ個々の自治体の予算の持ち方、あるいは

財源の確保等については、それは国の責任において

行われるというのが基本的な考えというふうに私ど

もは理解しておりまして、町の予算と国の追加的な

補正予算とうまく組合せていくことによって町民の

生活と経済再生が行われていくものというふうに理

解しているところでございます。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 痛みに寄り添う意を表し

て、町民はじめ、特別職の給与１５％カットしてま

で身を削って財源を捻出している努力は大変すばら

しいと思います。 

 しかし、先ほども同僚議員から上げられていまし

たけれども、不要不急の事業なく全てが町民のため

に行われる事業であったとしても、例えば今度でい

えば、黒塗りのクラウン、町長車の購入については

６２０万円の予算が投じられておりますが、この費

用を考えますと、先ほども申し上げた優先度として

は、甚だ疑問を感じております。 

 こういった平時ではない、予期せぬ事態のとき

は、基金もそうですが、限りある財源の中で町民の

暮らしを守る様々な支援策を行っていかなければな

らず、この件に代表されるような予算の執行に関し

ては、事業の見直し等含めて、しっかりと精査する

必要があると思いますが、再度、町長にお考えをお

伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 元井議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 まず、基本的に繰り返しのお答えになるかと思い

ますが、予算そのもの全てについては、しっかりと

皆さん方と議論を重ね、あるいは町民の皆さん方の

声を受け止めた中で、最善の町の行政の財源とし

て、あるいは事業として認識を共有させていただい

ておりまして、そういった予算の組立てそのものに
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ついて手を加えると、あるいは一部であっても中身

を精査するということになりますと、それは大きく

町民の生活に影響をすぐ及ぼすようなことにもなり

ますし、一つ一つそういったことになりますと、１

００人おりますと百人百様の捉え方となりますの

で、そこは価値観の多様なものが全部出てまいりま

すので、そこはしっかりと皆さんで認識を共有した

ということで、最大限、尊重するのが私の立場だと

いうふうに理解しておりまして、ぜひ御理解を賜り

たいと存じます。  

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 次に、町営バスの十勝岳線

増便についてですけれども、見合せも視野に入れて

いるという答弁をいただきました。 

 先日、１８日には、タイやベトナムなどの４か国

が、ビジネス目的に限定されていますけれども、渡

航規制を緩和していくということになりましたが、

本町の近隣地域の主力のインバウンドは、中国、韓

国、台湾などであると思います。 

 こういった試行運行を行うのであればきちんとし

たデータが取れる環境の下で進めていただければと

思います。 

 ４点目の今年度の観光振興についてですけれど

も、観光の重要性はしっかりと認識しております

が、感染拡大防止と経済活動の再生の両立を目指し

て取り組んでいくということであれば、何よりもや

はり町民の健康、安心・安全を第一に守っていただ

きたく、町民の感染不安の懸念を払拭するために

も、例えば消毒アルコールを全世帯に配布のあっせ

んなど感染予防策をいま一歩踏み込んだ形で取り組

んでいただきたいと思いますが、この点、町長のお

考えをお聞きいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 元井議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 先ほども申し上げましたように、やはりコロナウ

イルスと当面、共生を前提として、生活、あるいは

経済活動をしていかなければならない状況をしっか

りと正確に捉えて、私といたしましては、まず経済

活動も大事でございますが、町民の皆さん方が安心

して暮らしていけるようなことを担保するのが最優

先だというふうに考えております。 

 御質問にありましたような消毒資材だとか、そう

いったことで不自由を感じておられる、あるいは不

安を感じるようなことがあっては、これはいけませ

んので、様々な各部署を通じて、既に量の確保だと

か、あるいは不足感のある事業所だとか、そういっ

たところには常に情報交換をしながら応えていくよ

うな体制が整っておりますので、この先の長さは

ちょっと見通せませんけれども、いずれにいたしま

しても、そういったことで不安感を持たれないよう

に、そういった前提の下で経済活動も両立していき

たいというのが私の思いでございます。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） このコロナに関しては、ど

こまで続くか、今後の見通しが立たない中でありま

すけれども、第２波、第３波があったとしても、町

長には、前例にとらわれず、慎重かつスピーディな

対策を引き続き行っていっていただきたいと思いま

す。 

 次に、中学生の学力水準維持に向けた取組につい

て、教育長にお聞きします。 

 休校により、不足しているカリキュラムについて

は、８月夏休みを１０日間ほど返上して授業を行う

ということですが、自治体によっては、土曜日授業

を行うところもあるようですが、今回の夏休み期間

の短縮という結論に至るまでの協議の過程で、土曜

日や、１日の例えば時間割のこま数を増やすなどの

ほかの選択肢については、どのように検討されたの

かお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １番元井議員からの補習

授業等の経過についての御質問にお答えをしたいと

思います。 

 まず、土曜授業というのも当然検討いたしまし

た。すみません、その前に、２１日になぜなってい

るかということをお話しして、順番に話させてもら

いたいと思います。 

 まず、２１日という数字が出てきているのは、学

校が現実にお休みになりました。今年、令和２年度

で予定していた授業、これをそのまんまフルスペッ

クでやっていこうということを基本として２１日と

いう設定をしたところであります。 

 その中で、土曜授業を検討したのですけれども、

まず給食の対応ができないという大きなネックがあ

りました。やはり土曜授業をして、お母さんにお弁

当を作ってもらっておいでということはなかなか難

しいなというのが、土曜授業をしないという一つの

判断でございます。 

 あと、短縮授業といいまして、本来、小学校でい

うと４５分の授業が基準ですけれども、それを４０

分にして、こま数を増やしていくという方法がある

のですけれども、その方法だと、定着に５分短い、

後半戦のまとめの部分を５分短くするという授業の

形態はやはり好ましくないという判断の下に、４５

分の授業を基にした今までどおりのやり方でやって

いこうという考え方に基づいて、今回１０日間程度

と。 
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 検討する中では、５日間でいいのではないかと

か、いろいろな案も出たところですけれども、やは

りコロナの状況というのが今後どうなるか分からな

い。やれるときにしっかりと子どもたちに授業をし

たいというような声のほうが圧倒的に多くて、校長

会の中でも、最終的には夏休みを１０日間短縮す

る。残り１１日間は、先ほど答弁いたしましたとお

り、これからの状況の中でいろいろな授業あります

から、学校行事がありますので、それらの状況を見

定めた中で考えていこうということでしているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 今後の状況を見てとのこと

ですけれども、８月のその期間ですと、本州ほどで

はなくても、北海道でも気温が３０度を超える日も

出てくると思います。学校にクーラーはついていま

せんし、今は新型コロナウイルス対策で先生も生徒

も皆マスクを着用していると思います。 

 新型コロナウイルス対策と、さらには暑さ対策、

熱中症対策も同時に考えていかなければならないと

思いますが、その点の対策はどのようにお考えで

しょうか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １番元井議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 夏場の様々な対応についてですけれども、１０日

間短縮するということは、非常に暑いときに学校に

行くということになります。暑さ対策というのも当

然必要になってきております。 

 その中で、四つの学校がありますので、全部が該

当するわけではありませんけれども、まずは家庭に

おいて、子どもたちにいろいろな暑さ対策をしっか

りと取っていただきたいなというお願いをまずした

いなということです。あと、マスクをした授業とい

うのは非常に大変でありますので、基本はマスクを

すると、でも苦しくなったときには外す。あと、熱

中症対策としては、今、小学校においては水筒を各

自持たしてきています。熱中症対策の一つとして

やっているところであります。 

 そのほか、今年の夏が暑いかどうなのかというの

は未知数です。暑いときに６時間やるのか、４時間

で帰るのか、そういう判断も今後検討していかなけ

ればならないと思いますし、あるいは暑くなる時間

帯を水泳だとか、違う部分に授業の組立て、時間割

を変えて、どういうものをするかというようなこと

で、創意工夫を凝らした中で、夏場を乗り切ってい

きたいなというふうに考えております。 

 できればエアコンも欲しいなとか、そういう気持

ちもありました。だけれども、簡単にはいかないで

すね。学校にエアコンを新しくつけると、電力量が

変わるので、大きな電圧器を変えなければならない

とか、様々な難しい点もありまして、また北海道の

この辺のエアコンの普及率も考えると、やはり学校

にはどうなのかなというのもありますので、そうい

う部分は工夫で、何とか乗り切っていきたいという

ふうに今のところ考えているところであります。 

○議長（村上和子君） ここで、昼食休憩といたし

ます。再開は１３時からです。よろしくお願いいた

します。 

────────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 昼食休憩に引き続き、会議

を再開いたします。 

 再質問。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） この際に、学校の学習の環

境を整えるという点で、学校への冷房装置の導入等

も前向きに検討していただければと思います。 

 次に２番、家庭でのインターネットの普及につい

てですけれども、インターネットの普及率が８割程

度とのことで、ネット環境が整っていない残りの約

２割の家庭についての対応は、例えば放課後の学校

のコンピューター室の開放や就学援助制度で、援助

品目として通信費の拡充やＷｉ－Ｆｉ環境を整える

ための助成制度など、何か対応策はお考えでしょう

かお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １番元井議員の御質問に

お答えをいたします。 

 インターネット環境の整っていないお子さんたち

にどういう対応をするかという御質問だったかと思

います。 

 コロナの影響で学校が臨休していると、それらに

対応するためにインターネット環境を整備するとい

う条件がつきますけれども、その中においては、国

においてもインターネット環境がない部分のイン

ターネット環境の整備と、それと通信料に対するも

のの対応というのがございます。ただ、これも条件

があります。 

 それらの国の条件をしっかりと把握する中で対応

を図っていかなければならないなと思っているので

すけれども、基本的に国が示しているものにつきま

しては、要保護者、準要保護、低所得の世帯に対す

る対応はあります。ただ、それ以外でお持ちでない

方もいるかと思いますので、それらの調査というの
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が今後において必要なのかなと。 

 基本的に、御質問には何らかの対応をして、コロ

ナのときは、対応できるような検討を進めていきた

いなというふうに考えているところです。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 次に、コロナ格差を埋める

家庭学習の民間教材の活用についてですけれども、

休校により懸念される学力格差を少しでも低減する

対策として、今年度限りでもいいので支援していた

だきたいという、受験生を持つ保護者からの声も聞

いています。 

 ｅラーニングシステムを活用とのことですけれど

も、先ほどもありましたとおり、オンライン教材の

無料、有料ありますけれども、内容をしっかりと精

査の上、子どもたちにとって最も実用性の高い教材

を活用していただきたいと思われますけれども、こ

の点もう一度見解をお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １番元井議員の御質問に

お答えをしたいと思います。 

 先ほども情報提供させていただくということで、

最初答弁させていただきました。 

 基本的に文科省で持っております子どもの学び応

援サイトというのがあります。このサイトはすごい

量の教材だとか動画だとかが載っております。これ

らの中から選択をしていかなければならないという

作業があります。 

 私たちが子どものとき、参考書だとか自分に合う

ドリルを選んだように、やはり学校もある程度は、

ここいいですよという推薦はしたいと思いますけれ

ども、いかんせん、数が数です。やはり子どもたち

に合う、合わないはありますので、そういうものを

しっかりと子どもたちも見ていただけるように、教

育委員会としては、学校を通じて情報提供をしっか

りして対応していきたいなというふうに考えている

ところです。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） ４点目ですけれども、先ほ

ど言いました民間の予備校などのオンライン教材で

は、上富良野中学校の学習進路に合致しない場合も

あると思います。 

 その点、現在、教鞭を執っている中学校の先生に

よる録画映像教材を用意することができれば、その

心配もなく、さらにはネット環境が整っていない家

庭には録画映像データとして、例えばＤＶＤなどオ

フラインでの活用もでき、きめ細かな対応ができる

と思われます。このようなやり方も選択肢の一つと

して十分に考えられると思いますが、こういった学

習支援の実施についてお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １番元井議員の御質問に

お答えをしたいと思います。 

 先ほども答弁させていただきましたけれども、で

きる限り検討を推し進めていきたいということでお

話をさせていただきました。 

 今、元井議員のほうから提案ありましたとおり、

いろいろな方法があると思います。コロナが全てな

のですけれども、コロナの状況なので、子どもたち

がコロナによって自分たちの進む道を進めないよう

なことのないように、教育委員会としてもしっかり

とやれることを積極的にやっていくという考え方で

進めていきたいと考えています。 

 思いだけで、具体的にできるのかいということも

きっと聞かれると思いますけれども、いかんせん、

ハードや何かが全然十分でないということもありま

すので、環境が整った中でしっかりそのときにでき

るように、体制を組んでいきたいなというふうに考

えております。 

 一番いいのは、コロナが蔓延しないで学校が休み

にならないということだとは思っていますけれど

も、もしそうなったときに対応できるよう準備を進

めてまいりたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 最後になりますけれども、

今回、ＧＩＧＡスクール構想にて１人１台のタブ

レットが整備される予定ですけれども、スムーズな

本事業のスタートのためにも、早い段階で、子ども

たちも、保護者の方も、先生方も、この関連機器の

習熟度を深める必要があると思います。 

 そのために、まだ１人１台のタブレットは整備さ

れていませんが、例えば家庭にあるパソコンやス

マートフォンを使ってオンライン授業など、課題は

たくさんあると思いますけれども、この機会にぜひ

トライしていくことも必要ではないかと思われま

す。そのあたりを再度教育長にお伺いして、質問を

終わります。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １番元井議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 先ほども申し上げたとおり、ＧＩＧＡスクールは

始まったばかりで、予算のほうも認めていただいた

りしてやっているところですけれども、いかんせ

ん、道具が来ないと。道具が来ないのを理由にしな

いで、少ないですけれども、今学校にあるものを

使って、どういうふうにやっていくかということも

考えながら、特に小学校６年生、そして中学校でい

うと中学校３年生、ここには重点的な対応をしてい
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かなければならないというふうに考えておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、１番元井晴奈君の一般質問を

終了いたします。 

 次に、１１番小林啓太君の発言を許します。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 私は、さきに通告してい

た２項目８点について、町長と教育長に対して質問

いたします。 

 まず初めに、町長に対し、町のインターネット通

信環境整備の方針に関して５点、お伺いします。 

 コロナ禍に起因する、これからの新しい生活様式

に対応する上で、インターネット通信環境の整備は

行政業務、また、住民福祉の観点からも、今後より

一層様々な分野で重要性が増してくると考えられま

す。 

 そこで、次に挙げる５点について、町としての方

針を明らかにされたく思います。 

 １点目は、行政手続のオンライン化に関して。 

 ２点目は、役場内での感染症が発生、もしくは疑

われる等の状況が発生し、職員の出勤が困難になっ

た場合のリモートワークに関して。 

 ３点目は、病院や介護施設におけるオンライン面

会の実施に関して。 

 ４点目は、市街地と農村部の通信速度の格差是正

に関して。 

 ５点目は、町長自身が積極的にオンライン化を進

めていくべきと考える事業に関して。 

 続いて、教育長に対し、オンライン教育に関する

３点を御質問します。 

 こちらも、コロナ禍を発端に様々な分野でオンラ

イン化が進む中で、教育の分野においても、子ども

たちの学ぶ権利を守るべく、柔軟かつ急速な変化が

求められています。一方で、その変化の一部は、子

どもたちの将来や教育の現場にとっても有益である

と私は考えます。 

 そこで教育長に対し、次の３点をお伺いします。 

 １点目は、ＧＩＧＡスクール構想の取組につい

て、本年度の進捗状況と今後の計画に関して。 

 ２点目は、緊急事態宣言下の休校期間中に、東中

小学校において行われたオンライン授業等につい

て、町として取組に対する評価、今後の課題、他校

への展開に関して。 

 ３点目は、この先再度新型コロナウイルスの感染

拡大により、休校せざるを得なくなった際のオンラ

イン教育に対する町教育委員会としての方針につい

て。 

 以上、２項目８点になります。よろしくお願いい

たします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番小林議員の２項目の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの町のインターネット通信環境整

備に関する５点の御質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、１点目の行政手続のオンライン化に関する

御質問でありますが、町では「上富良野町行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する条例」を

制定し、対応できる手続からオンライン化を進めて

きているところであります。 

 また、行政手続のオンライン化に当たりまして

は、それに対応したシステム構築が必要となり、町

単独でのシステム整備では多額の費用を要しますこ

とから、北海道と道内市町村により構成される「北

海道電子自治体共同運営協議会」による電子申請シ

ステムを活用しているところであります。 

 また、住民票などの取得につきましても、コンビ

ニ交付システムを整備し、御利用いただいていると

ころであります。 

 次に、２点目のリモートワークに関する御質問で

ありますが、今般の感染症予防対策におきまして

は、各事業所での感染症対策として、分散勤務やテ

レワーク勤務の推進などが国から要請されたことを

踏まえ、町におきましても新たな勤務体制の整備の

一環として、自宅での業務が行えるよう「在宅型テ

レワーク制度」等の取扱要綱を定めたところであり

ます。 

 また、職員の勤務場所について、同一敷地内の研

修室や公民館大ホールなどを活用し、分散勤務の実

証も行ったところであります。 

 今後も、実証結果を踏まえ、リモートワークにつ

いて研究をしてまいります。 

 次に、３点目の病院や介護施設におけるオンライ

ン面会の実施に関する御質問でありますが、現在、

町立病院及び特別養護老人ホームにつきましては、

昨年１２月以降、インフルエンザ及び新型コロナウ

イルス感染症の予防対策として、入院患者及び入所

者の方との面会制限を行ってきているところであり

ます。 

 この間、各施設におきましては、ガラス越しでの

面会、または御希望によりましてビデオによる入所

者様の様子を御家族に見ていただくなどの対応を

図ってきているところであります。 

 御質問のオンライン面会の実施につきましては、

御家族等から特に要望が寄せられている状況ではあ

りませんが、面会制限はいましばらく継続するもの
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と想定されますことから、今後の推移や御家族及び

入所者の皆様の意向を伺った中で対応に努めてまい

りますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４点目の市街地と農村部の通信速度の格差

是正に関する御質問でありますが、既に御承知のと

おり、市街地エリアについては民設民営による光

サービスが提供され、そのサービスエリアに含まれ

ていない農村部においては、公設民営によるＦＷＡ

（固定無線）方式によるインターネットサービスが

利用できるよう、町として整備し、町内の情報通信

環境の格差を少しでも縮小すべく取り組んできたと

ころであります。 

 しかし、日々高度化する情報通信サービスの利用

や動画サイトの普及拡大により、必要な通信データ

量も増大している状況にありますことから、利用環

境については格差が生じているものと認識しており

ます。 

 これらの改善策につきましては、今後、研究・検

討し、解消を目指し、取り組んでまいりたいと考え

ているところであります。 

 最後に、５点目の積極的にオンライン化を進めて

いくべきと考える事業に関する御質問であります

が、国におきましても、２０００年以降、積極的に

オンライン化が進められてきており、行政機関内の

手続の多くにつきましては、オンライン化が進めら

れている状況にあること、さらに、マイナン

バーカードの普及等により、一層オンライン化が加

速していくことなどが予想されますので、現在、具

体的なオンライン計画は持ち合わせておりません

が、町民の皆様や行政において必要とするものにつ

いて、関心を持って研究してまいりたいと考えてお

りますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番小林議員の新型コ

ロナウイルス感染予防に対するオンライン教育に係

る３点についての御質問にお答えいたします。 

 １点目のＧＩＧＡスクール構想における進捗状況

と今後の計画についてでありますが、まず、本年度

の事業につきましては、「公立学校情報通信ネット

ワーク環境施設整備事業」を実施することとしてお

ります。 

 さらに、このたびの新型コロナウイルス感染症の

影響により、国においては、令和２年度補正予算の

中で総額約２,２９２億円の「ＧＩＧＡスクール構

想の加速による学びの保障」とした予算化が図られ

たことから、町といたしましても、今定例町議会に

１人１台の端末整備と併せまして、上富良野小学校

及び東中小学校内に設置するサーバーの整備費など

関係する補正予算を御提案させていただいていると

ころであります。 

 次に、２点目の東中小学校において実施されまし

たオンライン授業についての御質問でありますが、

新型コロナウイルス感染予防における臨時休校中の

５月に、５・６年生を対象として３回実施されたと

ころであります。各家庭での通信環境の違いやハー

ドが統一されていないことから、操作方法の違いな

どが課題として挙げられておりました。 

 他の学校の展開につきましては、さきの元井議員

の御質問にもお答えしましたとおり、ネット環境や

パソコンの所有状況等の課題が少なくないところで

すが、オンライン授業実施に向けて、各学校と十分

な協議・検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 ３点目のオンライン教育に関する教育委員会とし

ての方針についての御質問でありますが、全ての子

どもたちにとって、よりよい教育環境を実現するた

めにも、国の方針に沿って取組を進めていくことが

重要と考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） まず、１項目め、イン

ターネット通信環境整備に関して、町長に再質問い

たします。 

 １点目の行政手続のオンライン化に関してです

が、町単体でのシステム整備については、多額の費

用を要するということで、町独自のシステム開発が

得策でないことは理解しました。 

 そこで、御答弁にあった北海道電子自治体共同運

営協議会による電子申請システムに関して、現時点

で上富良野町の住民に係るサービスは９件の様式の

ダウンロードのみとなっています。参考までに、旭

川市は２４２件、富良野市６１件、八雲町９０件、

士幌町などは１４件というような数字を確認してい

ます。今後、利用の拡大の予定はあるかお伺いいた

します。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林議員からあ

りました、現在、町が運用しております電子申請シ

ステムの部分でございます。 

 今言われた上富良野町の部分は、様式のダウン

ロードしかなかったということでしたか。それ以外

に、ぴったりサービスというのがございまして、そ

ちらのほうでは、オンラインということで、児童手

当に関するシステムにつきまして、今８手続分、載

せている状況になってございます。 

 あと、それ以外の手続につきましては、随時準備

できたものから拡大するということで、今後も拡大
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に向けて検討していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 今後の拡大の予定がある

ということを確認させていただきました。 

 また、マイナポータルなど、マイナンバーカード

の普及を前提とした事業と、さきに上げた電子申請

システムのサービス、こちらは一部連動しているよ

うにも見受けられるのですが、今後はどのように共

存していくものなのかをお伺いします。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林議員からあ

りました、いわゆるオンライン手続の関係というと

ころの質問かなというふうに思いますが、基本オン

ライン手続というのは、インターネット等を使って

手続をするものでございます。 

 その中で、手続には大きく分けて二通りの手続が

あります。一つは、いわゆる申請者の個人確認をし

なくていいようなもの、いろいろなお申込みですと

か、厳密な本人確認をしなくていいようなものは通

常のメールとかでも送っていただいたり、ファクス

等で送っていただくのと一緒で、単なるお申込みと

いう部分が一つと、もう一つは、手続に対して厳格

な本人確認を必要なもの、これは役場の窓口でもい

ろいろな申請書とか出していただくときに、その人

がご本人かどうかというのを確認する二通りの手続

が大きく分かれます。 

 そのうち、ファクスのように本人確認の要らない

ものについては、単純に出していただくだけで結構

なのですが、いわゆる本人確認が必要なもの、特に

今回でいきますと定額給付金のオンライン申請のよ

うに申請者の本人確認が必要な場合には、実際には

電子証明というのが必要なのですけれども、今、民

間でもそういうのが出ておりますが、日本としまし

ては、いわゆるマイナンバーカードもその本人確認

書類としてオンライン上で使えるというふうになっ

ていますので、マイナンバーに関しましては、今後

いろいろな手続を進めていく上では、いわゆる本人

確認要のもので連携していくという形になってござ

います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 私は、行政手続のオンラ

イン化が進み、住民の間でも利用が促進されれば住

民の利便性が向上することも当然ですが、職員に

とっても仕事の生産性が上がり、職員にしかできな

い業務により専念できるのではないかと考えます。 

 そこで、町長にお伺いします。 

 新しい生活様式に対応するため、また上富良野町

の行政業務をさらに進化させていくためにも、リー

ダーシップを発揮して行政手続のオンライン化を進

め、スマート自治体を目指していくお考えがあるか

お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番小林議員からのオン

ライン化に対します認識についての御質問にお答え

させていただきますが、私といたしましては、こう

いった手続、あるいはそういったものが進んでいく

ことを期待しておりますし、また進んでいくであろ

うというふうに理解もしております。 

 ただ、一方、もろ手を挙げて推進するということ

のみならず、多くの国民の中には根強く残っている

のはやっぱり個人情報が漏れたりしないかと、ある

いはシステムトラブルがないかとかというようなこ

とがいまだに不安材料として潜在しているという実

態がございますので、そういった技術的な信頼度を

高めたり、インフラ整備をするということは、これ

は一自治体でなかなか手が届くところでもございま

せんので、そういったオンライン化にすることに

よって、私どもマンパワーも非常に効率的な仕事に

向けられますので、そういったことも含めて、推進

をしたいというのは基本的な立場でございます。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） ぜひ、スマート自治体を

目指して推進していただければと思います。 

 ２点目の役場内でのリモートワークに関してです

が、答弁にございました分散勤務の実証に関して

は、どのような評価をされているのかお伺いいたし

ます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番小林議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 今回初めて分散勤務というものを試行してみまし

た。まず、現場の課題としては、分散勤務に対応で

きるようなハード整備がまず最低限度のものが必要

だということからスタートいたしまして、それと、

それぞれ今、各仕事の現場でパソコン等はもう必需

品でございまして、そういったものを他に持ち運

び、あるいは移動するというようなことは非常に厳

格な制限の下で利用されておりまして、それらを持

ち運び、また、そういうものがなければ実際仕事が

できないという点もございまして、それらをどう

やって克服して分散勤務をするかというようなこ

と、さらには、自宅勤務は別として、分散勤務の中

で、今年はたまたま試行したときには、公共施設の

利用制限を図っておりましたので、使われていない

スペースを活用しましたけれども、もしそういうス

ペースがない中で分散勤務を行うとしたら場所の確
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保をどうするかとか、非常に課題が多く、今回見つ

けることができましたので、現実に即した方法をさ

らに研究検討してまいりたいと考えております。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） この点に関しては、もち

ろん、今後またさらにコロナウイルス感染拡大によ

り出勤できないとなった際に、やはり行政の仕事が

ストップしてしまうことが町民としてもとても懸念

されることでありますので、ぜひ、今のうちにから

いろいろな備えをしていただければと考えます。 

 ３点目の病院や介護施設におけるオンライン面会

の実施に関してですが、まず、ガラス越しでの面会

やビデオによる入所者の様子を御家族に提供するな

ど、それぞれの施設が限られた条件の下、入所者や

その御家族の方のために工夫をされていることに敬

意を表したいと思います。 

 今後、御家族や入所者の方から要望が寄せられれ

ば、意向に従った中で対応を取られるという答弁

だったかと思います。 

 オンライン面会の実現は、平常時の面会を代替す

るものある同時に、遠方にいる親族とも顔を見て会

話ができるツールであるものと考えます。例えば町

外にいて、これまで年に１回しか来町できなかった

入所者の御家族の方が、頻繁に入所者の方と画面越

しにコミュニケーションが取れるというようなツー

ルだと考えております。 

 これに関しては、入所者の方にとっても精神衛生

上、有益なものであると私は考えますが、面会制限

が解けた後でも要望に応じて対応していく考えがあ

るかどうかをお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 小林議員の医療、介護施設

等におきますオンライン面会についての御質問にお

答えさせていただきますが、現在のところは、状況

を入所者、あるいは入院者、御家族の皆さん方が理

解をしていただいておりまして、今取り得る対応の

中で御理解いただいておりますが、今後こういうこ

とが長期化するということになりますと、やはりメ

ンタルの面がございますので、対応していくことが

必要かと思います。 

 病院現場や介護現場の担当者に聞きますと、また

そういうことに対応できるようなツールも今開発さ

れてきているような、あるいは普及を目指している

ような実態もあるというふうに聞いておりますの

で、多種多様でございまして、自分で意思表示がで

きる方もおりますし、また、なかなかそれが難しい

方もいたりということで、画一的な仕組みをもって

対応できるものではないなというふうに考えており

ますので、ぜひ、そういう様子を見たい、また様子

を伝えたいというようなことにどうやって応えてい

けばいいかということで、これはさらに改善が必要

だという認識は持っておりますので、しっかりとそ

ういった情報収集しながら、どういうことが私ども

にできるかと、またどういうことが家族や何かに求

められているかということをしっかり把握してまい

りたいと考えております。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） ぜひ、この点は引き続き

入院されている方や入所者の方の声に耳を傾けてい

ただければと思います。 

 ４点目の市街地と農村部の通信速度の格差是正に

関してですが、必要なデータ量の増大に伴い、市街

地と農村部で格差が生じてしまっている現状を認識

され、解消を目指して取り組んでいただけるとい

う、とても頼もしい答弁に、農村部に住む一町民と

して実現を切に願うばかりでございます。 

 個人的にも、コロナ禍以前は少し遅いかなと思う

程度でしたが、リモート会議などが行われるにつれ

て、実質的な弊害を感じるようになりました。 

 そこでまず、同じく農村部に住まれる町長に、も

し何か御自身に関しても、ここ最近、通信速度等に

関して弊害を感じたことがあったら教えていただき

たいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 小林議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 市街地と農村部の通信格差が存在することは、も

う私も日常の日々の生活の中で、実は体験をしてお

ります。 

 特に、冒頭お答えさせていただきましたように、

動画等の情報のやり取りをするような場面について

は、非常に歯がゆい思いをしながら何とかやってい

るのが実態でございまして、当時、ＦＷＡを整備し

たときには、そういったことは今ほど普及していな

くて、ああ、通信格差が一定程度解消できたのかな

と思っていた矢先でございましたけれども、これほ

どの速度で通信量の増大が必要になってくるという

ことを想定しておりませんでした。 

 これは、なくしていくことをどうすればできるか

ということをさらに研究をして、とにかく、どこに

住んでいても最善の情報収集、あるいはネット環境

が整うことを目指してまいりたいと思います。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 町長と思いを共感できて

いた部分はとても嬉しく思っております。 

 弊害を感じたのと同時に、充実したインターネッ

ト環境さえ整備されていれば、農村部の活性化の可

能性も大いに感じるに至りました。 
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 さきに教育長に質問したオンライン授業などの教

育関連分野、またスマート農業を目指す農業分野、

オンライン診療などが進む医療分野、緊急時の災害

分野など、そして移住定住を見据えた観光分野。 

 私ごとではございますが、先日、知人を介し、都

内で勤務する方が在宅勤務になったので１か月ぐら

い上富良野に行きたい。だが、私が運営する民宿に

長期での滞在は可能かという問い合わせがありまし

た。しかし、当施設の平均的なインターネットの速

度を伝えると、「高速で安定したネットへのアクセ

スが必要なので残念ながら諦める」といったような

回答をいただきました。 

 このように、整備がなされていない状況が続け

ば、多くの機会損失につながると同時に、整備さえ

されていれば、様々な分野での機会創出につながる

と考えますが、町長は早期での解消を目指して取り

組むお考えがあるか、この点に関して最後にお伺い

できればと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 小林議員の通信の環境整備

に関します御質問にお答えさせていただきますが、

いずれにいたしましても、目指す思いは共有できて

いるのかなと思いますが、いずれにいたしまして

も、相当の投資を伴う事業でございまして、現在の

ＦＷＡを活用しながら、なるべく現在あるものを利

活用を図る一方で、皆さんが望まれている速度の格

差是正につながるような仕組み、加えて、財政に過

度な負担にならないような方法と全てがうまく組立

てできるような方法がないかということをこれから

も研究してまいりますし、国においても、今いろい

ろな提案が町のほうにも寄せられておりますので、

それらも参考にしながら、なるべく早く方向づけを

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） では、続いて、オンライ

ン教育に関して、教育長に伺います。 

 １点目と２点目に関しては、重複する部分も出て

くると思いますので、併せて再質問させていただき

ます。 

 オンライン教育に関しては、従来の学習を補完す

る役割のほかに、高度な技術を生かして効果的な学

習を行うという側面や、これからますますデジタル

化していくであろう未来を生きる力を学生たちが養

うという側面があると考えます。 

 このたびの東中小学校の取組は、まさに皆が暗中

模索しているオンライン教育に対して、国内でも先

進的な事例であると私は評価しています。もちろ

ん、特任校であるという特殊な環境であることは加

味したとしても、現実までに至ったプロセスはまさ

に立ちはだかる困難な課題に対して、今できること

は何かを真摯に考え行動に移した先生方の努力と、

そこに力を与える親御さんの協力のたまものだと思

います。 

 その試行錯誤の中から得た知見を共有し、同じ町

内にある学校でも生かせれば、全国的にも特出した

上富良野スタイルの教育を上富良野の未来を担う学

生たちが享受できるのではないかと信じています。 

 そこで、先生方へのヒアリングを通じ、やはり先

ほどの教育長の答弁でも言われていた、各家庭での

通信環境の違いが大きな課題であると感じました。

その中でも、要保護世帯や準要保護世帯など、家庭

にインターネット環境を整備するのが特に困難な家

庭などに対する支援などは検討されているかお伺い

いたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番小林議員の御質問

にお答えをしたいと思います。 

 東中小学校の取組を褒めていただきまして大変あ

りがとうございます。基本的には、東中でやったこ

とが町内の教員と共有できるというふうに考えてお

りますし、当然、先ほどから元井議員のほうにもお

話ししましたけれども、研修だとかをしっかりと検

討する中で、東中の例を有効に活用できるのではな

いかなとそんなふうに思っているところです。 

 それで、質問されたのが、元井議員のほうにもお

話ししていましたけれども、国の制度等がもう既に

発表されていまして、要保護世帯、準要保護世帯に

ついては、モバイル通信の関係の貸付けだとか、あ

と通信料に対する補助だとか、そういうものが既に

補助メニューとしてありますので、ただ、コロナの

関係で学校が休んでいるという中でネット授業がさ

れるという条件がありますので、それらの条件が

整ったほうがいいのか整わないほうがいいのか分か

りませんけれども、そういう場面になったときには

そういう対応を速やかに取っていきたいと。そのた

めに準備を今進めたいということで、アンケート調

査等も進めながら準備をしていきたいなというふう

に考えています。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） では、今のお答えの内容

は、要保護世帯や準要保護世帯に対する支援に関し

ては、コロナ禍とそれ以外では対応は異なるという

認識で間違いないでしょうか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番小林議員の御質問

にお答えをしたいと思います。 

 現状のところは、コロナ禍の対応になります。そ



― 32 ―

の後の部分は、学校の中でインターネット授業がど

ういうふうにされるかということがありますので、

それはまた次の時点での話になるということで御理

解をいただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） インターネット環境確保

のため、家庭にパソコンがない学生に対しては、タ

ブレットの貸出し等は各学校で可能か、伺いたいと

思います。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 学校で持っているものを貸出しすることは可能で

すし、そのようにしなければならないかと思いま

す。ただ、今、各学校にある台数というのは本当に

知れていまして、全然足りるものではないですし、

今回、補正で１人１台の予算を組んでいますので、

それがどれぐらい納入されるかという、それによっ

て対応の仕方というのは変わってくるのかなという

ふうに考えております。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 続いて、インターネット

環境がない学生に対しては、移動通信機器の貸出し

や、もしオンライン授業が開催されることになれ

ば、町の公共施設を利用するなどの方策も考えられ

ますが、今のところどのような手段が検討可能とお

考えか。すみません、先ほどの元井議員の質問と重

複になってしまうかもしれませんがよろしくお願い

します。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番小林議員の御質問

にお答えいたします。 

 コロナの状況の中で学校がお休みになっていると

いう中での対応ということで限らせていただきたい

と思います。したがって、コロナのときなので、む

やみに公共施設に来たら駄目なのですね。そういう

ことで、個々の対応をしていかなければならないと

いうふうに考えています。 

 そのためには、ハードがそろっていなければどう

しようもないというのが一つですし、もう一つ、通

信ネットワークがなければどうしょうもないと。

ネットワークがないところはＵＳＢメモリーだった

り、そういうものを活用した対応だとかも考えられ

ますけれども、これら、これから検討していかなけ

ればならない案件だというふうに思っておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 続きまして、オンライン

教育やデジタル教材は、現在、学校に来たくても来

れない学生、例えばひきこもりのような学生などの

学習補助にもなり得ると考えますが、そういった学

生たちへの支援の一環としてのオンライン教育を推

進する考えがあるかどうかお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 不登校の子どもの対応としての一つの方法として

は考えられますけれども、それはこれからもっと

もっと、基本的には学校に来てもらうというのが基

本だというふうに、そこを努力すると。ただ、不登

校であれが、当然、学力という部分は落ちてきます

ので、それを補完する意味で、そういうものがツー

ルとして有効に活用できる可能性というのは当然あ

るかなとは思います。 

 ただ、これは教育全体に係ってくるので、それら

の検討をこれから十分していかなければならないな

というふうに考えているところです。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 私もオンライン教育に関

して全てを補えるものではないと思いますし、当

然、対面での授業のよさであったり、あくまでもそ

れを補完するもの、補助するものというのは現在の

位置づけであることは重々理解しております。 

 その上で、東中小学校の先生に対するヒアリング

では、オンライン授業や動画授業の作成に取り組む

過程で、伝え方や教え方を客観視することができ、

先生自身のスキルアップにもつながったというお話

がとても印象的でした。 

 一方、最初のうちは一つの動画を作成するのにも

とても時間がかかるということで、オンライン授業

に取り組むことで先生の長時間労働化も懸念されま

す。 

 この点に関して、学校間で情報共有し合うことで

先生たちのスキルアップと生産性の向上が同時に図

れるのではないかというようにも考えられますが、

そこで、現時点ではどのような体制で学校間の垣根

を越えて情報を共有しオンライン教育実施に向けて

協議を進めていく考えかをお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番小林議員の御質問

にお答えをしたいと思います。 

 今年の教育行政執行方針の中でも述べさせていた

だいているわけなのですけれども、ＩＣＴ推進協議

会というものを設置して，ＩＣＴ教育を進めていく

というふうに考えております。コロナの影響等で学

校の対応だとか教育委員会の対応が遅れていて、ま



― 33 ―

だ第１回目を開催できていませんけれども、そうい

う組織を持って情報の共有だとかスキルアップを

図ってまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） では、ＩＣＴ推進協議会

の活動を今後も楽しみにしております。 

 最後に、３点目の休校せざるを得なくなった際の

オンライン教育に関して質問いたします。 

 学びを止めないためにも、オンライン授業やオン

ライン学習は緊急事態下にあっても有効な手段にな

り得ると、これまでの議論でも考えますが、決して

平常時とはいえない、今から機械の使い方や授業の

行い方などのトレーニングをしていくことが、いざ

というときの備えになるのではないかと考えます

が、今のうちからそういったトレーニングをする予

定があるのかどうか、最後にお伺いいただければと

思います。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番小林議員の御質問

にお答えをしたいと思います。 

 ある日突然、コロナの影響というのが出てくるの

だと思います。そのＸデーが分からない中でどうい

うふうに進めるかというと、やはり準備をしっかり

と進めていくということが重要だなというふうに考

えています。 

 その手始めとして、５月にアンケート調査をして

いるのですけれども、さらにインターネット環境と

ハードの所持に対する部分等、もう少し詳しいアン

ケート調査をして、しっかりとその状況をまず把握

しようということで今考えております。 

 その状況を把握した中で、次の展開で現実にハー

ドが足りないのかどうなのか、また先生方の知識だ

とか、そういう部分、技術的なものも含めて、しっ

かりと順を追って進めていけるようにしたいなとい

うふうに考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、１１番小林啓太君の一般質問

を終了いたします。 

 次に、５番金子益三君の発言を許します。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 私は、さきに通告してあり

ます２項目４点について、町長及び教育長にお伺い

をいたします。 

 この間、全世界を巻き込みまして、いまだ終息が

見られない新型コロナウイルスは、国内においても

罹患者や、減ったとはいえ、ゼロにはなっておら

ず、都市部においては、いまだクラスターも発生

し、全国では１万７,９８０名、そして北海道でも

１,１８３名の患者を数えております。この疾病に

より、お亡くなりになられた方への御冥福をお祈り

するとともに、いまだ療養中の方々には１日も早い

回復を、そして退院され、お元気になられることを

心からお祈り申し上げるところでございます。 

 またこの間、町内の経済におきましても、多大な

被害を受け、緊急事態宣言に伴います休業、さらに

は、今月末日で大変残念ながら廃業をやむなく迎え

る老舗の貸席など、その影響においては計り知れな

いものがあります。 

 しかし一方では、新型コロナウイルスの罹患にも

負けず、長期の休業をしていたタクシー会社も、そ

のコロナ対策をしっかりと図りながら業務の再開が

行われ、町内の小中学校においても６月１日から授

業が始まり、児童生徒の元気な笑い声が町内におい

て登下校時に見られるなど、明るい話題も少しずつ

ではありますが見えてきている現在であります。 

 いずれにいたしましても、１日も早く新型コロナ

ウイルスのワクチンが開発され、元の生活に戻れる

日を心から願っているところでございます。 

 さて、そのような中で、新型コロナウイルスに関

わります今後の様々な影響について、町長及び教育

長にお伺いをさせていただきます。 

 １点目は、新型コロナウイルスの蔓延防止による

緊急事態宣言が発令されて以来、上富良野町のみな

らず、全国的に経済活動が大幅に減少されました。

飲食店、宿泊業はもとより、物販に至るまで、その

影響は甚大なるものでありましたが、町としては、

いち早く飲食店や宿泊業者に持続化の奨励金を給付

するなどの対応を図り、さらに５月に入っては、そ

のほかの業種にも同様の奨励補助を給付するなどの

手だてがなされ、加えて、飲食店で利用可能なクー

ポン、また１８歳以下の子どもたちへの食事券など

の事業も行われており、今まさに、商工会を通じ、

プレミアム商品券には３０％の上乗せをし、かつ１

世帯１０万円までの購入限度の引上げなど、様々な

方策が取られていることには大変評価をさせていた

だきます。 

 そこで、改めてお伺いいたしますが、この間、い

わゆるこれらの奨励金に関しましては、前年度の売

上げに対し、この影響において奨励金を出しており

ましたが、その前年度の売上げ等に比較的影響を受

けてこなかった業態の職種というものがあります。 

 例えばでありますが、農業であったり、医療もそ

うですが、そして農業者を対象に業務を営む工業系

の方についても、春というものについてはあまり影

響を受けず、秋以降にそれらの影響が出るというふ

うに言われておりますが、それらの影響が出てきた
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場合に、町としてどのような対応策を講じる考えが

あるのか、町長にお伺いをいたします。 

 ２点目は、新型コロナウイルスにより学校が、

土・日も含めましてですが、４５日程度休校になり

ました。授業の遅れも大きく、その遅れを取り戻す

ために、北海道教育委員会といたしましても、私の

質問した時点ですのでちょっと情報がずれてはおり

ますが、夏休み、冬休みの短縮、また、土曜の登校

などという案が様々示されました。学校現場におき

ましても、それらの対応に非常に苦慮していると現

場の話を伺っているところでございます。 

 また、このことにより、既に中高においても各種

のスポーツ大会、また、文化の中文連、高文連など

の中止はもとより、様々な学校授業も短縮や中止、

または短い期間での詰め込みなどの懸念が考えられ

ています。児童生徒におきましても、心の余裕が持

てずに、ストレスを持ちながら学校生活を送ること

のないように、今まで以上に心のケアを行える対応

が必要と考えますが、それらの措置はどのように

行っていくのかを伺い、併せて、私も今しておりま

すが、これから夏期に向けて気温の上昇に伴い、マ

スク着用による熱中症の心配が懸念されますが、こ

れらの対応について、現場でどのように行っていく

のか、教育長にお伺いをいたします。 

 ２項目めでございます。 

 現在、町で進めている町立病院の建て替えについ

て町長にお伺いをいたします。 

 町で進める町立病院の建て替えについて、現在そ

の立地場所、また規模、運営状態について、現在分

かっている範囲で構いませんが、スケジュールなど

詳細が分かれば、お伺いをさせていただきます。一

部につきましては、所管である厚生文教にデータが

示されておりますが、改めてお伺いをさせていただ

きます。 

 ２０２５年までに建て替えを完了し、運営してい

くための基本計画については、その準備を図られて

いるとのことでございますが、建て替えの候補地に

ついて、数か所の候補地があるように思いますが、

やはりこの間、町民に愛され利用されてきていた町

立病院の背景や、また現在、入院されている患者の

ことを考えると、病院の建て替えというのはやはり

敷地内の隣接した場所がふさわしいのではないかな

というふうに考えますが、町長はいかがお考えをさ

れているのか。 

 併せまして、建て替えの病院につきまして、この

間、北海道の医療構想におきましても、入院ベッド

数について様々な考え方が示されておりますが、こ

の上富良野の状況を鑑みたときに、やはり入院機能

を持つ病院として、また救急も引き続き継続できる

病院としての形態を維持することが大変望ましいと

考えておりますが、このことにつきまして、今後も

積極的に町立病院を病院としての維持に臨まれる考

えがあるのかを町長にお伺いいたします。 

 それと、２点目につきましては、昨今、医療の在

り方についても非常に多様性が求められているとこ

ろであります。施設の入院と、それと在宅、居宅を

うまく取り込みながら、医療スタッフの確保や、ま

た業務軽減などをはじめ、医療費の抑制等に国もシ

フトしている状況にあります。 

 このような中で、新しく建て替える病院の中に、

仮称ではございますが「在宅支援室」のような、そ

ういったポストを配置して、施設での入院と併せた

在宅医療への支援をしていくお考えはないのかをお

伺いさせていただきます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の２項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの新型コロナウイルス感染症によ

る影響対策に関する２点の御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、１点目の今後、新型コロナウイルス感染症

により、減収等の影響を受ける業態が拡大した場合

の対応に関する御質問でありますが、現在まで、町

独自の緊急経済対策の中では、御質問にありました

農業関係等については、直接支援の対象としては想

定をしてこなかったところでありますが、個人事業

者の持続化給付金など、国の制度利用においては情

報提供等の対応を図ってきており、ＪＡにおきまし

ても、組合員に対し情報が提供されております。 

 今後につきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響が長期化するなど、追加、あるいは新たな支

援等が必要となった場合には、農業に限らず、これ

まで対象としてきた業種も含め、影響のある全ての

業種を対象として、真に必要な支援の在り方につい

て検討が必要になってくるものと考えております。 

 いずれにいたしましても、経済対策のみならず、

安定した住民生活が取り戻せるよう、国や道の動向

も見極め、状況に応じて必要な対応を図ってまいり

ます。 

 ２点目につきましては、後ほど教育長よりお答え

させていただきます。 

 次に、２項目めの町立病院建て替えについての御

意見にお答えいたします。 

 まず、町立病院の建て替えスケジュールにつきま

しては、令和７年度の竣工に向けまして、本年度は

基本構想及び基本計画、令和３年度に基本設計、令

和４年度に実施設計並びに建設着工、令和５・６年

度において建設の予定を持って計画的に進めてまい
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りたいと考えております。 

 御質問の病床規模、病床機能及び立地場所等につ

きましては、本年度、既に着手しております「町立

病院 基本構想、基本計画」の中で検討している過

程にあり、おおむね７月末を目途にまとめる予定の

基本構想においてお示ししてまいりたいと考えてお

ります。 

 既に御説明してきております「町立病院整備に伴

う基本的な考え方」で述べさせていただいておりま

すように「現在の診療科目（内科・外科）と救急科

は継続し、一次医療病院としての役割をしっかりと

担えるよう機能的な病院とし、一般病床３０床程

度、併設する介護保険施設４０床程度とする」こと

を基本として検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、立地場所につきましては、現病院を運営し

た中で建設しなければならないことから、ある程

度、建設用地については限られてくるものと考えて

おりますが、施設規模、利用者等の利便性、将来の

福祉施設との連携も視野に入れた中で、事業費等を

総合的に検討した上で、現病院施設敷地及び隣接す

る公共用地も含め、決定してまいりたいと考えてい

るところであります。 

 また、新病院において「在宅支援室」を設置して

はとの御質問でありますが、超高齢化社会において

求められる機能であることは理解するところであり

ますが、町立病院単独事業としては、医療資源の確

保をはじめ、課題も大きく、新病院の構想に加える

ことは困難と考えており、地域医療全体での課題と

して捉えていくべきものと理解しておりますこと

を、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ５番金子議員の新型コロ

ナウイルスによる今後の影響対策における２点目、

児童生徒に対する心のケアや夏季授業における感染

予防対策についての御質問にお答えいたします。 

 児童生徒の心のケアにつきましては、子どもたち

が長期休校を余儀なくされたことにより、様々な不

安を抱えていると考えられることから、北海道教育

委員会より通知された「小学校、中学校、高等学校

及び特別支援学校などの再開に当たっての留意事項

について」などを踏まえ、私どものスクールカウン

セラーを中心に、学校や関係機関と連携するなど、

教育相談体制の充実を図っているところでありま

す。 

 子どもを取り巻く環境が大きく変化していること

や、進級や進学など児童生徒が不安なども感じやす

いことを踏まえ、学校現場においては、これまで以

上にきめ細かく児童生徒を見守り、小さなサインを

見逃すことなく、早期発見・早期対応に万全を期し

てまいります。 

 次に、夏場の体調管理についてでありますが、文

部科学省より「新型コロナウイルス感染症に対応し

た持続的な学校運営のためのガイドライン」が示さ

れておりますので、これを基本に対応を進めている

ところであります。 

 ガイドラインでは、児童生徒の学習を補うため、

夏季休業期間中に登校日を設ける自治体において

は、その際の児童生徒などの健康確保に向けた取組

に留意し、気候などの状況等により、熱中症などの

健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合

は、換気や児童生徒間に十分な距離を保つなどの配

慮をした上で、マスクを外すよう対応することなど

が示されておりますので、その時々の状況に応じて

創意工夫を凝らしながら適切に対応してまいりま

す。 

 また、引き続き、子どもたちが新型コロナウイル

ス感染症について正しく理解するよう指導するとと

もに、学校管理においては、感染及びその拡大のリ

スクを可能な限り低減しつつ、教育活動を継続し、

子どもたちの健やかな学びを保障していくよう努め

てまいりますので、御理解を賜りたいと存ます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 朝からずっとコロナの質問

で、私で最後ですのでよろしくお願いします。 

 町長の御答弁の中にありました、今まで行ってき

た町の対応に加えて、これから起こるべきところで

あろうというものに対するある程度の備えというも

のについて、一定程度私も理解できたところでござ

います。 

 それで、本当に私は、農業についてはそんなに深

く町長ほど知り得ていないので、間違ったこともあ

るのかもしれませんけれども、やはり特に奨励作物

であったりするようなものというのは、比較的収益

性が高かったものが、このコロナ禍の影響で、例え

ばメロンのようなものであれば、行き先の不安とい

うものを個々の農家の方も持っていらっしゃる中

で、今までであれば、継続的にお中元であったり、

デパート、百貨店、そしてホテル等々に流れていっ

たものが、なかなかその先が読めないということ

で、しかしながら、春には作付をしていかなくては

いけない。 

 そのような中で、我々商業者に対して、町の取っ

ていただいたものであったり、経産省が取っていた

だいたものは、本当にいいねという話を聞いており

ます。 

 これから基幹産業である農業も、Ｕターンしてき
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た若い人たちが根づいて耕作地を放棄しないために

も、しっかりと町としての独自なケアというものも

必要というふうに考えますが、その点はいかがでご

ざいましょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 実は、農業分野等におきましても、北海道は、冬

に栽培できないという状況でございますので、なか

なか体感として感じることはできませんけれども、

実は本州におきましては、まずお花を栽培している

人だとか、学校給食向けに野菜を小規模ながら継続

して提供しているとか、そういうような業種はもう

既に大きな影響を受けております。さらに言えば、

高級和牛を出荷するような畜産農家も、ホテルだと

かレストランだとかがもうほとんど営業しておりま

せんので、非常に大きなダメージを受けておりま

す。そういったことに対しまして、経産省、あるい

は農水省を通じて持続化給付のようなものが既に大

いにＰＲもされておりますし、活用が進んでいるか

と思います。 

 今度は、北海道のような農業形態のところに徐々

に影響が及んでくると思います。農協等も、今、持

続化給付金等は申請できるような状況ができており

ますが、なかなかまだ情報が行き渡っていないとこ

ろもありますし、むしろ、これから想定される、特

に米については、外出自粛等が言われた当初は、子

どもたちが家にいる時間が長くなったものですか

ら、それっということで、米をどんどん食べていた

だきまして、農協あたりに聞きますと、精米が追い

つかないというぐらいが一月あったかないか。また

元の木阿弥に戻ってしまったというふうに聞いてい

ます。 

 これから、そういうことが想定されますので、そ

ういうことに対して、国としてしっかりと保障、所

得を支えれるような仕組みと併せて、町独自でも、

事業の継続に資するような対応策とか、生活を安定

させるための仕組みとかというものは想定しておか

なければならないと考えておりますので、いろいろ

これから研究をしながら、遅きに失しないように対

応してまいりたいと考えております。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 農家の方についても持続化

給付金のようなものが用意されていて、それが隅々

までいくということで、やはり一段落できる、ま

た、安心した耕作ができるということは、やっぱり

何よりだと思います。 

 それに付随する町内の工業系の人についても、ヒ

アリングを行った結果、当然、春というのはあの業

種はそんなに忙しくないらしいのですよね。ただ、

夏から秋に向けて農業者が忙しくなる、そして農業

者のところにお金が入ってくるとともに併せて、や

はり農機具をちょっと直したりですとか、新しくし

たりとかというところがあるのが、やはり懸念され

るのは、コロナ禍によって農作物の出荷が滞るな

り、また予定していたお金が入らないことによっ

て、やはり我慢しようであったりとか、そういうと

ころも併せた経済の負のスパイラルになるのではな

いかなというふうになっております。 

 ６月１４日ですか、第２次の国の補正予算が３２

兆円規模でなりまして、またいろいろな中での地域

創生に関することでの支援というのがありましたけ

れども、１次のときのような直接的な商業者、工業

者に対する持続化がなかなか見えてこない中で、や

はり町としても、それらの今回の第１次で取りこぼ

した業種というところも出てくると思いますが、そ

れらのケアということについては、どのようにお考

えでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 金子議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 まさしく、そういう懸念はこれから生じてくるも

のと理解をしております。とりわけ、農産物を利用

してなりわいを立てている業種の方々、小売であっ

たり、あるいは仲介業であったりというところは、

これからもろに、そういう影響を受ける懸念がござ

いますので、そういったところの状況をまずしっか

りと私ども捉えていくことが必要でございますの

で、先ほどの答弁と重複いたしますけれども、国、

北海道で全体として支えていただけるような分野、

あるいは上富良野特有のそういう業種形態もありま

すので、そういった方々に対する支え、これはしっ

かりと中身を分析して、町が独自に取り組めるもの

が想定される場合には、それに対応できるような仕

組みをどうつくるかということを検討してまいりた

ういと考えております。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） この間の町の取組について

も、コロナの対策をコロナの蔓延するのを防止する

と同時に経済を止めない、本当に疲弊した経済を何

とかてこ入れしていこうという町長の考えが非常に

表れた政策が出ているのですね。 

 今回の御答弁いただいた中においても、経済対策

のみならず、町民の安定した生活が取り戻せるよう

にということでありました。 

 もう一つ、通告外であれば御答弁は要らないので

すけれども、いわゆる第２次の補正予算の中におい

て組み込まれた、いわゆる今でいう経済対策プラス
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医療従事者に対するケアというのもカリキュラムの

中では１次から入っている中で、２次ではっきりと

数字が出されておりますが、併せて、この後の病院

のこともあるので聞きたかったのですが、医療従事

者の中に薬剤師の危険手当ということではないです

が、そういったものというのは町の病院でもしっか

りとケアができる、コロナの今後の第２次の対策で

盛り込まれていくものなのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の御質問でご

ざいますが、医療分野については、今回の２次補正

の中では、とりわけ、国といたしましては手厚く

フォローしようというような思いが込められている

ようでございます。 

 今、御質問にありましたような個々の役割につい

てどのようなサポートがなされるのかということ

は、ちょっと私、情報としては持ち得ておりません

が、いずれにいたしましても、介護現場等について

は、もう既に介護保険の支給の増額等がもう織り込

まれておりまして、近々御提案もさせていただくよ

うなことになろうかと思います。そういうようなこ

とが今回盛り込まれておりますので、そちらのほう

にも目が向いていくものと思っております。  

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） ありがとうございます。 

 上富良野はどうか分かりませんが、コロナの影響

で受診が減って、病院の経営が非常に厳しくなって

いるというニュース等も流れているので、何とかそ

ういったケアも併せて、経済とは別な部分でもして

いっていただければと思います。 

 ２点目の学校のほうの質問について再質問させて

いただきます。 

 大変丁寧な御答弁をいただきましてありがとうご

ざいます。一生懸命現場でも取り組んでいるのだな

というのが伝わってまいりました。 

 もちろん、タブレット等々を駆使してネットでの

授業を進めていくというのも私は否定しませんし、

大変すばらしいことだなと思う一方で、やはり学校

というのは、特に義務教育というのは、教育長が一

番御存じだと思いますけれども、勉強だけするとこ

ろではなく、やはり友達と触れ合って、痛みを知っ

て、笑って、様々な達成感を持つようなカリキュラ

ムをやっていくことというのが一番大事だというふ

うに私も考えております。 

 そんな中で、ちょっと懸念されるのが、用意ドン

で始まって、すぐ学校が休みに長期間なってしまっ

たというところで、学校に行かないくせがついてい

るという懸念が、親御さんが持たれているというと

ころもちょっと伺ったりしております。 

 国においても、子どものＳＯＳホットラインのよ

うなものも用意はしておりますけれども、やはりそ

こに電話して解決できることばかりではないと思う

のですけれども、現場での対応はやっぱり人的なも

のであったり、そういうところを若干手厚くするこ

とが安心した登校につながるのではないかなという

ふうに考えますが、この点いかがでしょうか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ５番金子議員の御質問に

お答えをしたいと思います。 

 子どもだけではなく、大人も長期間休んだら仕事

行きたくないなというふうになるのが普通だと思い

ます。子どもですから、余計そういうふうになるな

というふうに思っています。 

 さて、それで学校の現場においてそのような状況

が頻発しているかといいますと、何とか学校に来て

いる子が大半であるというふうに聞いていますし、

今までも不登校だった子の数、そして学校が再開し

ての不登校の数、これについては増えておりません

というのが一つ安心しているのですけれども、た

だ、子どもたちはやっぱりストレスで非常に体力的

な部分も含めて、授業を６時間あると、最初のほう

は午前中は何とかなっているけれども、午後からは

疲れが伝わってくるなと。そして睡魔と闘っている

子どももいるというようなことが、家庭向けの学年

だよりに書いてあったりしています。それが大人も

子どももそういう長期間の中では出てくる現象だな

というふうに思っています。 

 それをどういうふうにしていくかと。最近、学校

が始まって３週間たちました。その中でかなり落ち

着いてきているという状況もあります。かといって

安心はできませんけれども、しっかりと担任、また

養護の先生と連携した取組の中で、教室でしっかり

変化を、今マスクしていますから、変化をしっかり

と押さえるのも非常に難しい部分もあるというよう

なことも聞いていますけれども、みんな教育のプロ

ですから、頑張ってくれということを私のほうから

も伝えていまして、先日、参観日がありました。上

小の参観日でしたけれども、全ての学級を見てみま

したけれども、みんな子どもたちは元気に先生方の

ほうをしっかり見て勉強しているので、ちょっと安

心して帰ってきたという部分も含めて、結局は、

しっかりと変化を見逃さないようなことで先生方も

取り組んでいますので、それもしっかり教育委員会

としても応援していきたいし、しっかりとフォロー

アップしていきたいなというふうに思っていますの

で、御理解をいただければと思います。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 不登校の問題について、そ
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の後増えていないというところでは一安心するとこ

ろでございます。 

 質問の中でもさせていただいたのですが、高校生

は別としまして、中体連や中文連などの中止という

ところも、多感な時期の子どもたちにとっては、一

つの積み重ねてきた目標を失ってしまうということ

で、ちょっと挫折感というか、目標を見失ってしま

うようなところもございました。この間、高野連に

おいて選抜の学校を甲子園に呼んで試合を１試合ず

つさせるとかという計らいもありましたが、受験に

関わるカリキュラムの２５日間以上も学校の授業が

なくなったというのも本当に大きいところではござ

いますが、一方で、スポーツであったり文化の発表

の場というのもやはり子どもの時期の大事な大事な

ことだと思います。 

 これらの部分というのは、やはり教育委員会独自

で上富良野町内でできるものもあれば、上川管内の

中で校長会及び北海道の教育委員会の上川の中で話

合いをした中で、何か発表の場のようなものがある

ことによって、またそれが子どもの心の励みにな

り、一生懸命また勉強も頑張ろうということにつな

がっていくのではないかなというふうに考えます

が、こういった対応というのはどのようにお考えで

しょうか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ５番金子議員の御質問に

お答えをしたいと思います。 

 本当に、金子議員からお話しいただいたとおり、

子どもたちのモチベーション、そして３年生であれ

ば最後の中体連だったり、文化だったり吹奏楽、そ

れぞれクラブ活動の最後の年に当たるということ

で、非常にショックも大きかっただろうし、やる

気、けじめがつかないというような状況であること

は、もう間違いのない話です。 

 そういう動きが、学校の中体連だとか中文連だと

か、そういうところでも、それらの思いを何とかし

てあげたいというような動きがあります。競技によ

るのですけれども、やっぱり感染症を極力避けなが

らということで、今、私の持っている情報の中で

は、卓球の関係が富良野地区の卓球大会を上富でや

ろうといういうことで、今計画が近々されていると

ころです。ほかの競技も、コロナ対策をしっかり取

りながらという部分がクリアできれば、そういう方

向でこれから動いていくというふうに思っておりま

すので、ともかく、皆さんと一緒に上川管内、全道

でコロナ対策をしっかりして感染を最小限にしてい

くとことを我々もしていかなければならないのかな

と、ちょっと余分な話ですけれども、そうしないと

学校は守られないということで、お願いをしたいな

と思います。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） いろいろな取組に対して敬

意を表するところでございます。 

 熱中症の件について、ちょっとお伺いしますが、

コロナの初期症状と熱中症の症状というのが、用意

ドンが似ているということで、コロナも大変危険で

すが、一方で熱中症も大変危険だというふうに医療

関係者から言われております。 

 それで、同僚議員の質問の中にも熱中症対策につ

いてどうするのだみたいなことがありました。御答

弁の中で、エアコンはちょっと難しいよと。それも

私も理解できています。 

 それで、現場からの声もありまして、私も児童生

徒の父兄からも言われているのですけれども、でき

れば、今までは、必要以上に換気をするとかという

のはそんなになかったのだけれども、これからは義

務的に換気は必要で、常時、窓はやっぱり開けま

しょう。もちろん熱中症もそうですけれども。 

 それで、学校に網戸がないのですよね。上中にお

いてはガムテープでちょっと簡易的につけてやって

努力をされているというふうに思いますが、ぜひこ

れを機会に、ロール式がいいのか、横からしゅっと

やつのがいいのか、完全にサッシを作ったものまで

ではないにしても、やはり各教室には網戸を設置し

た中で今後の換気対策について対応できるようなも

の、学校に対する工作物がいろいろな補助の関係で

難しいというのも、もしかしたらあるのかもしれま

せんけれども、せめて網戸を各教室に配置して、換

気と暑さ対策ということを取るようなことはできな

いのかお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ５番金子議員の御質問に

お答えをしたいと思います。 

 基本的に、網戸の話は、検討の中には当然入って

いるところです。ただ、網戸による換気というの

は、網戸がない換気より劣るのですね。暑さ対策に

ついても、網戸のないほうが風がしっかり入ってく

ると。逆に塞ぐのですね、網戸があると。目が小さ

ければ小さいほど塞ぐということもあります。本当

にそういう部分では、つけるつけないを簡単には言

えない部分があります。 

 ただ、防衛の補助をもらっている建物だというの

も一つありますけれども、それより何より自分たち

の命を守ることのほうが大切だというのも感じては

いるのですけれども、そういう意味でどれが一番効

果があるかというのは、ちょっと検討をもっとして

いかなければならない。 

 上富良野小学校であれば、ちょっと具体的な話に
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なりますけれども、放課後クラブで使っている教

室、１階の多目的教室はエアコンが入っています。

子どもたちの授業が終わってから使っていましたけ

れども、そこを午前中だけ開放しようと。午前中で

授業が終わると、次の低学年の子どもたちが入って

きますから、取りあえず４時間だけはそこを開放し

ようと。学校のほうで使ってもらおうということで

エアコンの入ったところがあると。あと、３階のコ

ンピュータールームにエアコンが入っていますか

ら、そこも何とか使ったらいいのではないかと。 

 いろいろ考えていないわけではないです。考え

て、子どもたちが熱中症にならなように、少しでも

暑さの中でしっかりと学習に集中できるようにして

いきたいなということで考えておりますので、網戸

に限定した話ではなく、対応させていただければな

というふうに思っているところです。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 現場の中から網戸というの

もあれば非常に虫等も入ってこないで授業に集中で

きるなというお声もありましたので、一応お伝えを

しておきます。 

 続きまして、病院の建て替えについてお伺いをさ

せていただきます。 

 まず、町長のお答えの中で、しっかりと今の機能

を維持していきたいという強いお考えがあることに

対して、一住民として大変安堵感を持つところでご

ざいますし、また、この間、私も多くの住民の皆さ

んにヒアリングをしたところ、やはり入院病床は必

要だ。そして介護病床というのも、これはやはり町

立病院で最後まで、最後という言い方は失礼です

が、しっかりと診ていただきたいという声が非常に

多いものですから、何としてでも、まず病院の機能

を持っていただきたい。 

 そして駐屯地を抱え、また観光地でもある以上、

近年ほど救急業務も増えておりますし、隣の協会病

院のゲートキーパーとしても非常に大きな役割を

持っている。当然、医療従事者には負担は大きいで

すけれども、２４時間３６５日の町民の生命と健康

を守っていく上でも、救急業務というのもしっかり

と守っていっていただけるということに非常に強い

安心感を抱いているところでございます。 

 建て替えについてでございますが、この間、いろ

いろな病院関係の人のお話を伺ったところでも、や

はりできる限り患者は長距離を移動させるというリ

スクが少なければ少ないほど助かるし、併せて、今

ある病院のところからできる限り近いところで建て

替えられると、様々なメリットというものが生じて

くるのではないかという声も聞いております。 

 プロポーザルの中で、町長が建て替え用地という

ものをいろいろ提案があるというふうに伺っていま

すが、これはあくまでも私見かもしれませんが、同

一の敷地内に上がってくることというのが最も現実

的になるのではないかなというふうに考えるのでご

ざいますが、その点はいかがでございましょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 金子議員の病院の改築に関

します御質問にお答えさせていただきます。 

 議員から御発言ございましたように、私も基本的

には、建て替え予定の場所の考え方でございます

が、やはり現在の敷地の中で収めたいというのが一

番望むところでございます。物理的に可能かどうか

ということは、これから検討してまいりますが、多

層化を図るなり、そういった工夫をしながら、何と

か収まればいいなという期待も持っております。 

 若いドクターの方々、実際に出張医としてこられ

る医大の先生方と情報交換しますと、現実のお話と

しては、出張でこられる先生方も一定程度の希望感

のある病院でないとなかなか足が重いというような

こぼしも教授の先生方からも伺っておりまして、そ

れと加えて、ゲートキーパーとしての役割も、やっ

ぱり一次医療施設としての機能は満たしてまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） ごめんなさい、私の説明が

ちょっと悪かったので、もちろん同一敷地というの

は、例えば大町２丁目にあるのが宮町の３丁目に建

てようかとかということではなくて、やはりあの一

角の中でできるというのが一番現実的だなというふ

うに考えております。 

 医療従事者の方のお話をいろいろ伺っていきます

と、やはり今、町長がおっしゃる話とまさに共通す

るなというところで、ある程度の医療の提供ができ

るものがやはりこの上富良野町には必要だというふ

うになっております。 

 それで、あまりだらだらと質問しても駄目なので

終わらせたいと思いますけれども、在宅支援室とい

うのをいきなりつくるのはやはり難しいと思うので

すね。これは、町民の声の中で、大都市の中の病院

に行くと、病院として経営する訪問看護を持ってい

たりとか、また、退院した後の不安をしっかりとケ

アするための在宅支援室というものが一定病院の施

設の中にあることによって、入院から退院、通院と

いうところのケアをみとれますよというところのお

話であります。 

 もちろん、これらの技術には当然ドクターであっ

たり医療従事者に関わるところの関与が大きくなり

ますので、そこいらのことで、今の現在のドクター

の付加を大きくすることはちょっと難しいとは思い



― 40 ―

ますけれども、もしもそういう声が大きくなってき

て、マンパワーが充足されるようなときというの

は、行く行くはそういったものというのも、例えば

その中にあってもいいのかなと思いますが、その辺

はどうでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 金子議員の病院改築に関し

ます新たな考え方と申しましょうか、在宅を支える

資源につきましては、議員から今お話がありました

ように、まず前提に考えなければならないのは、そ

ういったマンパワーがまず確保できなければ機能し

ません。しかし一方では、これだけ超高齢化社会を

迎える中で、その必要性というものを求められるの

も事実でございます。 

 私の現在の思いの中では、新たな町立病院の中に

そういった在宅支援を補い、支えるものを設置する

のは非常にハードルがあるというふうに考えており

ますが、また一方では、地域として外せないものだ

なという位置づけもしておりますので、これはやは

り地域として、地域の医療資源全てを総動員して、

お互いに輪番制にするとか、あるいは共同でそう

いった部門を持つとかということは想定されていく

でしょうけれども、今、上富良野町立病院の中に専

門のそういうサービス部門を持つということは大変

ハードルが高いということで御理解いただきたいと

思います。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） まさに町長おっしゃるとお

りの分は大きいと思います。 

 今後の建て替えの中のスケジュールの中におい

て、ぜひ、当然進めていると思いますが、病院の先

生のお話、それから大事なのはスタッフの、いわゆ

るコメディカルと言われる部分のその方たちの意見

というのも、これからのずっと町立病院を運営して

いく上においては非常に大事だということでドク

ターからも伺っておりますし、併せて、医療、介

護、福祉というのは、これも包括で一括になってい

るものでありますので、ぜひそこらの連携をしっか

りと図りながらよりよい病院の建て替えを進めてい

ただきたいと思いますが、その点最後にお伺いをい

たします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 今さら申し上げるまでもなく、やはり町民の安心

感を提供できる最たるものが医療の充実でございま

すので、それに向けての準備に着手したところでご

ざいますので、こういったことを起爆剤に上富良野

というものに思いを寄せていただける方がどんどん

増えることを期待してもおりますし、さらに、これ

から超高齢化社会の中で、私として、究極は生涯現

役でいていただきたいということで医療の充実とい

うのは欠かせないものでございますので、併せて、

健康づくりとセットで町民の健康づくりに努力して

まいりたいと考えておりますので、引き続きご支援

賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、５番金子益三君の一般質問を

終了いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします。再開は１４時５

５分といたします。 

────────────────── 

午前 ２時４１分 休憩 

午後 ２時５５分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 次に、４番中瀬実君の発言を許します。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） 今日、最後の質問者です。皆

さんお疲れのこととは思いますけれども、もうしば

らくの間お付き合いをしていただきたいと思いま

す。 

 私は、さきに通告してあります１項目５点につい

て、町長にお伺いをいたします。 

 第８次農業振興計画実践プランの進め方につい

て。 

 国は、新たな食料・農業・農村基本計画の原案を

示しました。人口減少や国内市場の縮小が見込まれ

る中、可能な限り農業生産基盤を維持していく方針

を明記しました。 

 ２０３０年度カロリーベース食料自給率４５％、

生産額ベース７５％に設定。産業政策と地域政策を

車の両輪とし、国内生産を促し、農地と労働力を最

大限に活用し、国内生産物維持拡大、食料安全保障

の確立に資する実行性のある施策を展開する目標を

示しました。 

 上富良野町においては、第８次農業振興計画が策

定されました。国の農業政策は食料・農業・農村基

本計画であり、それを具体的に実施するのが実践プ

ランであると思われます。 

 上富良野町の耕地面積は６,０００ヘクタール、

そのうちの１,６７０ヘクタールは条件不利地であ

り、中山間地域直接支払事業の支援を受けながら営

農しているのが実態であります。 

 今さら言うまでもなく、我が町の基幹産業は農業

であり、農業を持続的に継続できる施策が今まさに

求められています。 
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 そこで、振興計画の実践プランについて５点、向

山町長にお伺いをいたします。 

 一つ、健全な土づくりの中の堆肥コントラクター

事業について。 

 今日に至るまで検討されているようであり、令和

５年度に実施の予定であるが、実行可能な事業なの

か、現時点の検討の中身について伺いをいたしま

す。 

 二つ目、担い手を支える体制づくり、スマート農

業の導入と推進について。 

 省力化、労働力不足、効率化のため、今後の最重

要課題と捉えているが、町として人材育成や組織づ

くり、機材導入の支援についてどのような施策を考

えられているのか伺います。 

 ３番目、担い手の確保と体制強化について。 

 多様な人材が就農できる支援体制整備について

は、既に一部実施となっている。新規の就農者に対

する受入れ体制整備は、移住者も対象としているの

かを伺います。 

 ４番目、前回の実践プランの計画期間は平成２８

年から平成３０年、今回の実践プランは令和２年か

ら令和５年であります。令和元年は空白期間なので

しょうかお伺いをいたします。 

 ５番目、全ての実践プランについてスピード感を

持って実施すべきと考えるが、どこまでが研究でど

こから検討なのか、目安について明確にお伺いをい

たします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番中瀬議員の第８次農業

振興計画実践プランに関する５点の御質問にお答え

させていただきます。 

 農業の近代化、国際化が進む中で、本町において

も時代に対応する農業の体質強化が強く求められて

おり、担い手の育成・確保や農地の集積・集約化を

進めるとともに、規模の大小や条件にかかわらず、

生産基盤の強化を図り、安定した農業経営の確立が

重要と認識しております。 

 このような状況を踏まえ、まず１点目の堆肥コン

トラクター事業についてでありますが、現在の畜産

農家における家畜排せつ物の処理状況については、

個々人において、適正な管理の中で処理され、耕種

農家と連携を図り、環境保全と土づくりに寄与して

いるところであります。 

 今後、経営規模拡大による飼料生産、堆肥調整等

において労働力不足という状況も想定され、堆肥コ

ントラクターの整備時期については、畜産農家の意

向を尊重しながら、引き続き検討してまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、２点目の担い手を支える体制づくり等につ

いてでありますが、人材育成につきましては、「新

たな農業担い手育成支援事業」により、富良野緑峰

高等学校特別専攻科、道立農業大学校に係る授業料

等の助成、就農研修や就農者に対する住居等の支

援、研修受入れ者への助成について、引き続き取り

組んでまいります。 

 一方、急速に技術が進んでおりますスマート農業

の推進に関しましては、積極的に関心を持つととも

に、生産者団体や研究グループなどと連携し、推進

体制の充実を図ってまいります。 

 次に、３点目の担い手の確保と体制強化について

でありますが、新規就農者に対する受入れ体制につ

きましては、町民の方はもとより、農業に関して意

欲を持った方で、本町において農業を営むことを希

望する方であれば、対象者を限定するものではな

く、より多くの方が希望されることを期待するとこ

ろであります。 

 次に、４点目の農業・農村振興実践プランの計画

期間についてでありますが、農業振興審議会におき

まして、平成３１年度は、第７次農業振興計画及び

平成３０年度までの実践プランの検証と第８次農業

振興計画に伴う実践プラン策定を行う１年と位置づ

けしたところであり、第８次農業振興計画を補完す

る実践プランにつきましては、令和２年度から令和

５年度までの計画期間で策定を行ったところであり

ます。 

 次に、５点目の実践プランの「研究」と「検討」

の目安についてでありますが、農業振興審議会に

て、これまでの取組について検証・検討を行い、新

たな実践プランの策定を行ったところであり、計画

に示した各項目の実現に向けて、基礎資料の収集や

先進事例の調査などといった段階を一般的に「研

究」と表現し、それらを踏まえ、実践に向けた過程

へ移行する段階を「検討」と表現しているものであ

り、スケジュール感を示す表現方法として用いてい

るもので、明確な線引きに基づいた表記としている

ものでないことを御理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） ただいま答弁をいただきまし

たけれども、どうもこの内容では理解を賜れないの

で再質問させていただきます。 

 まず、１番目のことについてでありますが、堆肥

コントラクターの関係についてでありますけれど

も、このことについては、町長も農業者であります

し、私も農業者であります。堆肥の重要性は、ほか

の人よりも農業者が一番分かっております。地力を

維持するために、堆肥を入れたり緑肥を投入した
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り、いろいろな方法で農業者は地力を維持するため

にお金をかけております。 

 ところが、最近は、残念ながら、労力不足と高齢

化、そういったことも絡んできまして、堆肥を入れ

れば地力の増進になり、地力の維持になる、これは

分かっているのだけれども、それが現実にはできな

いというのが現状であります。それは町長も御存じ

だと思いますけれども、それを実践するために堆肥

コントラクター、この事業を私は本当は期待をして

おります。 

 この堆肥コントラクター事業をやっていただくこ

とによって、先ほども言いましたけれども、労力が

なく、機械がない、だけれども堆肥を入れたい、そ

ういう人が町内にはかなりの数の方がおられると思

います。そういった人たちのニーズを把握して、こ

れだけの事業をやるときに、いわゆる事業を引き継

いでくれる、委託をしてくれるといった業者が、こ

れだけの間検討しておりますので、どこまでそう

いった事業者がいることを今現在でつかんでいるの

か、それとも、これをやるために農業者に声をかけ

ているのか、そういったところをまずお聞きしたい

と思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番中瀬議員の堆肥コント

ラクターについての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 堆肥の必要性、あるいは地力増進等に関わる認識

については、御発言のとおりと私も理解をしている

ところでございます。 

 そもそも、この堆肥コントラクター事業について

着想いたしました原点は、畜産経営をされている

方々が自らの畜産経営の中で家畜排せつ物が多量に

出てまいります。それらに関して、当時、農業会の

動きの中で、それらを大規模メガファームが存在す

るような十勝地方などでは、バイオマス発電のほう

にシフトした経過がございますが、私どものところ

はそれだけの規模感もございませんので、畜産農家

の方々といろいろ情報交換をさせていただきながら

堆肥コントラクター事業を通じて、そういった家畜

排せつ物の処理を安定的に行おうというところに着

想したところでございます。 

 その後、何年も経過しておりますが、第７次の農

業振興計画の中でもそういったことを掲げておりま

すが、私どもが想定しているような速度をもって多

頭化がなされたり、規模拡大がなされたりというよ

うな動きがない中で、既に耕種農家と結びついてお

りまして、今のところは処理ができているというこ

とを受けまして、検討を重ねているところでござい

ます。 

 しかしながら、依然として今後求められてくる事

業ということには変わりはございません。ですか

ら、今、畜産農家の方々も若い世代にバトンタッチ

がされておりますので、これからそういったニーズ

が具体的に出てくることが想定されますことと、そ

うなりますと、その作業を請け負う、あるいは作業

をされる受皿が必要となります。それは、農業者自

らするということは非常に労力確保の面からも課題

が多いなということで、そういった受皿をぜひ作っ

て、あるいは農業者自らが組織をして運営していく

というようなこと、それはいろいろ想像できますけ

れども、そういうようなことを目指して、これか

ら、そういったことが実行可能であると思います

し、求められてくる事業だというふうに押さえてい

るところでございます。 

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） 今の町長からの答弁では、当

面の間は堆肥コントラクター事業そのものは、実行

しなくても、いわゆる畜産農家が堆肥を耕種農家と

うまく連携を取って処理をしているので、今のとこ

ろは特に問題はないということなのでしょうけれど

も、現実の問題として、令和５年には実施というこ

とになっています。まだ先３年はありますけれど

も。 

 実施するということになれば、この基本的な堆肥

の施設については、いわゆる堆肥製造施設を設置す

るということが目標というか、取組の内容になって

います。これらというのは当然、ある程度の見込み

はなければ、もう既にそういったところをある程度

想定しながら取り組んでいかなければ、すぐ２年や

３年たってしまいます。 

 それらのことについて具体的に、もしこういうこ

とをやるときに、取り組んでくれる農業者がいるの

か、例えば業者がいるのか、そういったことを今ま

での検討の間に具体的な話があったのかないのか、

それをまず確認します。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の御質問お答えさ

せていただきます。 

 これまでの過程の中のお話を申し上げますと、具

体的に排せつ物の処理に困難を来しているというよ

うな畜産農家の実態が一方で固まってきませんと、

事業者を探したり、あるいは受皿を構築したりする

ということの背景が実態にないと、御相談申し上げ

るにも非常に説得力を欠きますので、まだ畜産農家

の方々からそういう強いニーズが生まれてきており

ませんので、議員から御質問がありましたような具

体的な立てつけについては検討に至っていないとい

うのが実態でございます。 
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○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） 農業者が、先ほども申し上げ

ましたけれども、だんだん高齢化したりとか、機械

がないから地力維持するための堆肥が使えないと。

確かに、畜産農家と耕種農家がうまく結びついて、

ある程度の堆肥を処理しているから今は必要ないと

は言われましたけれども、そうではなくて、この事

業を行うとしたとき、農業者の方々が利用したいと

か、利用してみたいとか、そういった調査はしてい

ないですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の御質問お答えさ

せていただきますけれども、そういう思いが農業者

の中に、あるいは畜産農家に潜在しているかという

ことについての意向はこれまでも伺っておりまし

て、そういう意向をお持ちだということは確認をし

ております。 

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） いずれにいたしましても、堆

肥というのは、畜産農家がいる限り必ず出てくるも

のでありますし、それをうまく利用して、そして農

家の方々が地力維持のためにこれを使用して、良い

作物を作って、そして皆さんに安心・安全な作物を

作ることに心がけていただければ、非常にいいこと

だと思っておりますので、でき得る限りある程度の

農家の方には対応できるような、必要に応じてやる

ということは当然でしょうけれども、これだけの施

設を造るといったら、当然事業を起こさなければで

きないことことですよね。ある程度の金額が必要に

なってくる。だとすれば、先ほども言っていますと

おり、令和５年に実施したいというふうな計画を立

てておりますので、それまでの間に実施不可能と、

これが必要ないのであれば、この計画の中から省い

てもいいと思います。必要がないのであれば。 

 だけれども、ある程度これに組み込んでいる以上

は、必要だろうということを前提の下にこの計画を

立てているのだと思いますので、そこら辺のとこ

ろ、１年、２年はすぐたってしまいます。ですか

ら、それらのことについては、きちっと把握をし

て、そして利用する人がいるかいないか。そして畜

産農家の方がきちっとそれらに対応できるかという

ことも確認しながら事業を進めていただきたいと思

います。 

 それから２番目ですが、担い手を支える体制づく

りの関係でございます。 

 先ほどから言っておりますとおり、農家戸数が

減って、就業者も平均年齢が上がってきておりま

す。作業も大変ですし、面積を維持するのも大変で

す。昔は、農業は３Ｋと言われました。でも、今は

若い人が頑張れば、極端な話、経験がなくてもある

程度農作業ができ得るような状況になってきている

のが現実だと思います。 

 そんな中で、基本的に機械、いわゆる作業を補助

してくれるといった機械については、非常に精度が

上がってきております。それらをうまく利用するこ

とによって、労働力の不足に対応するということで

ありますし、いわゆるトラクターは自動的に真っ直

ぐ走る装置というのは、当然、中富良野町の機械整

備センターのとことにアンテナが上がっていて、そ

れらを利用してスマホを使えば、それは利用可能な

状態になっております。 

 ですが、利用は可能なのですが高いのです。非常

に高いのです。普通の状態ではなかなか個人的に購

入するのは難しいような状況というか、そういう機

械なものですから、入れたい気持ち、買いたい気持

ちはあるけれども、なかなか買えないと。 

 そういったことに対して、今後こういう農家の戸

数が減少していく中でありますので、町としての対

応策、こういう機器を入れるときの町としての助成

策といったものは考えられないのかお伺いしたいと

思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の御質問お答えさ

せていただきますが、今、議員からお尋ねのありま

した経営をサポートする仕組みとして、例えばス

マート農業、とりわけ自動操舵等を用いました機器

の導入等についても、一つの作業の補助の仕組みと

しては有効だというふうに理解しておりますが、こ

れはそれのみならず、農業者の方々が自ら農業経営

の維持、発展、安定のために補完する仕組みとして

求められる者が出てくれば、それは町といたしまし

ても様々な補助制度等、あるいは町が独自に行うこ

とも含めまして、今後、常に検討してまいる課題だ

と思っておりますし、そのためにも、生産者団体や

農業者グループと常にそういった情報共有を図って

いるところでございます。  

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） 上富良野町においても、先進

地というか、こういったものを取り入れている地域

もあります。その方々のお話を聞きますと、非常に

いいと。これはいいよな、ほかの地域でも入れたら

いいのではないのとよく言われますけれども、で

も、先ほど言ったように高い。だから、そういった

ものが今後において必要になってくるときに、上富

良野町において、こういう機械、ドローンとか自動

操舵全てそうなのですが、入れるのにどれだけの人

が必要としているか。これは農協も一応は希望の取

りまとめもやっております。でも、それは今の段階
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では、まだ上富良野町はあまりそれに乗っている人

は少ないのが現状です。なぜ少ないか。いわゆる入

れるとなっても、今の段階では助成が少ないし、自

己負担が多くなる。だから、ちょっと見合わすとい

うような人が結構おられます。 

 私らの時代は、町長もそうでしょうけれども、畝

切りだって、別に経験すれば真っすぐ行くのです

よ。だけれども、今の子たちは、真っすぐ行かない

でくにゃくにゃ曲がるから格好悪くて、作業もしづ

らくなるから、真っすぐ行ったほうが仕事もしやす

いし、見た目もいいから、そういうものを使ってや

るのですけれども、昔の我々の時代は経験値がある

程度働いているから、この畑だったらこれぐらいの

角度でいけば、これぐらい真っすぐ行くとか、見通

しをつけれるような経験があったからできたので、

今はそういうのがなくてもできるような状態でやる

ことによって、農業者が、いわゆる多様な人が農業

に参入できる状況になってきているのです。 

 私がこんな偉そうなことを言うこともありません

けれども、そういう状況の中で、やっぱりＪＡと役

場、町がある程度、ほかの町でもやっているところ

ありますけれども、先んじてそういうことをやるた

めにニーズをきちっと押さえる。そして、それらを

するために、私も何年か前にある程度一般質問させ

ていただいたときに、推進協議会というのはやっぱ

り必要なのですよ。そういうものを立ち上げて、そ

して、こういうふうに機械を順次に入れていこうと

か、こういうものを希望しているとか、そういうも

のをやっていく必要があると思っていますので、こ

れらについて再度、こういった協議会的なものを町

として立ち上げる気はないのかお伺いをします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の御質問お答えさ

せていただきます。 

 推進体制を行政が持つということは、これは否定

するものでもありませんし、むしろ私どもの役割か

なというふうに思うものでございます。 

 ただ、そういったものをどのように活用していく

か、あるいはどのようにそれらによって経営を安定

させたり、所得を向上させたりするというような道

筋立ては、生産者自らが研究検討を行いながら、私

どもとその思いを共有して、我々は事業化を目指す

ことについてお手伝いをさせていただくのが行政の

役割というふうに考えておりますので、町が、例え

ばスマート農業、あるいはＩＣＴを活用したサポー

ト体制を目指していくのでぜひ皆さん方ついてきて

きてくださいという性格のものではないというふう

に理解しておりまして、あくまでも主役は生産者、

あるいは生産者団体というふうに理解をしていると

ころでございます。 

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） 基本的には、それが本来の町

のスタンスなのかもしれません。こういう計画書の

中にも、いわゆるＪＡと農家との関連で横のつなが

り、いろいろなところと協力しながら８次の農業振

興計画を進めていこうということになっております

ので、それはそれなりにそういうことでいいので

しょうけれども、そういったことに手を挙げて進ん

でくるというところがなかなか見られない状況なだ

けに、そういうふうに今、たまたま言っているわけ

です。 

 例えば集落協議会とか、そういったところの中

で、そういうものが必要だから、町のほうでいろい

ろ検討して、こういったものに対して助成等を考え

てほしいといったときは、それは対応するというこ

とでいいのですね。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の御質問お答えさ

せていただきますが、生産者自ら能動的に取組をし

たいという意思が確認できたときには、当然、行政

として、それらを実現できるようにサポートしてい

くのが私どもの使命というふうに捉えているところ

でございます。 

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） 次に、質問書にも書いておい

たのですけれども、新規の就農者に対する受入れ体

制整備、先ほどから何回も繰り返しになりますが、

いわゆる農業の経験がない人が参入してもできる可

能性がある農業が、今、可能になっています。 

 そこで、いわゆる上富良野町に魅力があって農家

をやってみたいという人がもし現れたときの町の対

応、体制整備、これらは、いわゆる移住者等、もし

そういう人がいたときには対象とするのかというこ

となのですが、どうなのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の新たな担い手確

保についての御質問にお答えさせていただきます

が、これまでもそういった対象者を限定することな

く、新規就農を目指す方についての受入れは行って

きておりますし、これからも引き続き、それは行っ

てまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） 移住定住の関係については、

人口が減少している中で、１人でも多くの方が町に

住んでいただいて、いろいろな仕事があるでしょう

けれども、農業も一つの選択肢であるということを

踏まえながら、そういった人たちに対しても町での

いろいろな体制整備はこれからもやっていっていた
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だきたいと思っております。 

 それから、次は実践プランの期間についての話に

なりますが、これは先ほどの答弁の中で、平成３１

年、令和元年は、実践プラン策定を行う１年と位置

づけたという答弁をいただきました。いわゆる８次

の農業振興計画の中には、５ページですが、この計

画期間は２０１９年、平成３１年度から２０２３年

までの５年間を計画期間としますということであり

ます。 

 この言葉の表現は、どういうふうに解釈していい

のか私は分かりませんけれども、確かに策定を行う

上での１年間、何も別に、特別これを検討、研究に

しても問題はないと思いますし、例えば策定するた

めの位置づけとした１年間は、最終的には計画は動

いていないということでいいのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の実践プランの御

質問お答えさせていただきますが、お答えの中で申

し上げておりますように、実践プランは振興計画を

サポートする性格のものでございまして、基本的に

は振興計画が本体でございますので、そちらについ

ては計画期間どおりに去年から動いておりますの

で、実践プランがあるからないからということで大

きく影響を受けるものではないというふうに理解を

しているところでございます。  

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） 私、冒頭でもちょっと言いま

したけれども、振興計画を立てました。そして実践

プランをつくりました。計画をきちんと実行してい

くためには、実践プランですよね。振興計画は確実

に実行するために実践プランが組まれているのだと

理解をしておりましたけれども、それは特にそうい

うことはこだわっていないということですね。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の御質問お答えさ

せていただきます。 

 実は、第６次の計画まではこういった実践プラン

は存在しておりませんでした。私、就任させていた

だいてから、さらに振興計画を具体的に進めていく

ための指針として実践プランというものが存在する

ことによって、さらに皆さん生産者も含めて思いを

共有できるのではないかということで、７次から実

践プランというものを設けさせていただいたところ

でございまして、基本的には、繰り返しますけれど

も、振興計画に基づいて農業振興が図られていくと

いうのが大前提でございますので、あくまでも振興

計画をサポートするという実践プランでございます

ので、何か実践計画に不都合を及ぼすものではない

ということで御理解賜ればと思います。 

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） それでは次に、最後になりま

すけれども、こちらは、いわゆる研究、検討の目安

についてであります。 

 答弁書の中では、スケジュールの表現で、明確な

線引きで表記していないということの答弁でありま

した。 

 私どもの認識では、研究とは、物事を学問的に正

し、深く考え、調べ、明らかにすること。検討と

は、いろいろな面からよく調べ、それでいいか考え

ながらすることが検討だということになっておりま

す。 

 実践計画の中で、検討と研究という言葉が実施ま

での間に全部出てきますけれども、我々がこれを見

たときに、研究とは何なのだ、検討とは何なのだ

と。ある程度、ここまできたら研究はもうここで終

わり、検討に入るというものがあって、こういうも

のができているのだというふうに思っていましたけ

れども、何か私どもの考えとちょっと違うような気

がするので、その辺のところをもう一度確認のため

お願いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中瀬議員の実践プランの中

で述べられております文字の表現についての御質問

にお答えさせていただきますが、冒頭のお答えの中

でも述べさせていただいておりますが、研究、ある

いは検討という言葉の定義につきましては、明確な

定義を持って使い分けをしているところではござい

ませんが、大まかに、一般的な捉え方のニュアンス

としては、研究というのは検討に進む前段のいろい

ろ学術的な資料を収集したり、あるいは事例を研究

したりということが一般的で、これまでも行政用語

として、あるいは我々日常の言葉として、そういう

捉え方が定着しているのではないかと私は理解をし

ておりまして、さらに、そこから実施に向けて一段

階進む過程においては、一般的に日常、検討という

ような表現をもって使うことが、思いを共通する中

で非常に意思疎通が、その言葉を通じて通じ合える

のではないかなということで使用していることでご

ざいまして、明確に何か定義を持って使い分けてい

るというものでないことは御理解賜りたいと存じま

す。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） 分かったようで分からないの

ですが、結局は、研究とか検討は、私の考えでいけ

ば、情報収集でいいと思うのです。何も研究とか検

討ではなくて、情報収集すると。そのことが結局こ

この実践につながるということになるのだと思いま
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す。だから、定義的には特にあれがないということ

になれば、本来の研究と、それから本来の検討とは

ちょっと私の考えのニュアンスとちょっと違うよう

な気がいたしております。 

 いずれにいたしましても、上富良野町の農家の皆

さんが第８次の振興計画がスムーズにいち早く、い

わゆる少しでも早めに実践できるようにしていただ

きたいというふうに思っています。 

 それに向けて、少しでも早くスピード感を持って

実行していただけるような、政策をとっていただけ

るような町長の思いを最後に聞いて、終わりにした

いと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番中瀬議員の上富良野の

農業振興についての全般的なお考えかと思います

が、についての御質問にお答えさせていただきます

が、冒頭申し上げましたように、農業も国際化も含

めまして、非常に目まぐるしく変わっております。

あるいは人の暮らしに対する価値観も大きく、職業

観も含めて変化しております。そういったものに

しっかりとついていけるように、上富良野農業の体

質も強めていかなければならないと思います。 

 何より、私、何度も申し上げておりますが、どう

いう農業形態であっても、農業が魅力的に行われる

ような下地づくり、これこそ我々行政に求められて

いるものと思いますので、ますます高齢化が進むで

あろう農業につきまして、年を召してから、あるい

は若い人は若い人なりに、生きがいを持って農業経

営ができるような仕組みづくり、あるいはそういっ

た条件づくりに、これからも意を用いてまいりたい

と考えておりますので、ぜひ御理解と御支援を賜り

たいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、４番中瀬実君の一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は全部

終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ３時３７分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、令和２年第２回上富良野町議会定例会

２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 御報告申し上げます。 

 さきに御案内しました議案第１２号から議案第２

４号までの農業委員会委員の任命について及び諮問

第１号人権擁護委員候補者のの推薦についての議案

は後ほどお配りしますので、御了承願います。 

 町長から議案第２５号令和２年度上富良野町一般

会計補正予算（第６号）の提出がありました。 

 議会運営委員長から委員長報告の日程追加の報告

がありました。 

 また、議会運営委員長、総務産建常任委員長及び

厚生文教常任委員長から、閉会中の継続調査とし

て、別紙配付のとおり申し出がありました。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営と

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １１番 小 林 啓 太 君 

    １２番 小田島 久 尚 君 

 を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日、７番米沢義英君から議会運営委員長報告が

ありましたので、これを日程第１の次に追加日程第

１として、また、町長から議案第２５号令和２年度

上富良野町一般会計補正予算（第６号）の提出があ

りましたので、これを日程第３の次に追加日程第２

として日程の順序を変更し、議題にいたしたいと思

います。 

 これに御異議ございませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員長報告を日程第１の次に追

加し追加日程第１として、議案第２５号令和２年度

上富良野町一般会計補正予算（第６号）を日程第３

の次に追加日程第２として議題とすることに決定し

ました。 

────────────────── 

◎追加日程第１ 議会運営委員長報告 

○議長（村上和子君） 追加日程第１ 議会運営委

員長報告を行います。 

 本定例会の会期日程等の議事運営に関し、審議・

決定した内容について、議会運営委員長の報告を求

めます。 

 議会運営委員長、米沢義英君。 

○議会運営委員長（米沢義英君） それでは、議会

日程の追加がありましたので、報告させていただき

ます。 

 令和２年度第２回定例会の議事運営等について審

議した内容を御報告いたします。 

 昨日の６月２４日に議会運営委員会を開き、町長

から追加提案の付議事件１件について審議をいたし

ました。 

 提案議案の審議についてでありますが、議案第２

５号令和２年度上富良野町一般会計補正予算（第６

号）について、提案日に本会議において説明の上、

審議を行なうことといたしました。 

 以上、議会運営委員会における審議結果報告とい

たします。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営委

員長報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（村上和子君） 日程第２ 町の一般行政に

ついて、質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 私は、さきに通告した１項

目１点につき、町長にお伺いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の町内経済に与える影

響は、甚大であることに鑑みる。この間、町として

国からの地方創生臨時交付金に一般財源を合わせた

約１億２,０００万円の緊急経済対策を講じてきま

した。 

 そこに国や道からの支援策が加わり、今現在、閑

寂なものから煩雑なものまで多岐にわたる支援策が

混在しておりますが、町民や関係団体への聞き取り
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を行なったところ、現状では、町民が個人または事

業者として必要な支援、対象となる支援を漏らさ

ず、受けられているとは言い難いのではないでしょ

うか。 

 国の特別定額給付金に関しては、円滑な支給を目

的として総務課と町民生活課連携の下、対策チーム

を編成し、業務にあたられたことが功を奏したもの

と思われますが、昨日、町長より６月２２日時点で

約９３.８％の世帯が申請を終えたとの報告があり

ました。 

 非常時の今だからこそ、特別定額給付金の取り組

み以上の意気込みを持って、士業団体、いわゆる行

政書士、税理士等々連携しながら、国や道そして町

の支援に関して確度の高い情報を集約する機能、常

に双方向を意識した情報発信機能、申請書類等の作

成支援機能を有する町の一元化されたサポート窓口

を開設し、町民個々に実際に支援が行き渡るのを見

届ける体制の構築が急務と考えますが、町長の所信

をお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 それでは、９番佐藤議員の新型コロナウイルス感

染症対策の支援を適切に受けるための行政の関わり

に関しての御質問にお答えさせていただきます。 

 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、町で

の独自支援策を含め、国や北海道で様々な緊急経済

対策や生活支援制度が整備され、それぞれ取り組み

がなされております。 

 まず、支援策につきましては、一定の手続が必要

となることから、施策ごとにサポート窓口や相談窓

口が関係機関・団体等において、それぞれ設置され

ているものと認識しております。 

 また、町の独自支援策についても商工会と役場商

工観光班を窓口としているところであり、支援事業

の対象者となる事業者や個人の方については、それ

ぞれの状況に応じた中で必要な手続がなされており

ます。 

 そのような中で、町の対応としては、各種問合わ

せに対し、分かりやすく制度の内容や相談先、手続

先など情報提供に努めておりますが、それら複数の

手続に関し、漏らさず受けられるような一元的に支

援できる専門的なサポート窓口を町において設置す

ることは、現在の業務体制の中では、おのずと限界

があり難しいものと判断しております。 

 また、士業団体との連携に関しましても、それぞ

れなりわいとして対応されているものと思われ、利

用につきましては相談者自らの判断に委ねるべきも

のと考えているところであります。 

 なお、情報提供につきましては、さらに検討を加

え、できる限り町民の皆様の役に立てるよう努力し

てまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 取りつく島もないとは、ま

さにこのことというような御答弁でございまして、

しかしながら、質問を準備してまいりましたので、

お聞きしたいと思います。 

 ただいま町長から一元的サポート窓口の設置は、

現在の業務体制では難しいとの御答弁を頂きました

が、誰もが経験したことのない状況下に置かれた

今、優先して施すべき行政施策であるという認識に

立つ私としては、少々納得がいきません。 

 先の見えない不安を抱えつつも、日々の業務に奔

走しながら、様々な支援を取捨選択し、煩雑な必要

書類をそろえ、慣れないパソコン操作に四苦八苦し

ている事業主や共働きで仕事と家事に追われ、離れ

て暮らす子供の受けるべき支援をうかつにも受け損

ねてしまったと落胆する保護者。また、別の職場で

働く友人は、休職してもこれまで同様の給与を得て

いるのに、自身の給与は出勤した分だけなのは納得

がいかないといぶかしがる従業員や、この店から感

染者を出したくないが、長期休業をしたら顧客がほ

かの店に移ってしまうのではないかと神経をすり減

らすながら、万全の対策を講じて営業を続け、売上

げ減少率を前年同月比２５％に抑えたことで、結果

どの支援の対象にもならないと頭を抱える経営者。

それらの方を含めて全ての町民に対し、各種申請窓

口や各種相談窓口は、常に門戸を開いています。町

として分かりやすい情報提供に努めておりますとの

対応で、十分と言えるのでしょうか。 

 しかも、何らかの理由により、制度を利用してい

ないことで制度活用の主体ではない方に損害が生じ

ている可能性。関係団体正確な情報をリアルタイム

で持ち合わせていない可能性。制度の解釈に個人差

があるため、申請を躊躇したり、不確かな情報を不

用意に不特定に多数に発信してしまう可能性。学生

また関係団体に所属していない事業者等が、支援の

網にかかっていることにすら気が付かない可能性。

現時点で、これら可能性を排除できておりません。 

例えば、個人事業主で最高１００万円、中小企業で

最高２００万円を支給される国の持続化給付金につ

いても申せば、町内に約４６０ある事業所のうち、

既に申請済みの事業所数、既に給付を受けた事業所

数については、私がどこに問い合わせてもお答え頂

けなかったのが現状であります。 

 労働者を休ませた企業が、雇用調整助成金を活用

しないがために、賃金を受け取れていない雇用者

を、非雇用者を救済する新制度「新型コロナ対応休
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業支援金」が、間もなく施行されますが、まさに

今、全国自治体の非常時におけるサポート体制の在

り方が問われているのではないでしょうか。 

 そこで、再度、町長にお伺いいたします。 

 私は、提供した情報がどの程度行き渡っているの

か。その情報をどの程度活用されているかを確認す

るまで、まさに特別定額給付金対策チームがそうで

あったように、国や道からのほかの支援について

も、双方向を意識した情報伝達までが今、求められ

ている行政の役割だと考えますが、再度、町長のお

考えをお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番佐藤議員のコロナウイ

ルス感染症対策に関します、主にこの経済対策を述

べておられるのかなというふうに、生活支援もござ

いますが、ついての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、町のスタンスといたしましては、町が全て

の情報をお知らせしたり、あるいは相談に乗るとい

うような体制整備が大変難しいということは、さき

に申し上げたとおりでございます。 

 しかしながら、そういった制度が存在する中で、

十分に活用が図られていないことに対する対象につ

いては、これは、積極的に私どもも関心を持つべき

だというふうに考えております。どの程度行き渡れ

ば十分であったのかという、そういう判断はなかな

か難しい状況でありますが、しかし、議員の御質問

の中にもありましたように、自分がひょっとすると

対象になる事業、そういう支援事業なのか。あるい

は、その判断すらつかないというような方々に対し

まして、まず声をかけていただくと。そして、その

声に対して、町として最善の、あるいは最適のつな

ぎ先を御紹介するなり、または町が一定程度、説明

できるようなものであれば説明するというような、

一元的な対応ということにはなかなか難しい状況で

ありますが、そういう対応というのは、常にオープ

ンにしてありますので、ぜひ、私どものその町民の

皆様方に対するそういうＰＲ不足がもしあったとす

れば、それは今後大いにそういうことは解消してい

くように努めてまいりますけれども、町としては、

広く門戸を開けているというふうに理解もしており

ますし、また御協力頂いております商工会を初め、

関連の団体も積極的にそういうことには相談に乗っ

ていただいておりますので、広くそういったところ

に関心をこう、自ら相談に訪れていただくことを少

し私どもとしても、積極的にアピールしていく必要

はあるかなと考えるところであります。 

○議長（村上和子君） ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 他の市町村が、広報誌に

国、道、町の支援に関して事業者向け、町民向けに

整理したものを出されておられて、非常に見やすい

ということで、私も御紹介頂いたのですが、ただ、

やはりそういった情報も紙媒体ですと、更新ができ

ないわけで、本当にいろいろ難しい面があるなとい

うふうに考えております。 

 ただいま町長の答弁にもございましたが、また、

冒頭の御答弁にもございましたように、情報提供に

ついてはさらに検討を加え、できる限り町民の皆さ

んに役に立てる努力をしていくというようなことを

述べておられますので、私も理解しているところで

ございます。 

 次に、士業団体の絡みについて質問をさせていた

だきます。 

 士業団体の利用は、あくまでそれぞれの自己判断

との御答弁を頂きましたが、今回、士業団体との連

携にフォーカスを当てたのは、私がアルバイトをし

ている会社の事業主から「緊急雇用安定助成金」、

これは、雇用調整助成金の雇用保険がかかっていな

い非雇用者を対象とした助成金制度なのですけれど

も、この申請手続を依頼された実体験に基づいた話

でございます。 

 申請にあたり、早速ホームページ上の情報を基に

書類をそろえ、ハローワーク富良野を訪問しました

が、相談申請はこの地域では旭川のみの対応となり

ますとのことで、後日、ハローワーク旭川を訪問。

無事受理され、２週間から１か月後ぐらいまでの間

に支給されますとのことでございました。 

 申請前に書類に不備がないかを確認するため、本

来ですとハローワーク旭川にお電話をすればよろし

かったのですが、たまたま６月９日の新聞に掲載さ

れていた中小企業庁開設のオンライン経営相談窓口

というものが目に入っておりましたので、そちらを

利用しようと。これはどういうことかというと、事

前にオンライン予約が必要なのですが、Ｚｏｏｍと

いうアプリを利用して、テレビ電話の対面方式なの

で、この書類で大丈夫ですかという画面越しに書類

を見せられるというメリットがあるなと思いながら

使わせていただきましたが、そこで対応してくだ

さった社会保険労務士の質問に対する回答、説明が

実に明確で、当然といえば当然なのですけれども、

大変頼もしく思いました。 

 先般、頂戴したこちらの地方創生臨時交付金活用

事例集の中の９２番また９８番に「各種相談申請支

援窓口開設事業」という項目がございまして、そち

らには、「行政が士業の方々と連携委託し、支援策

に関する全体窓口、個別相談窓口の開設及び広報、

申請書類等の作成支援、法律相談を行なう」と記載

されており、これまでより一歩踏み込んだ施策を
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もって、町民が支援を受けるためのサポートに努め

るよう政府は自治体に促しているのではないかと、

私は感じた次第でございます。 

 さらに申せば、持続化給付金、雇用調整助成金等

各種助成金が事業所経営の安定化と個人の所得安定

化につながり、我が町で言えば、プレミアム付商品

券事業など町独自の経済対策がより効果的に運用さ

れることを政府は自治体に期待しているのではない

かとも思います。 

 先ほどの私の体験談をお聞きになり、以外と簡単

そうだなと思われた方がおられるかもしれませんけ

れども、そのうち申請できたのは勤務先が税理士と

顧問契約を結んでいることが大変大きくございまし

て、ハローワークの帰りに立ち寄りました旭川の社

会保険労務士の方によると、雇用調整助成金代理申

請の報酬は対象となる被雇用者数問わず、要は５０

人だろうが２人だろうが、１件につき５万円頂戴し

ているというような話でございました。 

 そこで、再度、町長にお伺いいたします。 

 行政が、最新かつ確度の高い情報をもって対応し

てくださる士業の方々と連携することは、各種申請

手続のサポート体制の強化、様々な要因から士業の

方と契約を結べない方の救済、各団体職員の負担軽

減、全ての責任の所在の明確化等の観点からも検討

の余地があると考えますが、再度、町長の見解をお

伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 様々な形で相談やあるいは、まずその入り口に立

つことが、まず大事かなというふうに思います。御

質問の中でありましたそういった隙間を埋めていく

ために、士業団体の方々の力を借りることの有効性

は、これは私も同感でございます。 

 しかしながら、御質問の中にもありましたよう

に、士業をなりわいとされている方につきまして

は、当然、手数料とかそういうものが必要となって

くるわけでございまして、冒頭のお答えでも答えさ

せていただいておりますように、そういった専門の

方々の力をお借りするということについての判断

は、御本人がなさるべきものというふうに位置づけ

ておりますが、そういった相談の方法もありますよ

ということの紹介は、何ら差し支えるものではござ

いませんし、特に、私のこの肌感覚で申し上げます

と、上富良野のこの町の規模から申しますと、様々

な御相談に町もそうですけれども、観光協会なり商

工会なり、非常にこう頻繁に事業者の皆様方が出入

りをされておりますので、そういう中から思いを、

佐藤議員がどういう範囲でお聞きしたのか私、知る

よしはございませんけれども、そういうことで、自

分が少し聞いてみようかな、少しどうなのかなとい

う意志があれば、相談を受け入れる仕組みとして

は、私、上富良野町ぐらいの自治体規模としては不

足感はちょっと感じませんので、そういう中で、少

し能動的に動いていただければ、そして、その中か

ら士業の皆さん方にまで知恵を頂く、あるいはアド

バイスを頂くというところに進むかどうかは、御本

人が判断するべきかなというふうに捉えているとこ

ろでございます。 

○議長（村上和子君） ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 上富良野町には、行政書士

が１件ということで、この声が聞こえるような距離

におられる方がだけなので。先日、お伺いをいたし

まして、実際そういう御相談があるかというふうに

尋ねたら、１件あったというようなことでございま

して。もし可能であれば、町長がおっしゃったよう

にそこら辺のルートと言いますか、というものを御

紹介、既にされていたら申し訳ありませんけれど

も、御紹介頂くようなことも可能であれば有効かな

というふうに考えているところでございます。 

 それでは、最後になりますけれども、新潟県燕市

に端を発した新型コロナウイルス感染拡大防止のた

めに帰省を自粛している学生への地元特産品支援と

いう活動は、次々と他の自治体にも波及し、話題と

なりました。その折、道外在住で帰省を自粛させて

いる大学生の私の息子から、上富良野町からの豚肉

はいつ届くのかなと皮肉めいたｉメッセージが来た

ので、成績優秀な人にしか届かないというふうに

送ったのですが、そのときに、冗談めいた返信をし

ながらも、今、自治体に求められていることは、も

しかしたらこういうことなのかもしれないなとも思

いましたので、早速、新潟県燕市の地域振興課に問

い合わせますと、市の公式ツイッターは、この取り

組みの後、地元から離れて暮らす自分に気をかけて

くれ、しかも食料マスクまで送ってくれた故郷、ふ

るさとを誇りに思うとの学生のツイートであふれた

そうで、応対してくださった担当の方も、降って湧

いたような事業に携わることができ幸せでしたと、

私にお話ししてくれました。 

 今月上旬、コロナ不況のあおりを受けた町内最大

のキャパシティーを持つ老舗事業者廃業の報が町内

を駆け巡ったとき、多くの落胆の声が聞こえまし

た。しかし、最も心を痛められたのは、ほかでもな

い町長でありましょう。制度を準備をするのが、国

の仕事であるならば、その制度を町民に円滑に利用

させること、国や道の支援からこぼれた町民に手を

差し伸べるのが町の仕事でありましょう。もちろん

これは、私たち議員の役目でもあります。 
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 しかし、誰もが前例のない事態に陥っている今、

前例のない施策展開を図り、町民を余さずすくい上

げることは、町長にしかできません。誰に助けを求

めればよいのか、誰を助ければよいのか、一部個人

事業所、関係団体、行政、それぞれがすれ違う中

で、町長には各関係団体、金融関係と連携し、全て

の町民のもとへ、事業者のもとへ、支援という薬、

これは特効薬、予防薬、新薬もこれから出るかもし

れませんけれども、を携えて、往診に行ってはいた

だけないでしょうか。あなたには国のこの支援が合

いますよ、あなたには道のこの支援が合いますよ、

両方使えない場合は、国の支援を処方しますよ、飲

みづらければサポートしますよ、と言っているよう

に薬を処方していただいて、そして、効き目をつぶ

さに確かめてはいただけないしょうか。これまで以

上に、町民１人１人に心をかけてはいただけないで

しょうか。 

 給付を受ける、受けないは、あくまでも個人の判

断ですが、町長の往診の結果、特別定額給付金未申

請分のほか、持続化給付金、雇用調整助成金、小学

校休業等対応助成金など、既に支給された額も含

め、国や道から支給されす数億円の助成金が上富良

野町民全体の福祉に寄与すると思えば、制度にも期

限がありますので、大変くどいようで恐縮ですが、

やはり今は、国や道からの支援を漏らさず受けられ

るような体制の構築に優先してリソースを割くべき

べきと考えます。  

 最後に再度、町長の見解をお伺いいたしますが、

冒頭の御答弁にあったように、現在の業務体制の中

では、おのずと限界があり難しいとの見解は変わら

ないとのお考えであれば、再度、その判断に至った

詳細な理由も併せて見解をお伺いし、私の質問を終

わります。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えをさせていただきます。 

 この間、コロナウイルス対策を講じるこういう状

況を迎える前から、今、議員から御質問にありまし

た中で、私、常に忘れることなく現場に指示をさせ

ていただいておりますのは、とにかくどういう状況

であっても、町民の中に１人も漏らさず、そういう

制度の利用だとか、あるいは生活支援の制度だと

か、それは通常の形のものでございますが、そう

いった取り残される方を絶対に出すなということ

で、特に福祉現場につきましては、くどいぐらいに

都度申し上げております。 

 今回、それにさらにこういったコロナの影響によ

ります生活苦というものが想定されますので、特

に、今回はそういったことに目配りをするようにと

申し上げておりまして、相当足を運んで実態に合わ

せて、状況を把握しているものと思っております。 

 そういうようなまた実態も報告を受けております

ので、なるべくそういった取り残される人、１人も

出さないようにこれからも取り組んでまいりたいと

思います。 

 一方、経済関係の支援については、先ほどのお答

えと重複いたしますけれども、町内の経済団体等に

相談に乗れるような体制ができておりますので、そ

ういった方々については、一定程度そういう体制は

構築されているのではないかということで判断をし

ております。 

 そのために、御質問にありましたような町が一元

的なサポート体制の窓口を設置すると同等ぐらい

の、設置したと同等ぐらいの相談の受け入れる、あ

るいは相談に乗れる、あるいは情報提供できる仕組

みが一定程度整っているのではないかなというふう

に考えているところでございます。 

 しかしながら、私どもが目が届かないところに、

まだそういう余地があるとすれば、それは皆さん方

の声を聞きながら、さらに改善を進めていきます

し、まずは、何と言ったって、これがいつ終息する

か分からない状況でございますので、また、新たな

制度が次から次からまた出てくる可能性もあります

ので、これは今の時点を捉えてよしとするのではな

くて、改善できるところは積極的に改善してまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

○９番（佐藤大輔君） はい。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、９番佐

藤大輔君の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番米沢義英君の発言を許します。 

○７番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり

ました点について、町長に質問いたします。 

 まず、質問に入る前に、この間、新型コロナ感染

で命を亡くされた方々、また遺族の方々に哀悼の意

を申し上げますとともに、また闘病中の皆様へのお

見舞いを申し上げ、最前線で危機と隣合わせで奮闘

されている医療スタッフ等の皆様初め、様々な部署

において仕事に専念される方々について、改めて敬

意と感謝の気持ちを表明するものであります。 

 今、新型コロナ感染対策の中で、多くの国民や町

民が日常の生活を取り戻したい、こういう思いで毎

日新たな生活のために奮闘していると感じていま

す。そういう意味で、私は、町民の皆さんととも

に、この困難を乗り切るための連帯の力を合わせな

がら、新たな道に進むための決意を皆さんとともに

表明するものであります。 

 それでは、質問に入ります。 
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 １点目は、国民健康保険税等についてお伺いいた

します。 

 厚生労働省は、４月８日、新型コロナウイルス感

染症の影響で収入が減少した国民健康保険、後期高

齢者介護保健加入者の税の減免をする自治体に対

し、国が財政支援をするとした事務連絡が出されま

した。 

 その事務連絡では、災害など特別な理由がある場

合の減免を定めた国民健康保険法第７７条に基づ

く、減免に対し支援を実施するもので、また、条例

や規則などが整っていない場合においては、必要な

整備をするよう求められています。 

 これらに対して、町として、どのように対応され

るのかお伺いいたします。 

 次に、町立病院の建設について伺いいたします。 

 新型コロナウイルスの感染拡大の中で、住民の命

と暮らしを守ることの重要性が、今ほど感じたこと

はありません。また、指摘もされています。 

 当町においても、普段から災害時における要支援

者の安全の確保や感染防止対策を減らす対策の在り

方が求められていると考えます。それに対応した

数々の政策も展開されていると思います。 

 次の項目についてお伺いいたします。 

 一つ目は、乳幼児の予防接種の問題です。 

 乳幼児の予防接種は、細菌などの感染対策から旧

看護宿舎で、感染予防に配慮した下で実施されてい

ますが、施設の中は非常に狭く、乳幼児の予防接種

場所としてはよい環境状態ではないと感じていま

す。今、社会問題になっている３密を避けるための

対策がどうしても必要だと感じていますが、今後の

対応についてお伺いいたします。 

 次に、災害時における在宅酸素利用者の支援につ

いてお伺いいたします。 

 災害時における在宅酸素利用者支援の避難場所の

確保について伺います。 

 病床の、この間、胆振東部地震において、全停電

が起きました。そのときに、在宅酸素利用者はかみ

んに行って対応されようとしましたが、電源の確保

が十分でないという状況の中から、町立病院で対処

せざるを得ないという状況になりました。当然、町

立病院においても、対処するということは当然であ

りますが、しかし、今後あらゆる状況を考えた場合

に、町立病院の改築と合わせながら、これらの二つ

の問題に対処する対策等が一層求められていると考

えていますが、この点について町長の見解を求める

ものであります。 

 次に、ＰＣＲ検査体制についてお伺いいたしま

す。 

 新型コロナウイルスの感染拡大に対する緊急事態

宣言等が解除されましたが、解除に対する歓迎の声

や、また再び感染が広がるのではないかという心配

する人とたちもいます。今、求められているのは、

地域で安心して暮らせるような社会をどうつくるか

ということであります。これは、皆さんとともに考

えなければならない大事な問題だと考えておりま

す。 

 しかし、いまだに感染の収束していない状況感が

あり、日常の社会活動ができるようにするために

も、検査体制の充実が一層必要になってきていると

感じます。ＰＣＲ検査の体制が整備されていないた

めに、この間でも受けたくても受けることができな

い、必要な人が受けられる状況にはないという環境

がありました。 

 新型コロナウイルスの感染が収束した状況ではな

いという現況を考えれば、国や各自治体あるいは富

良野圏域などで、今後に備えた対策が求められてい

る状況にあると考えますが、いかがでしょうか。町

民や医療や介護、福祉施設などで働く人たちの命を

守るためにも、経済活動が前へ進むようにするため

にも、ＰＣＲ検査体制の整備・充実が一層必要だと

考えますが、どのようにお考えなのか答弁を求めま

す。 

 次に、新型コロナ対策の支援についてお伺いいた

します。 

 町においては、この間、新型コロナ対策における

各種の対策を取ってきました。十分、町民の暮らし

を守るために諸対策を取られてきました。まだまだ

十分とは言えませんが、この点について、次の３点

についてお伺いいたします。 

 １番目には、新型コロナ対策で介護施設、福祉施

設への支援がいまだにされておりません。この間の

答弁でも、今後検討するということでありました

が、いまだにそれが実施されておりません。各事業

所などを回って聞きましたところ、受け入れ体制の

人数の制約などがあったり、あるいは収入が減るな

どの状況が見受けられました。 

 また、何よりも大変だったと語っていたのは、利

用される方々に感染症がうつるのではないか、ある

いは自らも保菌者ではないかという日常の不安の中

で、多くの方に接しざるを得ないという、そういう

状況だったという声があり、大変な状況があったと

聞いております。 

 また、独自の安全対策として、利用者を受け入

れ、間仕切りあるいはマスク等、あるいは消毒液等

が購入できない状況の中で、必死になってこの状況

を変えるためにつてを使って、このマスクや感染予

防のコロナ対策に奮闘していたというのが実態であ

ります。 
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 どの施設においても、地域社会を支える重要な役

割を担っていることを考えれば、給付の早急な支援

が必要だと考えますが、この点について、どのよう

にお考えなのかお伺いいたします。 

 二つ目に、緊急事態宣言が解除されたものの、飲

食店などにおいては、利用客などがまだまだ戻って

きていないという状況にあります。他の自治体にお

いても、地域創生のこの交付金を使いながら、上下

水道料金の免除などを行なう自治体が出てきており

ます。今後の状況によっては、地域経済や暮らしを

支える対策が、どうしても引き続き必要だと考えま

すが、これらについての対応をお伺いいたします。 

 三つ目には、独り親家庭や生活困窮者に対する支

援について、お伺いいたします。 

 ある独り親家庭の方にお聞きしました。収入が

パートで行っていたけれども、減ったと。確かにい

ろいろな支援はあるけれども、以前と比べてなかな

か苦しい状況にある。自らの生活を切り詰めなが

ら、生活し、子供たちを学校や保育所に通わせてい

る。このような切実な声が寄せられています。そう

いう意味では、国であるいは新聞等で行なったアン

ケートの中でも、独り親家庭や生活困窮者、そう

いった家庭が大変なしわ寄せが今、こういう状況の

中で受けている。これを何とかしなければならない

という、そういう報道も見られるように、上富良野

町においても生活困窮者や独り親家庭に対する支援

がどうしても必要だと考えますが、以上、これらの

点について、町長の明確な答弁を求めるものであり

ます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の４項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず１項目めの国民健康保険税についての御質問

について、お答えいたします。 

 国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策にお

きまして、生活に困っている方への支援として、新

型コロナウイルス感染の影響により、保険税におい

て一定の要件のもとに国民健康保険税、後期高齢者

医療保険料及び介護保険料の減免を行なった場合に

は、保険者に対する財政支援が行なわれることにな

り、町におきましては、国民健康保険税及び介護保

険料の免除につきましては、令和２年５月２９日に

それぞれ新たに減免取扱要綱を策定して、対応を

図っているところであります。 

 また、後期高齢者医療保険につきましては、保険

者である北海道後期高齢者医療保険広域連合におき

まして、５月２５日、新型コロナウイルス感染症の

影響により収入が減少した被保険者等に係る北海道

後期高齢者医療保険保険料減免取扱要綱が制定され

ましたことから、町におきましては、加入されてい

る方からの減免申請について相談を頂いた際には、

それらの手続につきまして、適切に対応してまいり

たいと考えております。 

 また、これらの減免の取扱いにつきましては、広

報誌や防災行政無線で周知するとともに、該当を思

われる方に対しましては、申請を促すために保険証

の更新時などと合わせて、個別にお知らせをさせて

頂くこととしておりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

 次に、２項目めの町立病院建設についての御質問

について、お答えいたします。 

 まず、乳幼児の予防接種に関する御質問でありま

すが、現在毎週１回、旧看護宿舎におきまして実施

しているところでありますが、感染予防対策とした

しまして、会場入室時のマスクの着用及び手指消

毒、会場内の定期的な換気等に加え、３密を避ける

ために１日の接種定員を抑えるとともに、受付時間

を分散し、会場に入る人数を５名程度に制限するな

ど、予防対策の徹底を図りながら実施しているとこ

ろであります。 

 また、災害時における在宅酸素利用者の町立病院

への受入体制についてでありますが、現病院におき

ましても、全停電時であっても全ての病室に酸素が

供給できる機能となっておりまして、当然にして、

新病院建設におきましても、同様の機能を満たす施

設となるよう対応してまいります。なお、町内全域

が停電となった場合など、その時点で町立病院の空

きベットにおいて、在宅酸素利用者を受け入れるこ

とは可能でありますが、それを超えるような場合に

は、自家発電装置を備えた避難所がその役割を担う

と考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、３項目めのＰＣＲ検査体制に関する御質問

にお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症に対しましては、感染

症法に基づき、類似する症状の患者を把握し、医師

が診断上必要と認める場合について、ＰＣＲ検査を

実施しているところであります。 

 また、ＰＣＲ検査の医療保険適用につきまして

も、令和２年３月６日から開始され、医療機関が民

間検査機関等に検査を依頼することも可能となった

ところであります。国におきましては、国民の健康

を守るために、新型コロナウイルス感染症検査とし

て、ＰＣＲ検査のほかにも抗原抗体検査も検討され

ており、北海道においても、現在１日１,４００人

分のＰＣＲ検査に対応するよう取り進めていると聞

き及んでおります。 

 また、安心して検査が受けらるよう一部自治体で
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は、ＰＣＲ検査センターを設置する動きもあります

が、本町規模の自治体単位での設置は困難なことか

ら、国・道に対しまして、身近に検査が受けられる

よう検査体制の整備を要望してまいりたいと考えて

おりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めの新型コロナウイルス感染症対策

の支援に関する３点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の新型コロナウイルス感染症の影響

に伴う介護・福祉施設における支援対応についてで

ありますが、この間において、入所施設及び訪問

サービスは、通常どおりのサービスが継続されてお

り、経営上の影響を大きく受けていないと思われま

すが、通所サービスは、密や飛沫感染防止対策とし

て、送迎車による輸送人員の見直しや昼食提供の中

止、また利用施設内の３密を防ぐため、利用時間の

短縮など、サービス内容を変更して実施していると

ころであり、また、短期入所生活介護、いわゆる

ショートステイにつきましては、緊急事態宣言発令

に伴い、利用を中止するなど、その影響はあったも

のと思われます。 

 国からは、６月に新型コロナウイルス感染症に係

る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて通知があり、介護報酬の取扱いについて

示されましたことから、今後の介護報酬算定に反映

されるものと理解をしております。 

 町による直接の支援につきましては、想定はして

いないところでありますが、今後さらなる支援が必

要と思われる状況と判断するに至った場合には、改

めて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の今後の状況におけるさらなる地域

経済等への支援についてでありますが、昨日の荒生

議員の御質問でもお答えさせていただいたところで

ありますが、感染症拡大の状況によっては、さらな

る追加対策や支援策が必要となることも想定されま

すので、上下水道料金等の対応も含め、支援が必要

な方にしっかり支援ができるよう対応していくこと

が重要だと受け止めております。 

 次に、３点目の独り親世帯に対する支援策につい

てでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響

により、子育てと仕事を独りで担う低所得者の独り

親世帯に対し、特に大きな困難が生じていることを

踏まえ、こうした世帯の子育てに対する負担増や収

入の減少に対する支援は、極めて重要な課題と受け

止めております。そのようなことから、先般可決さ

れた国の第２次補正予算に低所職者の独り親世帯へ

の臨時特別給付金が盛り込まれたところでありまし

て、町といたしましても、その手続を着実に進めて

まいりたいと考えております。 

 この給付金は、児童扶養手当受給世帯等への１世

帯５万円、第２子以降は１人につき３万円の基本給

付と、加えて収入が減少した児童扶養手当受給世帯

への５万円の追加給付に分かれており、本年６月分

の児童扶養手当の支給を受けている方の基本給付に

つきましては、当該手当を支給している口座へ直接

振込まれることから、申請は不要ですが、追加給付

につきましては、申請手続が必要となりますことか

ら、広報紙等を通じて丁寧な周知に努めてまいりま

すので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 国民健康保険税のところで

伺いいたします。 

 減免取扱要綱が厚生労働省等から、国から示され

たかと思いますが、この点について対象となる、い

わゆる減収の区分等があるかというふうに思います

が、例えば、国保税、後期高齢者の場合は、３００

万円以下の場合は、３割が減った場合が対象になる

かというふうに思いますが、全部、その４００万円

以下については、３００万円から４００万円につい

ては、８割減免という形というのを、基準が介護保

険と同じように後期高齢者もあるというふうに思い

ますが、この点について、どういう基準の下でこれ

を減免対象にされるのか、確認しておきたいと思い

ます。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） ７番米沢議員の御

質問にお答えいたします。 

 まず、対象となる所得につきましては、事業収

入、不動産所得、山林所得、給与所得の四つの所得

が対象となりまして、その所得のいずれかが３割減

収すれば、減免の対象となることとなっておりま

す。 

 また、所得の金額によりまして減免の割合が算定

されまして、まず、所得の合計が１,０００万円以

下の方が対象となりまして、１,０００万円以下で

あれば１０分の２,７５０万円以下であれば１０分

の４,５５０万円以下であれば１０分の６,４００万

円以下であれば１０分の８,３００万円以下であれ

ば全額減免になるということでなっております。 

 そのほかに、事業の廃止、失業等の場合におきま

しては前年の所得に関係なく全額免除とすることと

なっております。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） その対象は、収入はどうで

すか。判定基準では、国が３か月期間のという形で

示しましたが、しかし、国のほうでは１か月でもそ

の減収３割になれば、対象にするというような、そ
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ういった指示が出されておりますが、これも同一で

上富良野町においても、こういった横並び基準で実

施するということで確認してよろしいのか伺いいた

します。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） 米沢議員の御質問

にお答えいたします。 

 収入の対象といたしましては、国の通知どおり減

収がこの間、一月該当するものが１０分の３以下で

あれば対象となるということで予定しております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 非常にこの制度が適用にな

れば、今、経済的に大変苦しんでいる方々、該当す

る方々にとっては、非常に本当に新たな企業の活動

にもつながりますし、大変力になるというふうに考

えております。 

 そういう意味では、ここにも書いてありますが、

広報誌や防災無線等の取扱い等にもついても、説

明、周知するということが書かれておりますが、こ

の点にきちんと対処していただきたいというふうに

考えております。もう既に、こういった広報誌、防

災行政無線等については、これからなのかなという

ふうに思いますが、この点、確認しておきたいと思

います。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ７番米沢議員の御

質問にお答えいたします。 

 これらの減免に取扱いの周知につきましては、７

月１０日頃、広報誌に掲載する予定と、その後、防

災行政無線で周知する予定となっておりまして、ま

た、７月の中、納税通知書等発送がありますので、

その中に制度の周知のパンフレット等を個別に送付

してお知らせする予定となっております。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひ、早急な対策を実施し

ていただきたいというふうに考えております。 

 次に、町立病院の建設等についてお伺いいたしま

す。 

 この間、最終的には、この町立病院の中で在宅酸

素についても、乳幼児の予防接種に関しても対応し

たいというような話でありますが、現状についてお

伺いいたします。 

 私も現場を見て来ましたが、確かにいろいろな対

策も取られておりました。しかし、どうしても過密

になるという状況というのは、一定程度避けられな

い部分があります。こういった部分において、やは

りきっちりとした、今後こういった平時からの感染

症、コロナに関わることなく、平時からにおける感

染症にも対応するためにも、こういった密を避ける

対策というのが必要だというふうに思いますが、こ

れらを踏まえて、現状どのようにお考えになってい

るのか、お伺いしておきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 乳幼児の予防接種に関しましては、先ほどお答え

させていただきましたように極力感染予防の徹底を

図れるような体制をもって、現在実施しておりま

す。 

 さらに、そういったことから、予定されている期

間内に接種ができなくなることもありまして、接種

日数を延長したりというようなことで、極力、コロ

ナの感染に関わらず感染症予防は大変基本的なこと

でございますので、これからもしっかりとそれなり

に対応できるように現場に指示をしてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひ、今後設置されるであ

ろう町立病院における建設において、十分な検討が

必要かと思います。 

 この在宅酸素についてお伺いいたしますが、かみ

んもその避難施設の一つの場所でありましたが、た

だ、条件として電源の確保ができなかったというこ

ともありましたし、また同時に、必要なスタッフも

一定程度そろえなければならないというような、こ

ういう部分もあるのかなと思います。 

 当然、町立病院が空きベットがなければ、これに

対応することもできないわけであります。非常時の

場合は、緊急度が優先されるという状況もあります

が、それに含めた避難場所における、また町立病院

も含めたこの在宅酸素の要支援者に対する支援策と

いうのがどうしても必要だというふうに思いますの

で、この点、確認いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の在宅酸素利

用者に対します対応についてお答えをさせていただ

きますが、病院での受入体制につきましては、先ほ

ど申し上げたとおりでございますが、後段御質問に

ありました福祉施設等、かみん等でのそういうとき

の対応につきましては、御案内のようにこのたび、

特にかみんを利用されるようなことも想定されます

ので、今回町では、かみんの電源の確保について予

算措置を講じておりまして、今、電源が２４時間

しっかりと全館確保できるような整備を進めてまい

りますので、より一層充実するものと考えていると
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ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） その上で、やはりこの感染

症におけるそれぞれの要支援者等の場所の確保とい

うのも、非常に重要な要素となってきておりますの

で、そういうものも含めて、ぜひ、全般的なやはり

検討を加えながら、要支援者等や乳幼児の予防接種

等に対する対策を、ぜひ強めていただきたいという

ふうに思います。 

 次に、ＰＣＲ検査体制についてお伺いいたしま

す。 

 専門家からも言われて、新聞等でも報道されてお

りますが、やはり日本はこのＰＣＲ検査体制、ほか

の検査体制もあるわけですが、非常に遅れていると

いう状況になっております。上富良野町でも、この

検査をする場所がどこなのかと、非常に分からない

という方もいます。自ら電話で聞いて、対応してい

る方もたくさんおりますが、それだけに非常にこの

全てがはっきりしない状況の中で、進んでいるとい

うことが見受けられます。 

 確かに今後、平時からこういった感染予防に対す

る対策というのは、今までも求められてきました

が、さらに今回、こういう問題が発生してから、新

たに、さらに新たな展開で前へ進めなければならな

いというような状況になってきております。 

 ここでお伺いしたいのですが、確かに国、道に対

して要望をすることでありますが、今、確認いたし

ますが、富良野圏域でこの検査を実施している機関

というのは１日どのような状況になっているのか、

分かる範囲で、分からなければよろしいですが、お

伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢議員の御

質問にお答えいたします。 

 ＰＣＲ検査の状況でございますが、今、私どもの

自治体に示されている数値で、富良野圏域での検査

数という上限は公表されておりません。北海道にお

いては、１日１,４００人分を検査をするというこ

とで、既に北海道知事のほうからも拡充をしていく

ということで公表されておりますが、今現在、富良

野圏域で検査をする実施機関は、富良野協会病院、

そこに感染症病棟を持っていることから、そこが検

査機関ということで、公表頂いているということで

ございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） そこでは、何人ぐらい検査

できるのかということなのですが。恐らく、必要な

方、医師が判断して受けなければならないですよと

いう方を対象にしているのかなというふうに思いま

すが、そこの点についてお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢議員の御

質問にお答えいたします。 

 対象となる方は、町民自らが検査をしてほしいと

いうことで、検査をするものではございません。あ

くまでも、症状をまず電話等で病院のほうにお伝え

していただき、そこで主治医が必要と判断されます

と、そこで病院のほうに御案内されます。これは、

一般の通院の入り口とは異なるということで情報を

得ています。まず、予約された時間に御本人が行き

ますと、きちんとテレビ等でもマスコミ等でも報道

されておりますが、きちんと防護服を着た形で医療

従事者の方から鼻、のどによる粘膜の検査を実施し

ますので、検査時間は大変短いというふうに聞いて

ございます。 

 その後、検査結果につきましては、富良野保健所

から各受診者の方には連絡が行くようなスタイルに

なっておりますので、まず、富良野圏域の中では富

良野保健所、富良野協会病院のこの連携の下、この

ＰＣＲ検査が行なわれいるというふうに伺いしてお

りますので、町としましても、そのような症状をお

伝えしていただく住民の方の相談に対しましては、

まず富良野保健所、そこから富良野協会病院のほう

につなげていただきまして、ＰＣＲ検査のほうを実

施していただいている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 今、担当の課長の答弁でし

たら、本当に対象になる方、そういう感染している

のではないかというような思われる方が検査対象に

なっているということだと思います。 

 ただ、今、上富良野町の医療現場や介護現場で聞

きましたが、やはりいつ私たちはこういった患者と

接したり、利用者を接しているという状況の中で、

保菌者なのか、あるいはそういう症状が出てきたと

きに、本当に大変な状況の中で接しているというこ

とであります。 

 そうすると、あらかじめある程度、全てそれで問

題が解決すると思いませんが、やはり受けたい人と

思われるような、受けたいと思われるようなそうい

う人たちをやはり対象にした検査体制が、やはり充

実して、少なくともこの富良野圏域においてもしっ

かりとした体制がない限り、新たな第２波、第３波

という形で起こった場合に、さらに地域の資源であ

る経済活動がさらにストップし、医療や介護、福

祉、こういった現場の人たちが大変な状況に陥っ
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て、町の経済、地域のつながりも寸断されてしまう

という、そういった恐れがやはり考えられるわけで

す。 

 そういった場合、やはりきちんとした検査体制と

いうものが、どうしても必要になるというふうに思

いますが、この点について課題等などをどのように

お考えなのか含めて、見解について答弁を求めたい

と思います。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 ＰＣＲ検査につきましては、多くの国民もいろい

ろな考え方や思いを持っておられる方がたくさんい

らっしゃるというふうに思っています。北海道にお

いては、先ほど担当課長が答えたように１日１，４

００人の検査ができる、そういう状況にありますけ

れども、ここ最近の検査の実数を見ますとおおむね

大体１５０件ぐらいが毎日の検査数になっているの

ではないかなと、新聞等の報道を見ますとそういう

形になっているのかなというふうに思います。 

 そのような中で、一定程度検査をする余力もある

のではないかなというふうに思われますので、議員

おっしゃるように、特に私どもも町立病院、それか

らラベンダーハイツを抱えておりまして、医療従事

者、それから介護従事者については、私たち以上に

緊張感を持って、この間ずっと生活をしてきたとい

うことで、ストレスも大変多くなっているのだろう 

なと。そういう中で、私たち自身が、そういう従事

者自身が保菌者になっているというようなことであ

れば、非常にそういうことに対する不安も大変大き

いということもありますので、北海道、国において

も町からもしっかりとそういうような地域のそうい

う医療従事者、介護従事者の思いもそういうところ

にありますよということもしっかりと届けていかな

ければなりませんし、もし、そういう検査体制に余

力があれば、そういう医療従事者、介護・福祉のそ

ういう施設の従事者を優先的に症状がなくても検査

をできるような、そういう思いもあることを、そう

いう声を地方からしっかりと声を伝えていくことが

大切なのかなというふうに考えているところであり

ます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひ、国や道にも働きかけ

ていただきたいと同時に、この圏域においても、ど

ういう在り方がやはりいいのかということも含め

て、必要な方が受けられるような体制整備がどうし

ても必要になってきているという状況にありますの

で、もう一度この点、確認しておきたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員のＰＣＲ検査の今

後の体制についての御質問にお答えさせていただき

ますが、私も議員御質問のとおり、望まれる方がい

つでも自由に検査を受けられるということは、当然

そういう方向に向かってほしいものと思うところで

ございます。 

 しかしながら、現実的にそういった体制が一地方

自治体で整えられるような状況でございませんの

で、当然、圏域としては不可能ではないかなという

ふうに思いますので、そういった検査が日常的に行

なわれるような仕組み作り、体制作り、自ら圏域で

ももちろん発言してまいりますが、北海道や国に対

してもそういう実態があるのですよということを訴

える機会もございますので、引き続き努力してまい

りたいと考えております。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 私たち共産党議員団も、国

会議員団や道議などとも連携しながら、さらにこう

いった問題に対して住民に寄り添うような医療体制

の充実のために今後とも力を尽くしていきたいとい

うふうに考えております。 

 次に、新型コロナ対策の支援についてお伺いいた

します。 

 この間、現場を歩いてみても、何度も申し上げま

すが、３密を防ぐための独自の利用者制限を行なっ

たり、いわゆるパーテーションなど間仕切りを行

なって感染予防を行なっている、そういったような

状況が非常に見受けられていました。消毒液も手に

入らない中で、いろいろ個人も含めて工夫しながら

入手しているという実態も伺いました。 

 そういう意味では、私たちは、こういった施設は

地域のやはり暮らしを守る大切な社会資源というこ

との位置付けになれば、やはり当然こういった施設

に対しても緊急の支援策があってしかるべきだとい

うふうに思います。この間の答弁の中でも、検討す

るというような答弁もされていたかと思いますが、

いまだにこういった部分に対して出てきてないとい

うのは、非常に残念で仕方がありません。 

 確かに国の今後に対する医療や介護従事者に対す

る支援制度が出てくるのかもしれませんが、それと

は別に、素早くやはり町を支える一つの大事な施設

でありますから、こういったところに率先した支援

を先にすべきでありますし、今回の補正等にもなか

なか出てきていないというのは残念だと思います

が、この点についてどのようにお考えなのかお伺い

いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の介護施設等に関
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します支援についての御質問にお答えさせていただ

きますが、まず、大きく国等が制度をもって支援を

する分野。一方、これまでも対応させてきていただ

いておりますが、町においても介護現場の皆さん方

にいろいろお話しをさせていただく中で、消毒液の

不足感だったり、あるいはマスクの在庫状況等を勘

案いたしまして、それらにもし不足感を感じておら

れるような事業所に対しましては、提供を図ってき

たところであります。 

 一方、その運営上、課題を抱えておられるかどう

かについては、日頃、福祉担当と事業所とで情報交

換をさせていただいておりまして、それらについて

の課題は人員確保等については、私、今、正確な情

報を持っておりませんが、いずれにいたしまして

も、介護現場の事業所と町とは常に密なコンタクト

を重ねておりますので、状況に応じてはそれらに対

して、町として果たしていくべきようなことが感じ

られる場合については、それは対応を検討すること

も必要であろうというふうに理解をしているところ

でございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） こういった問題というの

は、適時にやはり行なうということが、実施が大事

だと思いますが、やはりこういったところに対する

支援を早急に私は行なうべきでありますし、独自の

努力も考えれば、やはりそういった部分の支援策と

いうのはどうしても必要だというふうに思いますの

で、さらに十分検討していただきたいというふうに

考えております。 

 次に、地域の経済支援についてお伺いいたしま

す。 

 この点について、下水道料金等の対応なのです

が、地域創生の交付金等でも十分対応できるという

ような説明の文章があったのかなというふうに思い

ますが、やはりこれまだまだ現状で言えば、これに

とどまることなく客数が伸び悩んでいるという状況

も踏まえれば、今後こういった部分も含めた対策を

早急にするということが必要だというふうに思って

おりますが。これは、重く受け止めておりますとい

う形になっておりますが、受け止めて今後具体的な

方向へ、検討へ、前へ進めるということの判断の解

釈なのか、この部分についてお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきますが、ただいま御質問にありまし

たような上下水道等の料金等を指しておられるのか

なと思いますが、これらについては、もう既に広報

でそういった減免等の相談に応じますということで

お知らせしておりますので、これは、もうそういう

方向で進むというふうに理解していただいて結構か

と思います。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） それと合わせて、具体的な

支援策ということで、減免もさることながら、免除

するだとか、そういった必要性も出てきているので

はないかなと思うのですが、そういったものも含め

て、どのようになっているのかお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 減免あるいは免除というよ

うな段階に進むかどうかにつきましては、まだ判断

が必要かと思いますが、まずは、その使用料の納付

の延期だとか、そういうところをまずもう既にお知

らせしておりますので、そういうところから実態を

少し見極めた中で、これは上下水道については基本

的には企業的な事業でございますので、すぐ免除と

か減免とか、町単独で決断する部分については、一

定程度検討が必要かと思いますので、それについて

は少し推移を見極めさせていただきたいと存じま

す。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひ、こういった部分につ

いても猶予はやっているのですが、減免だとかそう

いったところはやっていないわけなので、ぜひ検討

していただきたいと思います。 

 最後になりますが、独り親家庭についてのことで

ありますが、この部分については、確かに国の制度

で給付金が来るという状況になっております。この

間、町においても食事券等のその枠の中で対策を

取ったという形になっておりますが、これに上乗せ

して、やはり独自の支援策というのもあっていいの

ではないかというふうに、国の給付に対して上乗せ

する、こういったところもやはり必要になってきて

いるのではないかなというふうに思います。 

 独り親家庭の実態というのは、様々ありますけれ

ども、決して裕福な状況ではないという家庭もたく

さんあるわけであります。子供を育てながら、自ら

も当然仕事しながら、子育てに専念しているという

家庭が非常に多いわけであります。 

 そういうことを考えた場合に、こういった状況の

中で収入がなくなるだとか減額されるという状況に

なれば、それだけ生活にしわ寄せがくるわけであり

ますが。自ら町や国に頼ることなく、一生懸命頑

張って、今、生活していますという、そういう言葉

も聞きました、実際。非常に涙が出そうになって、

本当にどうしたらいいのか分からない、そういう状

況もありましたが、ぜひそういうことも含めて、町

の早急な対策も求めたいと思いますが、答弁を求め

ます。 
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○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の独り親家庭等に

ついての支援、町独自の支援についての御質問にお

答えさせていただきますが、議員がお述べになった

ような状況にあろうと私も理解をしているところで

ございまして。今後、国の２次補正等の動向の中

で、町独自ででも子育て、独り親家庭のみならず、

子育てに奮闘されている御家庭の皆さん方に何とし

ても不安感を与えないような生活支援というのは、

町独自で構築することも大変重要かと思いますの

で、皆さん方のまたお知恵をお借りしながら、町民

の皆さん方が安心して暮らしていけるような仕組み

作りに引き続き努力をしてまいりたいと考えており

ますので、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、７番米沢義英君の一般質問を

終了いたします。 

 これにて、町の一般行政についての質問を終了い

たします。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は、１１時３０分といたします。 

────────────────── 

午前１０時２８分 休憩 

午前１１時３０分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（村上和子君） 日程第３ 議案第１号令和

２年度上富良野町一般会計補正予算（第５号）を議

題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程頂きまし

た議案第１号令和２年度上富良野町一般会計補正予

算(第５号)につきまして、提案の要旨を御説明申し

上げます。 

 １点目は、平成３１年度の各会計の決算確定に伴

う繰越金及び繰入金の補正であります。 

 一般会計においては、２億２,６４７万８,０００

円の繰越額となったことから、当初予算の繰越金計

上額を差引いた１億８,５４０万３,０００円を増額

補正するものであります。 

 また、国民健康保険特別会計など五つの特別会計

において、翌年度への繰越し手続をすることに伴

い、一般会計で負担すべき費用の精算余剰分として

一般会計で繰戻しを受けるため、各特別会計繰入金

の補正をするものであります。 

 ２点目は、本年度更新を予定をしておりました庁

舎高速プリンター機器更新事業について、事業費の

確定に伴い債務負担行為の限度額を変更するもので

あります。 

 ３点目は、橋りょう長寿命化修繕事業について、

当初、社会資本整備交付金により３橋の長寿命化修

繕工事を計画しておりましたが、国の財政措置につ

いて社会資本整備交付金から道路更新防災等対策事

業費補助に振替えられたとともに、その交付限度内

示額に合わせた事業費調整により、うち１橋の修繕

工事を先送りとしたことから、事業費の補正及び地

方債の限度額を変更するものであります。 

 ４点目は、社会保障税番号制度に関し、児童手当

に係る情報連携について改正が行なわれることか

ら、現在運用しております児童手当システムについ

て改修する必要があることから、所要の補正を行な

うものでございます。 

 ５点目は、クリーンセンター設備のうち、粗大ご

みを破砕処理する選別機部分について摩耗損傷によ

り選別処理に支障が生じていることから、その部品

交換等に要する費用について所要の補正を行なうも

のであります。 

 ６点目は、収益向上作物生産振興補助事業につい

て、４月の作付面積調査と合わせて実施いたしまし

た当該補助事業実施要望調査の結果、新規導入分と

更新分を合わせ、当初予算を上回る事業費となった

ことから、その不足する費用について追加の補正を

お願いするものであります。 

 ７点目は、多面的機能支払交付金事業について、

今年度から予定をしていた資源向上交付金にかかる

基本単価について、減額前の基本単価とすることが

認められたことから、所要の補正を行なうものであ

ります。 

 ８点目は、国のＧＩＧＡスクール構想に関し、児

童・生徒１人１台の端末整備については、当初５か

年計画での整備を予定しておりましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、国の補正予算にお

いて前倒しして実施することとなったことから、整

備に要する費用について所要の補正をお願いするも

のであります。 

 ９点目は、さきに申請しておりました地方創生推

進交付金について、国よりその交付決定の通知を受

けたことから、それぞれ申請した事業について財源

調整を図るものであります。 

 １０点目は、ふるさと応援モニター事業及びモニ

ター事業以外のふるさと応援寄附について、３月補

正予算に計上したもの以降に、これまで町に寄せら

れました寄附について歳入に計上するとともに、寄

付者の意向に沿いまして、それぞれの目的基金への
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積立等を歳出予算に計上するため、所要の補正をお

願いするものであります。 

 以上、申し上げた内容を主な要素とするととも

に、他の既決予算につきましても一部事業内容の変

更及び新型コロナウイルス感染症関連による事業中

止に伴う減額補正を行ない、財源調整を図った上

で、財源的に余剰と見込まれる部分につきまして

は、今後の緊急的な財政需要に備え、予備費に留保

することで補正予算を調整したところであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみ説明をし、予算の事項別明細書につ

きましては省略をさせていただきますので、御了承

願います。 

 議案第１号を御覧ください。 

 議案第１号令和２年度上富良野町一般会計補正予

算（第５号）。 

 令和２年度上富良野町の一般会計の補正予算（第

５号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２億３,８２７万２,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８２億８,６４４万５,

０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の変更は、「第２表 債務

負担行為補正」による。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １４款国庫支出金、４,３８９万円。 

 １５款道支出金、１２４万５,０００円。 

 １７款寄附金、１４３万円。 

 １８款繰入金、８９０万４,０００円。 

 １９款繰越金、１億８,５４０万３,０００円。 

 ２１款町債、２６０万円の減。 

 歳入合計、２億３,８２７万２,０００円。 

 ２ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 １款議会費、４３万５,０００円の減。 

 ２款総務費、２,５５０万１,０００円。 

 ３款民生費、１５５万円。 

 ４款衛生費、３８８万円。 

 ６款農林業費、２３３万４,０００円。 

 ７款商工費、１８４万２,０００円の減。 

 ８款土木費、７２９万３,０００円の減。 

 ９款教育費、５,９５０万１,０００円。 

 １２款予備費、１億５,５０７万６,０００円。 

 歳出合計、２億３,８２７万２,０００円。 

 次に、「第２表 債務負担行為補正」についてで

すが、庁舎高速プリンター機器更新事業について

は、北海道市町村備荒資金組合の防災資機材譲渡事

業による更新を予定しておりましたが、事業費が確

定したことにより、その限度額を減額するものであ

ります。 

 「第３表 地方債補正」についてでありますが、

橋りょう長寿命化修繕事業については、事業費を減

額することに伴い、その地方債限度額についても減

額するものであります。 

 以上で、議案第１号令和２年度上富良野町一般会

計補正予算（第５号）の説明といたします。 

 御審議頂き、議決くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 教育費の、この小中学校の

ＩＴのタブレットの導入に係ることで、何点かお伺

いしたいのですけれども。 

 まず、導入することに対して大賛成でございます

が、小学校と中学校では恐らく用途的なものという

のは、もしかしたら少しずつ変わってくるのではな

いかなというふうに思われます。その使うスキル的

な部分というのは、小学校の６年間で使うものと、

中学校３年生のやるカリキュラムというのは相当変

わってくると思うのですが、それらに対応できるの

は当然分かると思うのですが、まず、どのような機

種のタブレットなのか、タブレットだけの機能のも

のなのか、ＯＳをきちんと持ったハードになるの

か、それともタブレットだけとしてのものなのかと

いうことが１点と、あと、もう一つは、昨日の一般

質問の中でもあったと思うのですけれども、いわゆ

る通信環境が各家々によってばらばらだと思うので

す。それらについて、このコロナ禍の中において

は、ある通信メーカーは１０ギガ分を無料でプレゼ

ントしますよというようなキャンペーンもあったの

ですけれども、そういったものが今後においても、

しっかりと確約されていって、Ｗｉ－Ｆｉ環境が

整っていない家庭においても、それらが速度の劣化

がないような状態で、しっかりと授業ができていく
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のかということの懸念があるのですが、やはりそれ

らを今後どういうふうに解消していくのかは、これ

はまだ盛り込まれていないので、もし分かる範囲で

あれば、そういったことを教えていただきたいとい

うふうに思います。 

 あと、恐らく国の補助金の上限がある中で、相当

制約のある機種の選び方になるとは思うのですが、

こういったものは日進月歩ですから、何十年も使え

るということではないので、いずれかの段階で更新

は必要にはなると思うのですが。今回、購入を予定

する機種について、どういった部分を着眼点に選ん

だのか、分かれば教えていただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（林敬永君） ５番金子議員の御質

問にお答えさせていただきます、３点ございまし

た。 

 まず、どのようなタブレットかということでござ

いますけれども、本町におきます導入の基本的な考

え方について、ＯＳについては、世界的なシェアが

ございますＷｉｎｄｏｗｓを基本に、今現在考えて

ございます。様々なソフトの互換性も対応できます

ので、Ｗｉｎｄｏｗｓをまず選定させていただくこ

とと、あと、今ありますデジタル教材とか、そうい

うものも活用できるような形でサーバーの導入も合

わせて検討しているところでございます。 

 それらを基にしまして、先ほど金子議員のほうか

らも言われました国からの補助というのは、１台当

たり４万５,０００円を上限にしております。基本

ソフトを入れた形で４万５,０００円でございます

けれども、町のほうでは１台当たり６万５,０００

円の予算を今回、要求させていただいております

が、２万円の上乗せ分につきましては、先ほど金子

議員言われました小学校の低学年のお子さん、中学

校の高学年とか、当然ながらそれぞれ操作の扱い方

というのは変わってきますので、指導する先生方も

まだみつな部分もありますので、そういうものも含

めて生徒が誤作用、誤った操作をしない、もしして

も、そういうものに対応できるような形をしようと

いうことと、あと、今、デジタル教科書を平成３１

年度から入れております。そういうものの活用も取

り込めるソフトも入れてみようというものが、大ま

かな形で考えて、１台当たり６万５,０００円をと

いうふうな今、形を考えております。 

 それと、ネット環境を言われてございます。昨日

の一般質問でもありましたし、あと、教育長のほう

からの御答弁もございましたけれども、ネット環境

が一律ではないという事実がございます。それは、

現状ではもう課題としか言うようがないのかなと。

ただ、それぞれ今、ポケットＷｉ－Ｆｉとかいろい

ろなものが普及されておりますので、そういうもの

も兼ね合わせることはできるのかなと。ただ、そう

いうものも現実的に入ってみて、山間部でとか、そ

ういうところではどうなのかなという心配もありま

す。 

 そして、機種の関係ですが、入れるタブレットに

ついては、先ほど総務課長の冒頭の説明にもありま

したけれども、本来５年間で計画的に入れる予定で

ございました。これは、オールジャパンで計画を進

めて、北海道においては、北海道が主体となって共

同調達を当初はする予定でございました。今年の３

月の補正のときにも御説明がされている部分ですけ

れども、それを一気に前倒しになりますので、そう

した中では、同じ学校において、例えばメーカーが

違うものが入ることもあるのですが、教育委員会と

しては、例えば１年生でしたら同じ、富士通であれ

ば富士通のものとか、そういう考え方で同一機種を

全て入れることは現状ではちょっと無理もあるのか

なと思いますけれども、できる限りは同一の機能を

持ったタブレット購入を考えている現状でありま

す。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） ということは、まず、小学

校の１年生から中学校３年生までは、全て同じハー

ドということでよろしいのですね。中学生になる

と、エクセルやワード対応の使える、いわゆるｓｕ

ｒｆａｃｅみたいものではなく、完全にタブレット

だけということですね。それと、通信については今

回の予算ではもう全く見ないということで理解して

よろしいですね。 

○議長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（林 敬永君） ５番金子議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 通信関係については、今回の予算には入ってござ

いません。 

 それと、買うものは、タブレットについては、

キーボードの取り外しができるようなタイプのもの

を今、購入する予定です。 

 あと、私の先ほどの説明が悪かったかと思うので

すけれども、例えば、西小学校に入れて、西小学校

が全部同じＮＥＣが入れば、例えばですけれども、

ＮＥＣというメーカーが入れられればいいのです

が、今現在、各メーカーそれぞれが動いていて、

オールジャパンで台数の確認をしております。そし

て、その生産に入りますので、必ずしも西小学校が

全部がＮＥＣになるという確約は現状ではないとい

うことを御理解賜りたいと思います。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 
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○教育長（服部久和君） ５番金子議員の御質問に

補足という形で説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、基本的には同じメーカーをそろえるという

のが基本だということを思っております。 

 ただ、残念ながら全国規模で生産台数を超える発

注をするような形に結果としてなっています。その

結果、ほかの町より早く手を挙げて、早く品物をそ

ろえて、１台でも多くうちの小中学生にタブレット

を整備したいということでメーカーについても限定

しないと。要するに、標準仕様があれば何とかなる

という形で、今進んでいるところです。微妙な違い

はありますけれども、基本的に国が示している標準

仕様、これを基に発注をすることで、結果的にプラ

スになっている要素はメーカーによってあるかもし

れませんけれども、最低の標準は全てあると。それ

プラスされていることは、メーカーによってあるか

もしれませんけれども、使っていく上では特に問題

がないというふうな考え方で、今進んでいるところ

でございます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１号令和２年度上富良野町一般会

計補正予算（第５号）は、原案のとおり可決されま

した。 

────────────────── 

◎追加日程第２ 議案第２５号 

○議長（村上和子君） 追加日程第２ 議案第２５

号令和２年度上富良野町一般会計補正予算（第６

号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま追加上程頂き

ました議案第２５号令和２年度上富良野町一般会計

補正予算(第６号)につきまして、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

 １点目は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策に基づく、地方創生臨時交付金の実施計画に掲載

している事業のうち、観光分野への支援策について

は、これまで観光協会等々と協議、検討を進めてき

たところではありますが、今後実施が予定されてい

る国のＧｏＴｏキャンペーン、北海道のどうみん割

に加え、地域の実情に即し、地域観光需要の早期回

復を図るための町の独自支援策として、観光協会に

対する補助入り事業として観光誘客促進支援事業補

助事業を創設し、新北海道スタイル定着化事業及び

宿泊施設等誘客促進事業を実施するための費用につ

いて、所要の補正をお願いするものであります。 

 ２点目は、今後予定されている町内小・中学校の

修学旅行について。３密対策を講じた上で実施する

に当たり、移動交通手段であるバスの座席数を通常

より増やして対応するため、そのバス増発分に要す

る費用については、保護者・児童生徒の安心感を高

めるとともに、保護者の負担軽減を図るため、追加

の補正をお願いするものであります。 

 なお、必要な財源については、臨時交付金のう

ち、一般会計補正予算（第４号）で歳入予算に計上

していなかった１,８４３万５,０００円を歳入に計

上するとともに、不足する額については予備費を充

当し、一般会計補正予算を調整したところでありま

す。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をし、予算の事項別

明細書につきましては、省略をさせていただきます

ので御了承願います。 

 議案第２５号を御覧ください。 

 議案第２５号令和２年度上富良野町一般会計補正

予算（第６号）。 

 令和２年度上富良野町の一般会計の補正予算（第

６号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,８４３万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８３億４８８万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表 歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １４款国庫支出金、１,８４３万５,０００円。 

 歳入合計、１,８４３万５,０００円。 

 ２、歳出。７款商工費、３,６５５万円。 

 ９款教育費、１６８万４,０００円。 

 １２款予備費、１,９７９万９,０００円の減。 

 歳出合計、１,８４３万５,０００円。 

 以上で、議案第２５号令和２年度上富良野町一般
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会計補正予算（第６号）の説明といたします。 

 御審議頂き、議決くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 伺いたいと思います。 

 今回、７ページの観光客誘致の補助事業に関わっ

てでありますが、現状、例年から比べて宿泊などが

何割ぐらい落ち込んでいるのか、現状を掌握してい

れば、把握していればお伺いしたいと思います。 

 また、今回、町外、町内含めた誘客の中で、宿

泊・観光客増を図りたいという趣旨のこういった上

限６,０００円を含めた補正予算という形になって

おりますが、今回、落ち込みをこの誘客で何割ぐら

いカバーできるのか、概算で分かっている範囲でよ

ろしいですが、お伺いいたします。 

 また、宿泊施設の誘客事業で、この期間が大体７

月１１日から目途という形で１０月末までというふ

うになっておりますが、どうみん割は１月ぐらいな

のですが、規模が違いますから、恐らく妥当な範囲

なのかなと思いますが、この１０月末までとした根

拠についてお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 企画商工観課長、答弁。 

○企画商工観光課長（辻剛君） ７番米沢議員の今

回の観光に関します緊急対策に関する御質問３点に

ついてお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の例年と比べてどれほどの減収の状

況かということでございます。 

 私どものほうで全て被害のあった期間というか、

影響があった期間を把握しているわけではございま

せんけれども、今回の経営持続化奨励金、その申請

を受けた数値になりますけれども、大体パーセン

テージにしますと７５％ほどの減収ということに

なってございます。 

 それと、２点目の今回の事業によってどれぐらい

のカバーができるのかということでございますけれ

ども、例年の宿泊実績から見ますと、７月から１０

月になっていますので、この間の部分でいきますと

約２割、２割分についてはこの分でカバーといいま

すか、それらを見込んでいるところでございます。 

 あと、３点目の１０月末ということで、議員おっ

しゃるとおり、多分これから行なわれるＧｏＴｏ

キャンペーンにしてもどうみん割にしても、期間に

ついては年越しまでになるのかなということで思っ

ておりますけれども、できるだけ短期な取組みで効

果を上げたいというところで、他に比して短い期間

で大いに活用していただこうというようなことか

ら、設定をさせていただいているということで御理

解を頂きたいと思います。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第２５号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２５号令和２年度上富良野町一般

会計補正予算（第６号）は、原案のとおり可決され

ました。 

 昼食休憩といたします。 

 再開は１３時といたします。 

────────────────── 

午前１１時５９分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 昼食休憩を解き、会議を再

開いたします。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第２号 

○議長（村上和子君） 日程第４ 議案第２号令和

２年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

(第１号)を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） ただいま上程頂き

ました議案第２号令和２年度上富良野町国民健康保

険特別会計補正予算(第１号)につきまして、提案の

要旨を御説明申し上げます。 

 まず１点目は、平成３１年度決算に伴う繰越金に

ついて、所要の補正をするものであります。 

 ２点目は、平成３１年度決算に伴う一般会計操出

金について、所要の補正をするものであります。 

 また、収支残額の１億２,４２４万円につきまし

ては、今後の本会計の安定対応に備えるため、予備

費に計上することで補正予算を調整したところでご

ざいます。 

 以下、議案の朗読をもって説明に替えさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分につきまして説明し、予算

の事項別明細書につきましては省略させていただき

ますので、御了承願います。 

 議案第２号令和２年度上富良野町国民健康保険特

別会計補正予算(第１号)。 
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 令和２年度上富良野町の国民健康保険特別会計の

補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞ

れ１億２,８７４万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１３億２,３１０万７,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」よる。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ６款繰越金、１億２,８７４万円。 

 歳入合計は、１億２,８７４万円であります。 

 ２、歳出。 

 ８款諸支出金、４５０万円。 

 ９款予備費、１億２,４２４万円。 

 歳出合計は、１億２,８７４万円であります。 

 以上で、議案第２号令和２年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算(第１号)の説明といたしま

す。 

 御審議頂きまして、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第２号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２号令和２年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第３号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 議案第３号令和

２年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算

(第１号)を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） ただいま上程頂き

ました議案第３号令和２年度上富良野町後期高齢者

医療特別会計補正予算(第１号)につきまして、提案

の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、平成３１年度決算に伴う繰越金につい

て、所要の補正をするものであります。 

 ２点目は、平成３１年度決算に伴う広域連合納付

金の確定及び一般会計繰出金の額について、所要の

補正をするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明に替えさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分について説明し、予算の事

項別明細書につきましては省略させていただきます

ので、御了承願います。 

 議案第３号令和２年度上富良野町後期高齢者医療

特別会計補正予算(第１号)。 

 令和２年度上富良野町の後期高齢者医療特別会計

の補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１７６万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１億５,１９２万８,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰越金、１７６万５,０００円。 

 歳入合計は、１７６万５,０００円であります。 

 ２、歳出。 

 ２款広域連合納付金、２２万６,０００円。 

 ３款諸支出金、１５３万９,０００円。 

 歳出合計は、１７６万５,０００円であります。 

 以上で、議案第３号令和２年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算(第１号)の説明といたし

ます。 

 御審議頂きまして、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第３号を採決いたし

ます。 



― 69 ― 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第３号令和２年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算(第１号)は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第４号 

○議長（村上和子君） 日程第６ 議案第４号令和

２年度上富良野町介護保険特別会計補正予算(第１

号)を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ただいま上程頂き

ました議案第４号令和２年度上富良野町介護保険特

別会計補正予算(第１号)につきまして、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 歳入につきましては、本特別会計の平成３１年度

分決算確定により、繰越額が確定しましたことか

ら、既決予算に６,８２４万７,０００円を追加する

ものであります。 

 歳出におきましては、平成３１年度一般会計から

繰入れた介護給付費、職員給与費、事務費等の精算

により確定した２４万円を一般会計に繰出すもので

あります。 

 なお、収支の差額につきましては、今後の本会計

の安定対応に備えるため、予備費に６,８００万７,

０００円を計上するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 なお、議案の説明につきましては議決項目の部分

についてのみ説明し、予算の事項別明細書につきま

しては省略させていただきますので、御了承願いま

す。 

 議案第４号令和２年度上富良野町介護保険特別会

計補正予算(第１号)。 

 令和２年度上富良野町の介護保険特別会計の補正

予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

６,８２４万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１０億６,７９１万１,００

０円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 議決項目であります款ごとの補正額のみ申し上げ

ます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ８款繰越金、６,８２４万７,０００円。 

 歳入合計は、６,８２４万７,０００円でありま

す。 

 ２、歳出。 

 ６款諸支出金、２４万円。 

 ７款予備費、６,８００万７,０００円。 

 歳出合計は、６,８２４万７,０００円でありま

す。 

 以上、議案第４号令和２年度上富良野町介護保険

特別会計補正予算(第１号)の説明といたします。 

 御審議賜り、議決くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第４号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第４号令和２年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算(第１号)は、原案のとおり可決

されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第５号 

○議長（村上和子君） 日程第７ 議案第５号令和

２年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補

正予算(第１号)を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（谷口裕二君） ただいま

上程頂きました議案第５号令和２年度上富良野町ラ

ベンダーハイツ事業特別会計補正予算(第１号)につ

きまして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、歳入につきまして、寄附採納に伴う繰入金

の補正及び平成３１年度会計決算に伴う繰越金の補

正であります。 

 次に、歳出につきまして、繰入金をサービス事業

費へ財源充当し、その財源組替え分及び繰越金分に

ついて、今後の財政需要に備えるため、予備費に計

上するものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書に
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つきましては省略させていただきますので、御了承

願います。 

 議案第５号を御覧ください。 

 令和２年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別

会計補正予算(第１号)。 

 令和２年度上富良野町のラベンダーハイツ事業特

別会計の補正予算(第１号)は、次に定めるところに

よる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５２５万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３億３,７３０万２,０００円

とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ６款繰入金、１５万円。 

 ７款繰越金、５１０万７,０００円。 

 歳入合計、５２５万７,０００円。 

 ２、歳出。 

 ２款サービス事業費、ゼロ円。 

 ６款予備費、５２５万７,０００円。 

 歳出合計は５２５万７,０００円であります。 

 以上で、議案第５号令和２年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算(第１号)の説明と

いたします。 

 御審議頂きまして、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第５号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第５号令和２年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算(第１号)は、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第６号 

○議長（村上和子君） 日程第８ 議案第６号令和

２年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算

(第１号)を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ただいま上程頂き

ました議案第６号令和２年度上富良野町簡易水道事

業特別会計補正予算(第１号)につきまして提案の要

旨の御説明申し上げます。 

 内容は、本特別会計平成３１年度会計決算確定に

よります繰越額が確定したことから、議決予算に１

８４万円を繰越金及び繰出金にそれぞれ追加し、令

和２年度会計に繰越し、総額を一般会計へ繰出すも

のであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第６号を御覧ください。 

 議案第６号令和２年度上富良野町簡易水道事業特

別会計補正予算(第１号)。 

 令和２年度上富良野町の簡易水道事業特別会計の

補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１８４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１億４,７６５万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 議決項目であります款ごとの名称と補正額のみ申

し上げます。 

 第１表 歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款繰越金、１８４万円。 

 歳入合計、１８４万円であります。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金、１８４万円。 

 歳出合計、１８４万円であります。 

 ２ページ以降の予算の事項別明細書の説明につき

ましては、既に御高覧頂いておりますことで説明を

省略させていただきます。 

 以上で、議案第６号令和２年度上富良野町簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）の説明といたし

ます。 

 御審議頂きまして、議決賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第６号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第６号令和２年度上富良野町簡易水

道事業特別会計補正予算(第１号)は、原案のとおり

可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第７号 

○議長（村上和子君） 日程第９ 議案第７号令和

２年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算

(第１号)を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ただいま上程頂き

ました議案第７号令和２年度上富良野町公共下水道

事業特別会計補正予算(第１号)につきまして、提案

の要旨を御説明申し上げます。 

 内容につきましては、本特別会計平成３１年度及

び平成３０年度繰越明許費の決算確定によります繰

越額が確定したことから、議決予算に３７８万５,

０００円を繰越金及び繰出金にそれぞれ追加し、令

和２年度会計に繰越し、同額を一般会計へ繰出すも

のであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第７号を御覧ください。 

 議案第７号令和２年度上富良野町公共下水道事業

特別会計補正予算(第１号)。 

 令和２年度上富良野町の公共下水道事業特別会計

の補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３７８万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４億４２６万３,０００円と

する。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 議決項目であります款ごとの名称と補正額のみ申

し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款繰越金、３７８万５,０００円。 

 歳入合計は、３７８万５,０００円であります。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金、３７８万５,０００円。 

 歳出合計、３７８万５,０００円であります。 

 ２ページ以降の事項別明細書につきましては、既

に御高覧頂いておりますことで説明を省略させてい

ただきます。 

 以上で、議案第７号令和２年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算(第１号)の説明といたし

ます。 

 御審議頂きまして、議決賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第７号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第７号令和２年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算(第１号)は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第８号 

○議長（村上和子君） 日程第１０ 議案第８号令

和２年度上富良野町病院事業会計補正予算(第１号)

を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいま上程頂

きました議案第８号令和２年度上富良野町病院事業

会計補正予算(第１号)につきまして、提案の要旨を

御説明させていただきます。 

 補正の概要ですが、ラベンダーの里ふるさと応援

寄附を１名の方より３万円を賜りましたので、一般

会計の出資金を受けまして、建設改良費、什器備品

の整備に充てるため、同額の増額補正をお願いする

ものです。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第８号令和２年度上富良野町病院事業会計補

正予算(第１号)。 

 総則。 

 第１条、令和２年度上富良野町の病院事業会計の

補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 
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 資本的収入及び支出。 

 第２条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款、資本的収入、３万円。 

 第１項、出資金、３万円。 

 支出。 

 第１款、資本的支出、３万円。 

 第２項、建設改良費、３万円。 

 次ページ以降につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 以上、議案第８号令和２年度上富良野町病院事業

会計補正予算(第１号)の説明とさせていただきま

す。 

 御審議頂きまして、議決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第８号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第８号令和２年度上富良野町病院事

業会計補正予算(第１号)は、原案のとおり可決され

ました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第９号 

○議長（村上和子君） 日程第１１ 議案第９号上

富良野町税条例の一部を改正する条例を議題といた

します。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） ただいま上程頂き

ました議案第９号上富良野町税条例の一部を改正す

る条例について、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 令和２年４月３０日、地方税等の一部を改正する

法律が施行されたことに伴い、新型コロナウイルス

感染症の影響を受ける納税者等につきまして、固定

資産税の課税標準に関する特例措置に係る軽減割合

を定め、軽自動車税の環境性能割の特例の適用期限

を延長し、徴収猶予の特例に関わる手続を定め、個

人の町民税に係る寄附金、税額控除の特例に関する

規定を整備し、個人の町民税の住宅借入金と特別税

額控除の適応期限を延長するなどの規定を整備する

ため、条例を改正するものであります。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第９号を御覧ください。 

 議案第９号上富良野町税条例の一部を改正する条

例。 

 上富良野町税条例の一部改正。 

 第１条、上富良野町税条例（昭和２９年上富良野

町条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、条を追って改正内容について説明させてい

ただきます。 

 附則第１０条につきましては、固定資産税の課税

標準に関する特例措置として、中小事業者が所有す

る事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担

軽減として、令和２年２月から１０月までの任意の

３か月間の売上高が前年の同期と比べて３０％以上

減少している方につきましては２分の１、５０％以

上減少している方についてはゼロとするものとなっ

ております。 

 附則第１０条の２につきましては、生産性向上の

ために先端設備等導入計画の認定を受けた家屋及び

構築物に対する固定資産税をゼロとするものであり

ます。 

 附則第１５条の２につきましては、軽自動車税の

環境性能割の特例適応期限を６か月延長し、令和３

年３月３１日とするものであります。 

 附則に追加する第２３条につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る

手続について規定するものであります。 

 次の第２条による上富良野町税条例の改正につき

ましては附則第１０条、附則第１０条の２につきま

しては法律改正による引用条文の条ずれによる改正

となっております。 

 附則に追加する第２４条につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例

として、指定行事として政府の自粛要請を踏まえて

文化、芸術、スポーツ、イベントを中止したことに

より生じた入場料金等の払戻し請求権を放棄した場

合には、放棄した金額についてその金額分を寄附と

見なし、寄附金控除を受けられる新たな制度を創設

するものであります。 

 裏面を御覧ください。 

 附則に追加する第２５条につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別控除

の特例としまして、住宅建設の遅延により令和２年

１２月３１日までに入居できない場合についても、
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住宅ローン減税の控除期間１３年の特例措置が受け

られるよう適応要件を弾力化し、入居期限を令和３

年１２月３１日まで１年間延長し、既存住宅の取得

の場合につきましては、入居期限の要件を増改築完

了の日から６か月以内とするものであります。 

 なお、この条例につきましては交付の日から施行

するものとし、第２条の規定につきましては令和３

年１月１日から施行するものであります。 

 以上、議案第９号上富良野町税条例の一部を改正

する条例の説明といたします。 

 御審議頂きまして、議決くださいますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第９号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第９号上富良野町税条例の一部を改

正する条例は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１０号 

○議長（村上和子君） 日程第１２ 議案第１０号

上富良野町手数料条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） ただいま上程頂き

ました議案第１０号上富良野町手数料条例の一部を

改正する条例につきまして提案の要旨を御説明申し

上げます。 

 行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律が一部改正され、個人番号

を通知する通知カードが令和２年５月２５日、廃止

されたことに伴いまして、当該通知カードに係る手

数料を廃止するため条例を改正するものでありま

す。 

 改正の内容につきましては、別表で規定してあり

ます２３の項で規定してある通知カードの再交付に

関する手数料、１件５００円を削るものでありま

す。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第１０号上富良野町手数料条例の一部を改正

する条例。 

 上富良野町手数料条例（平成１２年上富良野町条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表中、２３の項を削り、２４の項から６２の項

までを１項ずつ繰上げる。 

 附則。この条例は、交付の日から施行する。 

 以上で、議案第１０号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例の説明といたします。 

 御審議頂きまして、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１０号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１１号 

○議長（村上和子君） 日程第１３ 議案第１１号 

五丁目橋補修工事請負契約の締結についてを議題と

いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ただいま上程頂き

ました議案第１１号五丁目橋補修工事請負契約の締

結についての提案理由について御説明申し上げま

す。 

 本事業は、国土交通省の補助採択を受けまして、

上富良野町橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、事

業を実施しております。本年度におきましては、五

丁目橋補修工事請の入札を今般執行したところであ

ります。 

 工事内容につきましては、表面防水１,２４０平

方メートル。伸縮装置取換え７５.６メートル。橋

脚補修、支承防錆及びモルタル補修など、橋りょう

の補修を施工するものであります。 

 上程頂きました本工事につきましては、事後審査

型条件付一般競争入札を行ない、町内業者２社を含

む４社の参加があり、去る６月１１日に入札を行

なった結果は、高橋建設株式会社が６,７５０万円
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で落札し、消費税を加えまして本議案の７,４２５

万円の契約金額となったところであります。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明に替えさせ

ていただきます。 

 議案第１１号五丁目橋補修工事請負契約の締結に

ついて。 

 五丁目橋補修工事の請負契約を次により締結する

ため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第２条の規定により、議会の

議決を求める。 

 記。 

 １、契約の目的。五丁目橋補修工事。 

 ２、契約の方法。一般競争入札による。 

 ３、契約金額。７,４２５万円。 

 ４、契約の相手方。空知郡上富良野町錦町１丁目

１番２０号。高橋建設株式会社 代表取締役北川昭

雄。 

 ５、工期。契約の日から令和３年３月１０日。 

 以上で、議案第１１号五丁目橋補修工事請負契約

の締結についての説明といたします。 

 御審議賜りまして、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１１号を採決をい

たします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１１号五丁目橋補修工事請負契約

の締結については、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１２号から 

日程第２６ 議案第２４号 

○議長（村上和子君） 日程第１４ 議案第１２号

から日程第２６ 議案２４号までの農業委員会委員

の任命について、一括して提出者から提案理由の説

明を求めます。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ただいま上程頂きました議

案第１２号から議案第２４号につきまして提案理由

の御説明を申し上げます。 

 本年７月１９日をもちまして、現在就任していた

だいております農業委員につきましては、任期満了

を迎えますことから、新たな農業委員会委員の任命

について農業委員会等に関する法律第８条の規定に

より、上富良野町農業委員会委員の任命について議

会の同意を求めるものであります。 

 なお、本町の農業委員会委員の定数は１３名と

なっております。 

 それでは、以下一部を省略させていただきまし

て、議案の朗読をもって御提案申し上げます。 

 議案第１２号農業委員会委員の任命について。 

 上富良野町農業委員会委員に次の者を任命したい

ので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定より、議会の同意を求める。 

 記。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。 

 氏名、島田政志。■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第１３号。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。 

 氏名、井村昭次。■■■■■■■■■■生まれ。 

 なお、午前中に開いていただきました全員協議会

におきまして、井村さんの名前を「しょうじ」と申

し上げましたが、正しくは「てるじ」でございま

す。訂正させていただきたいと思います。 

 続きまして、議案第１４号。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。 

 氏名、内田透。■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第１５号。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。 

 氏名、佐藤良二。■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第１６号。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。 

 氏名、荒仁。■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第１７号。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。 

 氏名、上田修一。■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第１８号。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。 

 氏名、對馬徹。■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第１９号。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。 

 氏名、前田満。■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２０号。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。 

 氏名、谷本嘉彦。■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２１号。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。 

 氏名、小川光洋。■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２２号。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。 
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 氏名、北村啓一。■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２３号。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。 

 氏名、西木晴彦。■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２４号。 

 住所、上富良野町■■■■■■■■■■。 

 氏名、沼沢春美。■■■■■■■■■■生まれ。 

 以上でありますが、それぞれ１３名の経歴につき

ましては、既に経歴書を御配付させていただいてお

りますので、御高覧頂き、参考としていただければ

と思います。 

 以上、申し上げまして１３名の方、それぞれ農業

委員としての資質を十分備えた識見の高い方でござ

いますので、どうぞ御審議頂き、御同意賜りますよ

うお願い申し上げ、提案とさせていただきます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 本件は、先例により、討論を省略し、直ちに採決

いたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 最初に議案第１２号を採決いたします。 

 議案第１２号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１２号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第１３号を採決いたします。 

 議案第１３号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１３号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、議案第１４号を採決いたします。 

 議案第１４号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１４号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第１５号を採決いたします。 

 議案第１５号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１５号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、議案第１６号を採決いたします。 

 議案第１６号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１６号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、議案第１７号を採決いたします。 

 議案第１７号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１７号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、議案第１８号を採決いたします。 

 議案第１８号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１８号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、議案第１９号を採決いたします。 

 議案第１９号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１９号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、議案第２０号を採決いたします。 

 議案第２０号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２０号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、議案第２１号を採決いたします。 

 議案第２１号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２１号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、議案第２２号を採決いたします。 

 議案第２２号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２２号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、議案第２３号を採決いたします。 

 議案第２３号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２３号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、議案第２４号を採決いたします。 

 議案第２４号は、原案のとおり、任命に同意する

方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２４号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

────────────────── 

◎日程第２７ 諮問第１号 

○議長（村上和子君） 日程第２７ 諮問第１号人

権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ただいま上程頂きました諮

問第１号人権擁護委員候補者の推薦につきまして、

このたび現在まで担っていただいております山本勉

氏が今任期をもちまして退任をするということにな

りまして、それに伴いまして、新たな方を推薦申し

上げたく、このたび諮問させていただくところでご

ざいます。 

 新たに御推薦申し上げたい候補者につきまして

は、吉村好子氏でございまして、吉村氏につきまし

ては、これまで町の民生児童委員や教育委員など歴

任され、人格、識見ともに優れた方であり、人権擁

護委員として適任者であることから、このたび、候

補者として推薦させていただきたく、御提案申し上

げるものでございます。 

 なお、経歴につきましては、既に経歴書を配布さ

せていただいておりますので、参考にしていただき

たいと存じます。 

 以下、議案の朗読をもちまして提案とさせていた

だきます。 

 諮問第１号人権委員擁護候補者の推薦について。 

 人権擁護委員の候補者として、次の者を推薦した

いので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の意見を求める。 

 記。 

 住所、上富良野町旭町１丁目５番１８号。 

 氏名、吉村好子。昭和２６年１２月３０日生まれ

でございます。 

 以上でございます。 

 何とぞ御審議賜りまして、御同意賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 本件は、先例により、討論を省略し、直ちに採決

したいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 これより、諮問第１号を採決いたします。 

 諮問第１号は、原案のとおり、選任に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

────────────────── 

◎日程第２８ 発議案第１号 

○議長（村上和子君） 日程第２８ 発議案第１号

議員派遣についてを議題といたします。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ただいま上程がありました

発議案第１号議員派遣について、朗読をもって説明

に替えさせていただきます。 

 発議案第１号議員派遣について。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出いたします。 

 令和２年６月２４日提出。 

 上富良野町議会議長 村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員 米沢義英。 

 賛成者、上富良野町議会議員 中瀬実。上富良野

町議会議員 佐川典子。 
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 議員派遣について。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２９条の規定により議員を派遣する。 

 記。 

 １、先進地事例調査。 

 (１)目的、分権時代に対応した議会議員の資質向

上に資するため。 

 (２)派遣場所、議長が別に定める。 

 (３)期間、議長が別に定める。 

 (４)派遣議員、全議員１４名です。 

 よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、討論を省略し、

これより発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第１号議員派遣については、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２９ 発議案第２号 

○議長（村上和子君） 日程第２９ 発議案第２号

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・

強化を求める意見についてを議題といたします。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） ただいま上程されました発議

案第２号について説明を申し上げます。 

 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充

実・強化を求める意見書。 

 本道の森林は、全国の森林面積の４分の１を占

め、国土保全、地球温暖化防止、林産物の供給等の

多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能

を十分に発揮させるためには、「植えて育てて、

伐って使って、また植える」といった森林資源の循

環利用を進める必要がある。 

 森林の整備を進め、木材を積極的に利用していく

ことは、山村地域を中心とする雇用・所得の拡大に

よる地方創生にも大きく貢献するものである。 

 道では、森林の広域的機能の維持増進と森林資源

の循環利用の実現に向け、森林整備事業及び治山事

業や林業成長産業化総合対策事業等を活用し、植

林・間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共

施設の整備、林業事業体の育成など、様々な取組み

を進めてきたところである。 

 人工資源が本格的な利用期を迎える中、計画的な

間伐や伐採後の着実な森林を一層進めるため、地方

債の特別措置を継続するなど、森林資源の循環利用

による林業・木材産業の成長産業化の実現に向けて

施策の充実・強化を図ることが必要である。 

 よって、国において、次の措置を講ずるよう強く

要望する。 

 記。 

 １、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・

木材産業の振興と山村における雇用の安定化を図る

ため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ

安定的に確保すること。 

 ２、間伐、植林、種苗生産等を着実に進めるた

め、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法

を延長し、同法に基づく森林整備事業の都道府県、

市町村負担分の起債を可能とする地方債の特例措置

を継続すること。 

 ３、森林資源の循環利用を通じて、林業・木材産

業の成長産業化を実現するため、地域の実情を十分

に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用ま

での一体的な取組みや森林づくりを担う林業事業体

や人材、人材の育成に必要な支援措置を充実・強化

すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 令和２年６月２５日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長 村上和子。 

 提出先。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、農林水産

大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復

興大臣。 

 以上、説明に替えさせていただきます。 

 よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

 発議案第２号 林業・木材産業の成長産業化に向

けた施策の充実・強化を求める意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 令和２年６月２４日提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員 中瀬実。 

 賛成者、上富良野町議会議員 佐川典子。 

 よろしく御審議のほど、お認めくださいますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって趣旨説明を終

わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 
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 討論を省略し、これより発議案第２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第２号林業・木材産業の成長産業

化に向けた施策の充実・強化を求める意見について

は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第３０ ◎発議案第３号 

○議長（村上和子君） 日程第３０ 発議案第３号

新たな「食料・農業・農村基本計画」における農村

振興の強化を求める意見についてを議題といたしま

す。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬実君） ただいま上程されました発議

案第３号新たな「食料・農業・農村基本計画」にお

ける農村振興の強化を求める意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 令和２年６月２４日提出。 

 上富良野町議会議長 村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員 中瀬実。 

 賛成者、上富良野町議会議員 佐川典子。 

 新たな「食料・農業・農村基本計画」における農

村振興の強化を求める意見書。 

 我が国の農業は、相次ぐ大型自由貿易協定の発効

によって、農畜産物の国境措置が脆弱化し、外国産

との市場競争にさらされ、農業者は生産と価格の面

で厳しい環境下に置かれている。さらに、近年で

は、頻発する自然災害での影響や新型コロナウイル

ス感染症が発生し、様々なリスクが浮き彫りとなっ

ており、特に不測事における医・食を初めとした生

活物資不足への対応が課題となっている。こうした

中、地域においては、人・物・情報などが滞ってお

り、一層経済が疲弊し不安が高まっていることか

ら、今後の地域再生に向けた取組みが急務となって

いる。 

 一方、政府が今年３月に新たに策定した今後の１

０年間の農政の指針となる「食料・農業・農村基本

計画」の推進に当たっては、同基本法での「食料の

安定供給」「多面的機能の発揮」「農業の持続的発

展」「農村の振興」の理念の下、食料自給率の向

上・食料安全保障を確立し、地域社会の維持。存続

を図る地域政策が重要となっており、産業政策との

車の両輪として実効性のある具体的な施策が求めら

れている。 

 ついては、新型コロナウイルス感染症によって地

域経済・社会が甚大な影響を被っていることから、

万全な対策を図るとともに、１次産業を含めた農村

地域の一層の振興を図るべく、次のとおり要望す

る。 

 記。 

 １、農村地域で安心して暮らせる生活環境の整備

に向けて、都市部と同等の医療・福祉・教育・雇

用・情報通信などについての十分な政策支援を講じ

ること。 

 また、基幹産業である農業への政策として、農地

の維持など日本型直接支払いの拡充・強化、地域社

会への維持・活性化につながる新たな政策支援を講

じること。 

 ２、食料安全保障の観点から、新たな基本計画で

掲げる食料自給率目標（カロリーベース４５％）が

確実に達成できるよう、農畜産物の市場開放に歯止

めをかけるとともに、国内農業の生産並びに農村振

興の強化など具体的な施策を講じること。 

 また、国内農畜産物の再生産に向けた農業経営の

安定化・所得補償の充実を図るとともに、災害に強

い農業づくりに向けた十分な財政措置を講じるこ

と。 

 ３、家族農業や農業法人など多様な農業が共存で

きる地域施策の充実を図り、次世代を担う新規就農

者や後継者などの育成・確保対策を強化するととも

に、農村人口の維持や移住・定住促進に向けた環境

整備のための手厚い財政支援を講じること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 令和２年６月２５日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長 村上和子。 

 提出先。内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文

部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣。 

 以上、説明に替えさせていただきます。 

 よろしく御審議して、可決していただきますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって趣旨説明を終

わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより発議案第３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 
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 よって、発議案第３号新たな「食料・農業・農村

基本計画」における農村振興の強化を求める意見に

ついては、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第３１ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（村上和子君） 日程第３１ 閉会中の継続

調査申し出についてを議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各委員長から、会議規則第

７５条の規定により、各委員会において、別紙配付

の閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、本定例会に

付議された案件の審議は全て終了いたしました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（村上和子君） これにて、令和２年第２回

上富良野町議会定例会を閉会といたします。 

 

午後 ２時１２分 閉会 
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